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第1章　本論文の概要

本論文の研究目的は､地域商業およびその一部を構成する商店街が､経済的

要素である各個店の収益の確保と社会的要素である地域課題の解決を両立しよ

うとするために､外部主体と連携して実施する事業活動を分析することで､ど

のような連携の仕方や事業活動が有効となるかについて明らかにすることであ

る1)｡

本章では次のように議論を展開する｡まず､改めて本論文の研究目的を明確

にしたうえで､議論の前提となる認識を共有するために若干の用語の説明を加

える｡さらに､研究目的を果たすために､どのような問題意識のもとで､具体

的にどのような研究課題を設定するかについて述べる｡そして 後に本論文の

構成を提示する｡

1. 1 　 研 究 目 的

小売業者は､経済活動の一部として商品やサービスを消費者に販売する｡当

然のことながら､小売業者の第一義的な目的は収益を上げることであり､それ

が市場競争のなかで商業者として存続するための必要条件となる｡

他方で､一部の小売業者は､商品やサービスの販売だけではなく､たとえば

イベントで地域住民などの交流の機会や場を提供して地域の｢賑わい｣を創り

出そうとしたり､地域の安心･安全を守るために啓蒙活動をしたり､あるいは

高齢者世代や子育て世代のために良好な買い物環境を整備することなどがある｡

とりわけ中小小売商を中心に構成されている商店街の一部は､このほかにも工

夫を凝らして改良を重ねながら多様な取り組みを実施している｡こうした傾向

を 象 徴 す る よ う に､ 近 年､ ｢ 三 方 よ し｣ ( 売 り 手 よ し､ 買 い 手 よ し､ 世 間 よ し)

や｢右手に算盤､左手にコミュニティ｣という理念ないしはスローガンを掲げ

1)本論文のなかで検討していく問題､すなわち地域商業が経済的要素と社会的要素の両

立 を 志 向 す る こ と は､ 渡 辺(2014) の｢ 商 業 ま ち づ く 　 り｣ と い う 概 念 に 含 ま れ る 考 え 方

として理解することができる｡すなわち､ ｢商業まちづく　り政策｣という用語を｢地域商

業の問題を中心に据えながら､経済的側面だけでなく､社会的･文化的側面を含めた地

域コミュニティのあり方に関する構想ないしは計画､およびそれらの実現に向けた地域

住 民 を 巻 き 込 ん だ 運 動 や 活 動｣ と し て 位 置 づ け て い る( 渡 辺2014,p.2)｡
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る事業活動が全国的に展開されている2)｡なお､流通･商業の研究領域では､

商店街をはじめとする地域の小売業が実施する社会的活動の役割を｢社会的機

能｣という概念で説明することが多い3)0

それはさておき､上記のように各個店の収益の確保と地域課題の解決を両立

させることは､従来の商店街活動でも志向されてきたわけであるが､その方法

のひとつとして､昨今､商店街が民間事業者やNPO､大学などの多様な主体と

連携して事業活動をすることが増えている｡

そこで本論文は､商店街をはじめとする地域商業と外部主体の連携の実態を

明らかにしたうえで､冒頭で述べた通り､どのような連携の仕方や事業活動が

経済的要素と社会的要素を両立させるために有効となるかについて明らかにす

ることを研究目的とする｡なお本論文では､連携相手を同じ地域にある主体に

限定し､彼らとの連携を｢地域内連携｣と呼ぶことにする｡

また､以降の議論の前提として､ここで｢地域｣の範囲について簡単な説明

を加えたい｡地域という場合､国際的なレベルでEUやASEANのような複数

の国からなる空間を指すこともあれば､国内の一定範囲を意味することもある｡

さらに国内でも､たとえば関東地方や関西地方などの広域的な範囲や､都道府

県や市区町村の行政区域の場合もある｡一般的に､こうして人為的に区分され

た地域は形式地域と呼ばれる｡地域経済学の分野では､類似性や相互依存関係

に基づいて｢同質地域｣と｢結節地域｣という考え方が用いられることが多い

(山田2007など)｡前者は､たとえば域内産業や人口構成など､地域を構成す

る諸要素のなかで特定の要素に注目し､その類似性に着目した区分である｡後

者は､地域を構成する空間や機能的な相互依存関係に着目して定義される｡人

や物などのフローの大きさによって測られるため､ある生産要素や生産物の市

場を空間的に捉えたものとみなすことができる｡典型的には通勤圏や商圏など

2)たとえば､愛知県岡崎市中心市街地内の商店街で2002年から実施されはじめた｢まち

ゼ ミ｣ は､ ｢ 店 よ し､ 客 よ し､ ま ち よ し｣ を 理 念 と す る 事 業 で あ る｡ 事 業 内 容 の 詳 細 に つ

い て は 長 坂 編(2010) を 参 照 さ れ た い｡ 2016 年 現 在､ ま ち ゼ ミ は 全 国 約260 か 所 で 実

施 さ れ て い る｡ な お､ 三 方 よ し に つ い て は､ 石 原(2010) で も 地 域 商 業 の 社 会 貢 献 の 文

脈で触れられている｡また､長野県佐久市岩村田本町商店街振興組合では｢右手に算盤､
左手にコミュニティ｣というスローガンのもとで､同商店街が主体として惣菜屋や学習

塾などを運営している｡
3) 通 商 産 業 省 の 『80 年 代 の 流 通 産 業 ビ ジ ョ ン 』 (1983 年) で は､ こ の 役 割 を｢ 社 会 的 有

効性｣として評価している｡しかし､同ビジョンのなかで同時に示された｢経済的効率

性｣とは対立する軸として理解されていたことには留意が必要である｡
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が挙げられる｡以上を考慮すると､本論文は商圏的な特性に基づいて空間を区

分するため､後者の考え方に依拠して地域を捉えることが適切であろう｡

さらに､ ｢地域商業｣の定義についても確認する必要がある｡地域商業という

用語は､その対象に含める地域の範囲や小売業者に対する認識によって様々な

定義がなされている｡たとえば加藤(2009)は､従来の研究が､地域商業を｢特

定の地域(-空間)を商圏(そこに住む消費者や立地する事業者を対象)とし

て事業を営む商業者｣と位置づけながら､中小小売商とほぼ同義として捉えて

きたと整理している4)0

他方で､地域商業の担い手としてまず挙げられるのは､中小小売商や彼らを

主要な構成主体として自然発生的に形成された商店街であるが､その周辺ない

しは内部に立地する大型店やショッピングセンターなどを含めて捉えるべきと

す る 見 解 も あ る( 大 橋2005; 渡 辺2010,2014 な ど)｡ 特 定 の 空 間 あ る い は 商 圏

を対象にするとき､こうした規模や特徴が異なる小売業者が近接している場合

が少なくないため､本論文においても同様の見解に基づいて議論を進めること

にする｡

1. 2 　 問 題 意 識 と 研 究 課 題

1. 2. 1 　 問 題 意 識

前節で述べたように､経済的要素と社会的要素を両立させるための方法のひ

とつとして､地域商業と外部主体の連携に対して実践的な関心が高まりを見せ

ているなかで､流通･商業の研究領域においても､従来から商店街が外部の個

人や組織と連携することの重要性が指摘されてきた｡たとえば､地域団体との

パ ー ト ナ ー シ ッ プ の 意 義 を 指 摘 し た 福 田(2009) や､ ソ ー シ ャ ル･ キ ャ ピ タ ル

(社会関係資本)論に依拠しながら､商店街組織の活動を活発化させるために

も､異質的な外部の個人や集団との関係を受け入れる｢接合型｣ (bridging)の

組織内ネットワークが重要となることを主張した渡辺(2010,2014)などが挙

げられる｡また､ 2009年に施行された地域商店街活性化法(正式名称:｢商店

街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律｣)で

4) 加 藤(2009) p.3･4｡
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も､商店街と外部主体が連携することの重要性について言及されており5)､同

法の認定を受けた商店街の一部では､それぞれが多様な外部主体と連携して事

業活動をしている｡

しかし､上記の先行研究を含めた流通･商業の研究領域では､連携する目的

や方法､事業活動の内容など､具体的で現実的な議論まで踏み込んだ研究が十

分に蓄積されているとは言えない状況にある｡こうした先行研究の課題を克服

するためには､.当然のことながら､地域商業と外部主体の連携について具体的

な事象を通じて検証していく必要があるということになる｡これが本論文の研

究目的の背景にある第1の問題意識である｡

さらに､商業まちづく　りに取り組む主体は地域商業だけではない｡近年､と

くに地域商業の衰退が顕著である過疎地域において､日常的な買い物に不便を

きたす｢買い物弱者｣問題を媒介として､住民組織が事業活動の一環として商

業まちづく　りに乗り出す試みが見られはじめている｡具体的には､以下で述べ

る｢小規模多機能自治｣と呼ばれる仕組みに基づいて結成された住民組織が運

営主体となり､民間事業者である小売業者によるコ-ベラテイブ･チェーンな

どと連携してミニスーパーを出店する取り組みである｡この意味で筆者は､商

業まちづく　りの領域に対して､地域商業と住民組織という異なる性格の主体が

合流している状況にあるという認識を有している｡したがって､あくまで副次

的な位置づけではあるものの､こうした住民組織が主体となる商業まちづく　り

も研究対象に含めたうえで､その動向や実態について検討するべきであると考

えている｡これが第2の問題意識である｡

第2の問題意識に関して､以下において必要な範囲で説明を加えたい｡ ｢小規

模多機能自治｣とは､独自の住民組織制度を先駆的に整備してきた地方自治体

が､当該制度を全国的に普及させる過程で名付けられた総称である｡小規模多

機能自治を推進する地方自治体やNPO　などで構成する｢小規模多機能自治推

進ネットワーク会議｣は､小規模多機能自治を以下のように定義している｡す

なわち｢自治会､町内会､区などの基礎的コミュニティの範域より広範囲の､

5) 2009年1月に中小企業政策審議会中小企業経営支援分科会商業部会がとりまとめた

｢『地域コミュニティの担い手』としての商店街を目指して～様々な連携によるソフト機

能の強化と人づく　り～｣において､タイトルにもあるように､商店街と外部主体が連携

する重要性が指摘されている｡
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概ね小学校区などの範域において､その区域内に住み､又は活動する個人､地

縁型･属性型･目的型などのあらゆる団体等により構成された地域共同体が､

地域実情及び地域課題に応じて住民の福祉を増進するための取り組みを行うこ

と｣ で あ る｡

もちろん､地域が直面している環境条件や認識されている課題などに応じて

の事業活動の内容は異なる｡たとえば道路の清掃､高齢者の見守り､公共交通

の確保をはじめとして､地域ごとに多岐にわたる事業活動が実施されている6)｡

小規模多機能自治による事業活動のひとつとして商業まちづくりに注目が集ま

る背景には､いわゆる｢買い物弱者｣問題-の対応が重要な地域課題として認

識されていることがある｡買い物弱者とは､急速に進展する高齢化や単身高齢

世帯の増加､そしてスーパーの閉店･撤退や商店街の衰退などを要因として､

食料品など生活必需品の買い物に困難をきたす人のことを指す呼称である｡こ

れまでも､民間事業者やNPO　などが､独自にあるいは行政の財政支援を受け

ながら､近隣店舗の設置､移動販売､買い物宅配･送迎サービスといった対応

策を実施してきている7)0

しかし､いざ事業が始動しても､継続的な運営に必要な収益を上げることが

できず､ 終的に採算が合わずに撤退することが多い｡そもそも､個人商店な

どの閉店･撤退や小売企業が出店を見送る結果として買い物不便地域が顕在化

するわけで､こうして市場が成立しないと判断された地域で経営を続けていく

ことは決して容易ではない｡

こうした環境条件のなかで取り組まれている､上記のような住民組織を主体

とする商業まちづく　りは､抽象的に解釈すれば､新たな公共制度と民間事業を

組み合わせることで､収益事業として継続的な運営を目指しながら地域課題の

解決を図る､すなわち経済的要素と社会的要素の両立を目指す取り組みとして

6)このような取り組みは､市町村合併による広域化や行政の財政難などを要因として､

地方自治体が提供してきた公共サービスを今後も維持し続けることが事実上困難になり
つつあるという状況などが影響していることにも留意が必要である｡

7)経済産業省の｢地域生活を支える流通のあり方研究会｣では､ 2010年以降､買い物弱

者支援を行っている先進事例とその工夫のポイントをまとめた『買い物弱者(買物難民)
応 援 マ ニ ュ ア ル 』 を 公 表 し て い る｡ 2016 年 現 在､ 当 該 マ ニ ュ ア ル は 第3 版 ま で 更 新 さ れ

ている｡しかし､政府や地方自治体の補助金を原資として事業を実施するものの､行政

の補助金が途切れると採算が合わず事業から撤退するケースもあり､主体や継続性など

課題は少なくない｡
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捉えることができる｡地域商業の衰退で日常的な買い物場所を失うことは､と

くに過疎地域に暮らす住民にとって深刻な問題であることから､今後､こうし

た取り組みはさらに拡がりを見せる可能性がある｡

1. 2. 2 　 理 論 的 な 問 題

前項までに見てきた商業まちづく　りの動向は､既存の理論的研究である地域

商業の調整様式の観点から見る場合､どのように捉えることができるのだろう

か｡上記の両方を含めた商業まちづく　り全体に関わる理論的問題として､本論

文の第3の問題意識について以下で検討していきたい｡

伝統的な流通論の課題として｢地域の論理｣が欠如していることを指摘した

石原(1994)を噂矢として､経済合理的な市場競争を通じて地域商業に関する

あらゆる問題や利害の調整が可能であるという想定を批判する研究がなされて

きた｡これまで蓄積されてきた膨大な数の先行研究を検討する余裕はないが､

これらの研究では､ ｢競争の重要性を否定するものではないが､全てを競争過程

に 委 ね れ ば よ い と い う わ け で は な い｣ ( 石 原1997, p.43) と い う 問 題 意 識 を 念

頭に置きながら､商業の外部性や都市の非可逆性などの特性について議論され

ている｡こうした問題は､いわゆる｢市場の失敗｣や｢政府の失敗｣が複合的

に発生している結果として理解され､これにどう対応していくのかが主要な課

題とされている｡前節で触れた｢買い物弱者｣問題も代表例として位置づける

ことができるだろう｡

近年､市場競争を代替･補完する原理が求められるという観点から､地域商

業の調整様式を模索する議論が展開されている｡たとえば地域商業の空間的競

争について論じる加藤(2009)で提唱された｢地域原理｣や､都市と商業の関

係を念頭に置いた渡辺(2010,2014)のなかで､地域商業の魅力を再構築する

ために､市場的調整機構と政策的調整機構を補完する第3の調整機構として提

起された｢社会的調整機構｣のような概念が挙げられる｡しかし､各論者も言

及しているように､限られた事例や先行研究に基づいて検討した｢試論的｣な

.段階にある｡

こうした考え方は､従来からソーシャル･キャピタル論などの領域で議論さ

れ て い る(Bowles1998;BowlesandGintis1998b,2002 な ど)｡ す な わ ち､ 市
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場によるガバナンスには｢市場の失敗｣が､政府によるガバナンスには｢政府

の失敗｣が原則として付随するという欠陥があることから､ソーシャル･キャ

ピ タ ル(socialcapital) を 基 盤 と す る｢ コ ミ ュ ニ テ ィ･ ガ バ ナ ン ス｣ (community

governance) に よ っ て 補 完 す る こ と が 有 効 で あ る と 説 明 し て い る｡

昨今の規制緩和や地方分権の推進などの影響を受けて､多様で複雑かつダイ

ナミックな側面をもつ現代の社会活動においては､ ｢望ましい｣ガバナンスを

実現することはとくに困難となりつつある｡先述してきたような地域商業が直

面している状況もその例外ではないだろう｡したがって､コミュニティ･ガバ

ナンスの観点から追試的に地域商業の調整様式について考察することが必要で

あると考えている｡

1. 2. 3 　 研 究 課 題

本項では､上記で検討してきた3つの問題意識および地域商業の調整様式や

コミュニティ･ガバナンスの視点に基づいて､次の6つの研究課題を設定する｡

以下で要約的に確認していきたい｡

地域商業を構成する商店街の一部は､経済的要素と社会的要素を｢両立｣さ

せるために､NPOや大学などの多様な主体と連携して事業活動を実施すること

が増えているものの､具体的な議論まで踏み込んだ研究が十分になされていな

いという点は､第1の問題意識として上記で指摘した通りである｡こうした先

行研究の課題を克服するために､本論文は､第1の研究課題として､まず商店

街と外部主体の連携にはどのような特徴があるかについて検討する｡さらに､

分析対象である商店街が連携する目的や具体的な事業活動の内容などの実態を

明らかにしたうえで､第2の研究課題として､彼らが持続的で実質的な連携関

係をどのように構築しているかについて追究していくことにする｡

また､地域商業が主体となる商業まちづく　りの分析対象は､詳しくは後述す

るが､事前調査の段階で本論文の問題意識に密接に関連する情報を網羅的に入

手しやすいという理由から､地域商店街活性化法の認定事例としているため､

同法の認定を受けていない商店街が対象から外れてしまう｡そのため､異なる

アプローチで別に対象を選定することでサンプリングの問題をある程度カバー

したうえで､多様な連携相手と積極的に事業活動を展開している商店街を分析
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対象として､どのように経済的要素と社会的要素の両立を実現しようとしてい

るのかを明らかにしていきたい｡これが第3の研究課題である｡

他方で､住民組織による商業まちづく　りは､地域商業の研究領域において先

端事例として位置づけられるものであり､これまでほとんど取り扱われていな

い｡したがって､先端事例であるため実情を明らかにすることに主眼を置きな

がら､こうした事象の実態を整理･検討することを第4の研究課題として､継

続性を確保するための課題は何かについて明らかにすることを第5の研究課題

として設定する｡

後に､第3の問題意識である商業まちづく　り全体に関連する第6の研究課

題としては､前述したように本論文全体を通じた理論的な問題である｡すなわ

ち､コミュニティ･ガバナンスの概念について理論的な考察を加えることで､

追試的に地域商業の調整様式について考察するとともに､現実の商業まちづく

りにおいて､コミュニティ･ガバナンスがいかなる効果を生み出しているかを

具体的に検討することがそれである｡

1. 3 　 本 論 文 の 構 成

以上の議論を受けて､本論文は本章を含む9つの章で構成されている｡まず

本章｢本論文の概要｣では､以上で述べてきたように､研究目的､問題提起や

研究課題について明らかにしてきた｡

第2章｢地域商業における調整様式の視点｣では､地域商業および住民組織

による商業まちづく　りに共通する分析視角として､コミュニティ･ガバナンス

の概念について検討する｡はじめに1980年代半ば以降の規制緩和の進展につ

いて概観したうえで､小売業者および消費者全般の経済合理的な役割ないしは

行動原理を重視する先行研究やそれに疑問を投げかけている議論について確認

する｡さらに､市場的調整と政策的調整を補完する調整様式を模索する研究に

ついて整理したあと､コミュニティ･ガバナンスの概念について理論的な検討

を加えたうえで､地域商業の調整様式について追試的に考察する｡

第3章｢商業まちづく　りにおける地域内連携の多様性｣では､本論文の研究

課題およびこれを分析するための枠組みについて検討する｡具体的には､経済
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的要素と社会的要素の両立について検討するために成果指標を設定する｡その

うえで､ソーシャル･キャピタル論におけるネットワークに関する分類概念で

あ る｢ 結 束 型｣ (bonding)､ ｢ 接 合 型｣ (bridging) を 援 用 し､ ｢ 接 合 の 仕 方｣ ( フ

ォーマル/インフォーマル)と｢連携相手との関係｣(リジット/フレキシブル)

の2軸を用いて､地域内連携の特徴を4つのタイプに類型化する｡ここで先回

りして暫定的に名,称を付けると､商店街組織(フォーマル)として､固定的な

連携関係を構築して事業活動を実施している① ｢フォーマルーリジット｣タイ

プと､柔軟に連携関係を構築している② ｢フォーマルーフレキシブル｣タイプ

である｡この2つのタイプについては､商店街組織として連携するという共通

する観点から､第5章の分析対象としている｡

他方で､もう　2つのタイプは､商店街の特定の意欲的なメンバーが中心とな

り地域内連携を志向するという意味でインフォーマルな体制に基づいて､固定

的な連携関係を構築している③ ｢インフォーマルーリジット｣タイプと､柔軟

な連携関係である④ ｢インフォーマルーフレキシブル｣タイプである｡これら

のタイプは第6章で分析していく｡

第4章｢分析の方法と対象｣では､続く第5章から第8章までの分析に移る

前に､その方法と対象について説明する｡まず､事例分析を採用する理由を述

べたあとで､地域商店街活性化法の概要や運用実態について整理し､対象とな

る商店街を選定していく｡以上は第5章と第6章の分析に対応する｡これに加

えて､次に経済産業省･中小企業庁の表彰を受けている商店街からも対象とな

る商店街を選定する｡以上は第7章の分析に対応する｡

さらに､住民組織が主体となる商業まちづく　りに着目する背景として､わが

国における地方分権改革の変遷や住民組織の法人制度をめぐる動向を概観し､

小規模多機能自治の実態を理解するために､その先駆的な制度のひとつである

島根県雲南市の地域自主組織制度ができた経緯や目的について整理する｡これ

らを踏まえて､買い物不便地域において､小規模多機能自治という新たな公的

制度と民間事業者の収益事業を組み合わせて事業を展開している事例を検討し

たうえで､分析対象となる事例を選定する｡この事例は第8章で分析すること

になる｡

第5章｢組織的連携による商店街活動の特徴｣では､第3章で提示した分析
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枠組みに基づく前者の2つのタイプに焦点を合わせて､事例分析により､該当

する商店街がどのような地域課題に対応して､どのような事業活動を実施して

きたのか､その経緯や具体的な内容を中心に検討する｡こうして地域内連携の

実態を明らかにしたうえで､それと成果との関連や連携関係を支える要因につ

いて考察する｡

第6章｢インフォーマルな連携による事業活動の展開｣では､後者の2つの

タイプについて第5章と同様に事例分析を行う｡以上を踏まえて､暫定的に名

付けていた地域内連携の4つのタイプごとの特徴について再考察する0

第7章｢多様な主体との緩やかな連携によるネットワークの形成｣では､第

5章と第6章の補完的な位置づけとして､地域商店街活性化法の認定を受けて

いない商店街のなかで､とくに多様な連携相手との緩やかな連携のもとで積極

的に事業活動を展開している浜松市ゆりの木通り商店街を対象に事例分析を行

う｡

第8章｢小規模多機能自治による商業まちづく　りの展開｣では､小規模多機

能自治制度に基づいて結成された住民組織が主体となり､コ-ベラテイブ･チ

ェーンである全日食チェーンと連携してミニスーパーを運営する事例について

分析する｡島根県雲南市の地域自主組織｢波多コミュニティ協議会｣が運営す

るマイクロスーパー｢はたマーケット｣の運営実態について検討することによ

り､公共制度と民間機能を組み合わせながら､地域の社会課題の解決を図ると

ともに収益事業として継続的運営を目指す試みの成果や継続に向けた課題につ

いて考察する｡

後の第9章｢結論｣では､本論文全体としての研究成果､および本論文の

貢献と限界について確認するとともに､今後の研究課題について展望する｡
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第2章　地域商業における調整様式の視点

2. 1　小売業者間の市場的調整

2. 1. 1 　 規 制 緩 和 の 進 展

小売業の地域経済や地域社会との関わりを意識した研究は､競争と規制の議

論のなかで展開されてきた｡これらの先行研究に関する議論に入る前に､当時

の状況を概観していきたい｡

1980年代中頃､わが国の大規模小売業者と中小小売商との間には大店法(正

)　式名称: ｢大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律｣)の

運用を巡る激しい摩擦が生じていた｡当時は一部の地域で地元の商工会議所や

消費者団体などが絡んだ大型店出店反対運動が展開され､こうした出店調整の

現場で発生している諸問題に対して社会的･政治的な関心が寄せられていた｡

他方で､大店法は､ 1980年代以降の対日貿易赤字の拡大を背景に､とりわけ

アメリカから流通分野における非関税障壁の代表例のひとつとして批判を浴び

ていた｡この貿易収支問題が1989年から行われる日米構造問題協議-と繋が

るわけであるが､こうした｢外圧｣が大店法の運用の在り方を見直す契機をも

たらすことになる｡

1985年4月､日本に市場開放と内需拡大を迫るアメリカなどの諸外国の圧力

に対応するため､中曽根総理大臣の私的諮問機関である｢国際協調のための経

済構造調整研究会｣が｢国際協調のための経済構造調整研究会報告書｣ (前川レ

ポート)を発表した｡同レポートは｢原則自由､例外制限｣という視点に立ち､

市場原理を基本とする施策を行うために､規制緩和の徹底的な推進を図るとし

た｡さらに1988年12月､竹下総理大臣の私的諮問機関である｢臨時行政改革

推進審議会｣ (新行革審)は､ 1年間の審議を経て｢公的規制の緩和等に関する

答申｣を提出した｡この答申のなかで､ ｢現行の経済的規制には､その政策的意

義や必要性の高いものとそうでないものが混在しており､原則自由･例外規制

の基本的考え方に立って抜本的に見直す必要がある｣と提言された9)｡これら

9)ここでは一般的な公的規制の見直しについて述べられているが､後に続く｢個別分野

の規制緩和等｣で取り上げられている｢流通｣のなかで､大店法について個別的に指摘
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を受けて､政府は同月､新行革審答申を｢ 大限に尊重｣することを明言する

｢規制緩和推進要綱｣を閣議決定した｡

こうした流れを受けて､日米構造問題協議を控えた1989年6月､通商産業

省産業構造審議会流通部会と中小企業政策審議会流通小委員会の合同会議(以

下､合同会議)で『90年代流通ビジョン』が策定された｡合同会議には､消費

や流通の動向を分析して流通政策の在り方を検討する｢企画調査小委員会｣と

政策課題を検討する｢制度問題小委員会｣が設置され､それぞれの委員会では

次のような構想や課題が示された｡前者では｢商店街の活性化と『街づくり会

社構想』｣および｢ハイクオリティライフの創造と『ハイマート　2000構想』｣､

う　　後者では主に大店法の運用適正化を中心とする規制緩和に関する問題である.

本論文に直接的に関係する後者に焦点を合わせて議論を進めると､制度問題

小委員会では｢大店法の本来の趣旨から逸脱した運用を適正化する｣ことが課

題のひとつとして位置づけられた｡適正化に向けた措置の詳細については割愛

するが､基本的には先の新行革審答申での指摘を反映したものとなっている10)0

『90年代流通ビジョン』が公表されてから3か月後の1989年9月､日米構

造問題協議が開始した｡同協議では､貯蓄･投資パターンや輸入促進策､流通

などのテーマがtB.上に載せられ､大店法に関する問題も取り上げられた.

ここで議論された大店法に関する問題は､日米構造問題協議の4回目が開催

された1990年6月､流通における｢規制緩和｣の項目のひとつとして 終報

告にまとめられ､アメリカから次のような　3　段階にわたる対応を求められた｡

すなわち､ ｢規制緩和に向け直ちに実施する措置(運用適正化措置等)｣､ ｢次期

通常国会における提出を目指した法律改正｣､ ｢上記大店法改正後の見直し｣で

ある11)｡なお､法律の改正を目的に召集された合同会議で｢中間報告｣が答申

され､これを受けて､ 1990年第120回通常国会において大店法改正関連五法

(改正大店法､改正中小小売商業振興法､特定商業集積整備法､輸入特例法､

さ れ て い る｡ 詳 し く は 石 原(2011) p.97 を 参 照 さ れ た い｡

10)具体的な措置として次のような対応策が示された｡すなわち､ ①事前説明､ ②小規模

市町村等における出店計画の取り扱い､ ③商調協､ ④大店審､ ⑤届出等の適正化､ ⑥閉

店時刻･休業日数の届出不要基準､調整目安の見直し､ ⑦軽微な案件の設定､ ⑧出店調
整に係る審査､ ⑨事務手続きの簡素化､ ⑩フォローアップ､ ⑪地方公共団体の独自規制
である｡

ll) こ れ ら の3 段 階 に わ た る 措 置 に つ い て は､ た と え ば 石 原(2011) ,104-119 頁 を 参 照

されたい｡
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改正民活法)が成立した｡こうした動きは国際的な規制緩和の流れに大きく影

響を受けている｡1980年代に台頭したイギリスのサッチャリズムやアメリカの

レーガノミクスに代表される自由主義あるいは競争主義により､従来政府が担

っていた機能を市場に任せる小さな政府が志向されるようになる｡わが国にお

いても中曽根内閣以降の構造改革に対して大きな影響を与えた｡

その集大成として位置づけられるのが､1993年に細川内閣に答申された経済

改革研究会による報告である｡ここでは規制が経済的規制と社会的規制に大別

され､経済的規制の全面的撤廃､社会的規制の必要 小限度-の縮小が提言さ

れた｡

2. 1. 2 　 経 済 的 合 理 性 に よ る 評 価

上記で見てきたような現実の動向のなかで､流通･商業の研究領域において

も､従来から市場競争下における経済的合理性を絶対的な評価基準とする主張

が展開されてきた｡経済的合理性を追求するという点で代表的な議論である田

村(1981)は､小売業の分野における規制緩和に異を唱えることは｢消費者利

益｣と｢流通近代化｣を軽視あるいは無視することになると指摘した｡一般的

な流通論の教科書にもあるように､商業の中核となる機能は､生産と消費の懸

隔を も効率的に架橋することである｡その意味で､小売業の行動原理は､商

業の末端機関として担う効率的交換を通して､商品をより安く便利に消費者-

提供するという点に集約される｡

このほかにも､経済的合理性の視点から議論されている研究として､たとえ

ば小売業者の生産性は低いものの､急速な経済成長や保護政策などにより､市

場競争の影響を受けないような環境に置かれていたことを指摘した田村(1986)

や､流通部門の生産性を中心とする国際比較から､小規模零細小売商業者にも

独自の存立根拠があることを指摘した丸山(1993)､家族従業制度による雇用

弾力性の低さなどが小売商業者を残存させたとする石井(1996)などが挙げら

れる｡

なお､上記の論理を共有しながら､商品流通の効率性を合理的基準として､

消費者の店舗選択について検討する高嶋(2012)は､小売業者が｢地域コミュ

ニティの担い手｣として果たしうる効用を､消費者が買い物に出かけるときの
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負担に関する問題として次のように説明している｡すなわち､消費者は､まと

めて購入することを予定している商品群の価格である｢品揃え価格｣と買い物

に出かけるときに生じる消費者費用の合計が も低くなる店舗を選択する｡こ

うした行動特性をもつ消費者の買い物の満足度が､小売店舗の商品販売を通し

た｢交流による付加価値｣によって高められる場合､買い物に対する負担感が

和らげられることになるという｡

しかし､小売業者のこうした貢献を主張するためには､中小小売店舗が地域

コミュニティの担い手という役割を果たすことによる地域コミュニティでの交

流の意味やメリットが住民に理解されていることが条件となり､また､そのた

)　めの地域コミュニティの有用性やそれ-の積極的な参加を呼びかけることが重

要となるという｡しかし､それらが容易に実現しないことが､地域コミュニテ

ィを守るために中小小売商や商店街を政策的に保護することの障害になってい

るという指摘が併せてなされている｡

2. 2　市場的調整の代替的･補完的概念

前項の議論の主要な関心は､小売業者および消費者全般の経済合理的な役割

ないしは行動原理に向けられている｡しかし､その一方で､こうした考え方に

疑問を呈する議論も展開されてきた｡これらの研究では現実の市場においては

｢市場の失敗｣が原則的に生じるため､常に 善の成果が約束されているわけ

ではないということが念頭に置かれている｡

たとえば鈴木(1990)は､ ｢大店法の規制緩和に関連して､市街化調整区域

を含めて自由に出店させるべきであるとの意見も表明されている｡中小小売業

との調整の社会的必要性が街づく　りという方向で収束されていることをどう理

解しているのだろうか｡個別企業の『私』的な関心と商業集積の都市施設とし

ての『公』的側面との調和を考えなければならない｣と指摘した｡また､ ｢長い

歴史をもつわが国の調整政策は､新しい､創造的な小売形態の発展を阻止して

はこなかった｡しかし､社会的な必要があると認めると､その発展の早さを抑

制してきた｡その必要性は時代とともに変化し､地域によって差異がある｡そ

れらを冷静に､総合的に把握するとともに一面的な判断を避けなければならな
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い｣ と も 主 張 し て い る12)0

さらに原田(1994)は､従来の規制見直しに関する議論が､無条件の規制緩

和や撤廃にすり替えられていると指摘した｡原田(1994)はアメリカにおける

大規模小売店舗の出店にかかる規制を詳細に検討し､多様な規制が存在するこ

とを明らかにするとともに､経済的規制と社会的規制がそれほど明確に区分で

きるものではないことを主張した｡ ｢必要なのは､いかなる規制は必要で､いか

なる規制は存続･強化･新設すべきかという規制見直しであり､決して規制緩

和ではない｡自由放任主義に基づく規制性悪論に立脚すべきではない｣という

の で あ る13)0

他方で､近年､地域商業の調整様式を考えるためにより｢現実的｣な概念を

模索する研究もなされている｡そこでは､都市空間や外部性を考慮して､市場

競争を代替あるいは補完していくことが重要視されている｡

たとえば､宇野(2005)は､経済的合理性や効率性の追求を一義的な目的と

する市場的競争を与件として､都市空間おける商業集積の競争メカニズムを議

論することは不可能であると指摘した｡そのうえで､代替的な論点で現実の商

業集積の競争メカニズムを捉えるため､｢地域コミュニティにおける固有の経済

原理｣の重要性を鑑み､ ｢流通システムと都市システムが相互作用する現実的基

盤｣として｢都市的流通システム｣という独自の競争メカニズムの概念につい

て検討している｡

その一方で､市場競争に伴う社会的コストに配慮することには同意している

が､市場的調整と社会的調整を両立しうる相互補完的な関係として理解しよう

とする研究もある｡伝統的な流通論の課題として｢地域の論理｣が欠如してい

ることを指摘した石原(1994)を晴夫として､市場的調整と相互補完的な調整

様式を模索する研究も展開されている｡これらの研究では､市場における外部

不経済や完全情報の仮定の問題14)､都市の非可逆性などについて議論が蓄積さ

れていきている｡

地域商業の空間的競争について検討した加藤(2009)は､自由主義的な考え

12) 鈴 木(1990) pp.224-2260

13) 原 田(1994) p.60

14) こ れ ら の 問 題 に つ い て は､ た と え ば 石 原(2006,2007)､ 渡 辺(2014) な ど を 参 照 さ

れたい｡
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方をとる経済学者の市場観そのものがアメリカ的な文化的価値の表出であると

いう佐伯(2002)の主張に基づいて､ ｢市場経済は決して経済が独立して存在

するわけではなく､それが円滑に機能するには社会的規範､ルール､秩序､さ

らには社会的価値や文化などがきわめて重要な役割を果たしている｣とすれば､

｢それぞれの国にはそれぞれの価値観や文化を反映する資本主義が発展するこ

とになる｣ことから､ ｢他方で､市場競争主義者の想定する経済学が米国の社会

や価値観の上に成り立っているとすれば､それ以外の文化や価値観をもつ国で

は必ずしもうまく機能しないという問題が示唆されている｣と指摘した｡

こうした考え方を念頭に置きながら､市場競争や市場原理を通じての資源配

)　分は不可避的に不均衡や問題を生み出すだけではなく､市場競争を通じての間

題解決や利害調整がもはや｢虚構｣に過ぎないと指摘した｡そのうえで､消費

文化論を取り入れながら､市場経済と｢文化･社会的価値｣の相互作用によっ

て市場競争を代替または補完する｢地域原理｣という試論的な概念を提起して

い る15)0

また､都市と商業に関する議論に基づいて地域商業を論じる渡辺(2010,2014)

は､後述するソーシャル･キャピタル論に依拠して､市場的調整と政策的調整

の複合的な失敗を補完しながら地域商業の魅力を再構築するためには､第3の

調整機構として｢地域の関係者の協調と合意｣による｢社会的調整｣が重要に

な る と 主 張 し て い る｡ そ の 際､ Ostrom (1990) の 新 制 度 主 義 的 な 立 場 に よ り

な が ら 提 示 す る 共 有 資 源( コ モ ン ズ) の 管 理 問 題 や､ Lin (2001) に よ る 取 引

合理性を追求する｢経済的交換｣と関係的合理性を追求する｢社会的交換｣の

対比などについて検討しながら主張を展開している16)｡

2. 3 　 地 域 商 業 と コ ミ ュ ニ テ ィ･ ガ バ ナ ン ス

上記のように､地域商業の調整様式を市場的調整と相互補完的な関係として

位置づけようとする研究は､学際的な観点から議論が蓄積されているものの､

各論者も言及しているように､限られた先行研究や事例に基づいて整理した試

15) 加 藤(2009) pp.259･265｡

16) 渡 辺(2014) pp.35-40､ 渡 辺(2014) pp.167･169｡
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論的な段階にある｡一方で､こうした考え方は従来から政治経済学やソーシャ

ル･ キ ャ ピ タ ル 論 な ど の 領 域 で 議 論 が 展 開 さ れ て い る(Bowles 1998; Bowles

andGintis 1998b,2002 な ど)0 BowlesandGintis (1998b,2002) に よ れ ば､

市場によるガバナンスには｢市場の失敗｣が､政府によるガバナンスには｢政

府の失敗｣が原則として付随するという欠陥があることから､ソーシャル･キ

ャ ピ タ ル を 基 盤 と す る コ ミ ュ ニ テ ィ･ ガ バ ナ ン ス(community governance)

によって､両者を補完することが有効であるというのである｡

こうした補完的な考え方が要請される背景として､次のようなことが挙げら

れ て い る(Bowles and Gintis 1998b, 2002; Kooiman 2003 な ど)｡ す な わ ち､

)　昨今の規制緩和や地方分権の推進などに伴い､より｢市場の失敗｣や｢政府の

失敗｣が顕在化するようになった結果､市場や政府がすべてをコントロールす

るのではなく､これまで独占されてきたガバナンスの一部を､NPOや自治会な

どの市民･地域住民レベルにおける多様な組織に移譲しようとする状況が生じ

て い る と い う｡ コ ミ ュ ニ テ ィ･ ガ バ ナ ン ス 論 者 の ひ と り で あ るKooiman(2003)

は､市場と政府による伝統的なガバナンスに限界があることがますます認識さ

れつつあると指摘したうえで､現代の多様で複雑な社会活動においては､ひと

つの統治機構が正当で効果的なガバナンスを実現することは困難であると主張

している｡

以上で指摘されているような一般的な傾向を地域商業の問題に当てはめて考

えると､消費者の購買先の変化や小売企業の合理的な経営判断､あるいはまち

づく　り3法の制定や土地利用規制緩和などが複合的に関連して顕在化した｢買

い物弱者｣問題や､この間題の対応策に多様な主体が乗り出している現状にそ

の一端を確認することができるだろう｡

なお､コミュニティおよびコミュニティ･ガバナンスは非常に多義的な概念

で あ る｡ コ ミ ュ ニ テ ィ に つ い て は､ た と え ば､ Putnam (2001) は ア メ リ カ と

いう国家社会をひとつの共同体として捉えて議論している｡その意味では､国

際社会､国家､民族の集団などで結びついている人々の集まりが対象であると

いえる｡しかし､我が国では､たとえば自治会や町内会､集落､あるいは職能

組織などを念頭に置きながら､密接な相互作用で結びついている集団として認

識 さ れ る こ と が 多 い(Denters2005;Warren2008; 中 田2015 な ど) ｡ そ こ で
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本論文においても､後者のように相対的に狭いレベルでコミュニティを捉えて

議論を進めていく｡

な お､ 後 者 の レ ベ ル に お け る コ ミ ュ ニ テ ィ は､ 宮 川(2004) に よ れ ば 次 の よ

うな特徴を有している｡すなわち､コミュニティにおいて相互的に関わり合い

を持つ人々は､将来も関わり続ける可能性が高い｡そのため､将来における仕

返しを避けるため､経済合理的ではなく､集団的に合理的な方法で行動しよう

とするインセンティブが強まる傾向がある｡したがって､コミュニティは､市

場や政府と比較して､信頼や協力または報復など､協働の活動を調整するため

に用いられるインデンテイブを､より効果的に育みながら利用できるという｡

以 上 の よ う な 成 果 を 生 む 要 因 と し て､ 従 来 か らBowles and Gintis (2002)

では､次のようなコミュニティの特性が概念化されている｡すなわち､たとえ

その行為が利己心から正当化されない場合でも､他人と協力したり､または非

協 力 者 を 罰 し た り し よ う と す る 性 向 が 強 い こ と を｢ 強 い 互 酬 性｣ (strong

reciprocity) と 呼 び､ コ ミ ュ ニ テ ィ に は｢ 強 い 互 酬 性｣ が 備 わ っ て い る と 主 張

し た｡ さ ら に｢ 強 い 互 酬 性｣ が 備 わ る 要 因 と し て､ コ ミ ュ ニ テ ィ の メ ン バ ー 間

での頻繁な相互作用は､他のメンバーの特性や行動についての情報のコストを

低め､便益を高めること､コミュニティはメンバーが他のメンバーの反社会的

行為を直接処罰することにより､フリーライドを克服できることなどa).特性が

あるためとしている｡

他 方､ コ ミ ュ ニ テ ィ･ ガ バ ナ ン ス に つ い て で あ る が､ 中 田(2015) に よ れ ば､

コミュニティ･ガバナンスは大きく分けると2つの代表的な考え方があるとい

う｡第1の考え方は､コミュニティの構成員による意思決定という形態である｡

すなわち､組織や他の専門家などは含まれないものであるo　たとえばTotikidis

(2004) は､ コ ミ ュ ニ テ ィ に よ り 行 わ れ る マ ネ ジ メ ン ト と 意 思 決 定 を コ ミ ュ ニ

ティ･ガバナンスとして定義している｡

第2の考え方は､コミュニティの構成員だけではなく多様な担い手を想定し､

そ の な か で コ ラ ボ レ ー シ ョ ン(collaboration) が 行 わ れ る よ う な 形 態 の も と で､

共 同 で 取 り 組 む と い う も の で あ る｡ Mckieran.etc (2000) は､ コ ミ ュ ニ テ ィ が

直面している複雑な問題は単独の個人やひとつの部門だけでは解決できないた

め､コミュニティだけではなく､選挙で選出された役員や企業サービスなどを

18



含めたコラボレーションが必要であると述べている.より一般的に述べている

Kooiman (2000) で は､ ア ク タ ー 同 士 が 互 い に 協 力 し､ 調 整 し､ 協 働 す る 水 平

的な関係性のモデルであると位置づけている｡そして､このような定義づけを

してはじめて､コユニティ･ガバナンスについて明快にとらえることができる

と 主 張 し て い る(Kooiman2000, p.142)0

以上の先行研究を含めてコミュニティ･ガバナンスの理論的系譜を整理した

stoker (2004) は､ コ ミ ュ ニ テ ィ･ ガ バ ナ ン ス を 次 の よ う に 説 明 し て い る｡ す

なわち､ソーシャル･キャピタルが豊富に蓄積された社会では､人々の自発的

な協調行動が起こりやすく､個人間の取引に係る不確実性やリスクが低くなる

) 　 ば か り で な く､ 住 民 に よ る 行 政 政 策- の 監 視､ 関 与､ 参 加 が 起 こ る｡ ま た､ 行

政による市場機能の整備､社会サービス提供の信頼性が高まることにより､発

展 の 基 盤 が で き る と い う｡ さ ら に 宮 川(2004) は､ コ ミ ュ ニ テ ィ･ ガ バ ナ ン ス

における個人の行動動機は､市場が前提とする経済人(homoeconomics)の利

己主義によっても､国家が前提とする無条件の利他主義によっても捉えられな

いものであり､良好な制度設計のためには､コミュニティ･市場･国家は代替

的ではなく補完的に扱われる必要があると主張した｡コミュニティは､単独で

行動する個人によっても､あるいは市場や政府によっても対処できないような

問題に取り組むことができるため､望ましいガバナンスの一環となり　うるとい

う｡以上で検討してきた2つの分類に基づくならば､本論文は後者の考え方に

該当することになる｡

このように､地域商業の問題､すなわち｢市場の失敗｣や｢政府の失敗｣を

前提とする地域商業における｢買い物弱者｣問題などに対応するためには､上

記で検討してきた分析視角が重要であるこということができるだろう｡すなわ

ち､地域商業における複雑でダイナミックな問題について､市場的調整や政策

的調整という調整機構だけでは｢望ましい｣ガバナンスを実現することは困難

であることから､コミュニティ･ガバナンスなどに基づく補完的な調整様式が

求められるという観点である｡

上記の議論および地域商業研究に学際的な視点を導入した先駆的な研究であ

る 加 藤(2009) や 渡 辺(2010,2014) を 踏 ま え て､ 従 来 の 市 場 的 調 整 と 政 策 的

調整を補完しうる地域商業の調整様式に関する研究を深めていくためには､上
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記のような理論的な検討の一方で､具体的な組織や事業活動を踏まえながら議

論する必要があると思われる｡本論文の目的に照らし合わせて言えば､地域商

業が経済的要素と社会的要素を｢両立｣させるためには､どのような特徴をも

つ事業活動や多様な外部主体との連携関係が有効となり得るかについて検討を

進めていくことが求められるといえるだろう｡
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第3章　商業まちづくりにおける地域内連携の多様性

3. 1 　 問 題 意 識

地域商業研究における問題意識のひとつに､｢地域コミュニティの担い手｣と

しての役割を商店街に期待する考え方がある｡すなわち､商店街の主な利用者

は地域住民であり､商店街の主な構成員である中小小売商は同じ地域で比較的

長い間営業を続けている場合が多い｡そのため､彼らと利用者との間には､商

業者と消費者としての関係だけではなく､定期的に個別的な対話を重ねること

)　で親密な人間関係が生まれる場合がある17'｡また､イベントや祭事などを実施

することで地域住民に交流の場や機会を提供するという点においても､商店街

は｢地域コミュニティの担い手｣として位置づけられている18)0

しかし､現実が物語るように､地域のなかで上記のように機能している商店

街は決して多いとはいえない｡また､こうした機能を果たし得るとすれば､そ

のあり方は､地域特性や社会状況､商店街自身や各地域社会が抱える課題に応

じて変化していくように思われる19)｡したがって､ ｢地域コミュニティの担い

手｣として地域に貢献していたとしても､その担い方は多様である点について

異論はないであろう｡

その方法のひとつとして､第1章で述べたように､商店街が民間事業者や

NPOなどの多様な主体と連携して事業活動をすることが増えている｡詳しくは

第4章で整理することになるが､地域商店街活性化法の認定を受けた商店街の

事業計画のなかでも確認できる｡これらの商店街は､どのような目的で､どの

ような連携の仕方で外部主体と事業活動を実施しているのか､構築した連携関

係を支える要因としてどのようなことが考えられるのだろうか｡また､経済的

17)こうした関係は､顧客のコンテキストを知ることでニーズを把握できるため､中小小

売商の大規模小売業者に対する優位性として機能するという指摘がある｡詳しくは石井
(1989) を 参 照 さ れ た い｡

18)横山(2006)では､この他にも小売業が地域に貢献する可能性として､ ｢小売商が店舗

周辺地域の生活者として行うコミュニティ活動が小売商を含めた地域の構成者の関係を
維持･構築するという点｣を挙げている｡本稿では職住近接に関する議論は射程外のた
め､この点については考慮していない｡
19) 山 口(2014) は､ こ の 変 化 を 注 視 す る 重 要 性 を 次 の よ う に 指 摘 し て い る｡ ｢ 商 業 者 と 地

域コミュニティの相互関係がどのように変化したのかを確認する作業は､ (まちづく　り;

筆者注)政策の有効性や問題点を検討するうえで重要である｣ (p.4)｡
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要素と社会的要素を｢両立｣させるためには､どのような特徴をもつ事業活動

や連携の仕方が有効となり得るのだろうか｡

以上のような問題意識を受けて､本章は次のように議論を展開する｡まず､

商店街組織に関する先行研究で指摘されている､商店街組織が事業を実施する

際に直面する課題を中心に確認する｡さらに商店街と地域住民や外部主体との

連携に関する先行研究のレビューを通じて､連携の意義や期待されている効果

に関する考察について検討する｡

これらを踏まえて､ソーシャル･キャピタル論のアプローチから､地域内連

携の特徴について考察したうえで､本論文の研究課題を提示する｡ 後に､地

)　域内連携の特徴を整理して､分析枠組みとして類型化する｡具体的には｢接合

の仕方｣と｢連携相手との関係｣の2軸を用いた4つの類型を導出する｡

3. 2　商店街組織と構成員としての中小小売商

1980年代後半から1990年代初頭にかけて､わが国の小売商業が直面してい

た問題は､前述のように大店法の規制緩和を進めなければならないなかで､い

かに商店街が振興を図るかということであった｡政府の中小小売業関連予算も

増額され､支援対象として商店街振興組合が着目されていた｡こうして､商店

街組織-の支援が果たして実効性をもちうるのかという問題が提起されるよう

になる｡

商店街組織に関する先行研究は､一般的な組織化の意義や効果に関する研究

をはじめとして数多く蓄積されているが､ここでは商店街組織の特性や運営方

法 に 焦 点 を 当 て た 代 表 的 な 論 考 で あ る 石 原(1985, 1991)､ 畢(2006) に つ い

て概略的に整理したい｡

石原(1985)は､中小小売商の組織化や(経済的)集団対応を｢大規模小売

商と同じ土俵に立つ｣ための行動としたうえで､次の2軸を用いて組織形態を

類型化した｡すなわち､商店街全体が品揃えを充実させるために業種を補い合

う｢補完型｣か､同じ業種の店舗が集積する｢累積型｣かという軸と､地縁的

な要因で事実上与えられたメンバーを前提として形成される｢所縁型｣か､何

らかの具体的な共通目的のもとに形成される｢仲間型｣かという軸によって､
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組織を4つの形態に分類した｡この分類に基づくならば､商店街は補完型･所

縁型の組織形態に該当する｡この特徴から､商店街組織を構成する中小小売商

の経営資源や経営意欲にはバラつきがあるため､商店街として組織活動の目的

を共有することは難しいという｡

上記を踏まえて､商店街組織一般の運営方法に焦点を当てた石原(1991)は､

眼前の問題を商店街が組織的に対応すべき課題として共有できない要因につい

て､組織内の意思決定プロセスに着目して検討した｡ここでは､商店街組織の

意思決定プロセスを､商店街としてどのような方向で何を行うかについて明確

な方向を提示し(戦略の選択)､この選択を商店街全体の選択(合意形成)とし

たうえで､実際に実行するという　3つの段階に整理した｡これらの段階はそれ

ぞれが相互依存的に関連し合うため､従来の｢同時型合意形成｣に加えて､事

業の基本的な方向だけを先に合意し､細部については事業を進めながら合意を

具体化していく｢逐次型合意形成｣を採用する重要性が提起された｡

なお､垂(2006)は同じ組織形態である商店街組織間で活動状況がなぜ異な

るのかに着目し､その要因を明らかにしようとした｡具体的には､千葉市の中

心部に位置する2つの隣接する商店街振興組合を対象にして､環境条件や形成

初期の状況が類似していながら､組織的な特徴や活動状況および経営状況が異

なるのはなぜなのかを検討するために､事例分析を行った｡分析の結果､構成

員間の相互作用に基づくインフォーマルな調整メカニズムが構成員の意思決定

)　の調整に重要な役割を果たすと結論づけたo

次に､商店街組織を構成する中小小売商に着目して､組織として行動する際

の 問 題 点 を 提 示 し た 研 究 で あ る 石 原･ 石 井(1992)､ 石 原(1995)､ 横 山(2006)

について検討したい｡

石原･石井(1992)では､中小小売商の事業-の参画を阻害する要因として

｢日常業務の周期性の制約｣に着目した｡すなわち､中小小売商は少人数で店

舗を経営している場合､自店の日常的な業務に時間の大半を費やす可能性が高

い｡そのため､商店街活動に参画する余裕が無くなり､活動-の関心を持ちに

くい環境になる｡その結果､商店街活動を通じてある成果が生まれたと仮定す

る場合､彼ら自身は日常業務に専心する一方で､時間的･費用的犠牲を払って

商店街活動に取り組む他の中小小売商の活動に依存し､成果だけを享受すると
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いう構図が生じる｡このように中小小売商同士が｢互恵的な関係｣にない商店

街組織は､集団としての組織性や協同性をつくることが困難になると説明した｡

他 方､ 石 原(1995) で は｢ 結 合 生 産｣ と｢ 結 合 利 潤｣ と い う 概 念 を 援 用 し､

商店街組織における協同の困難性について次のような議論を展開した｡すなわ

ち､一般的に個人が協同する理由は､ 1人で行動するよりも他人と協同する方

がより多くの成果を獲得できるためである(結合生産)｡また､極大化を目指し

て得られた成果(結合利潤)は､組織の分配機構を通じて参加者に還元される｡

しかし､商店街組織の場合､構成員である中小小売商の業種や顧客層が異なる

ため､組織目的や役割構造の具体化は難しい｡その結果､結合利潤も具体的に

)　定義することが困難となり､中小小売商の間には協同する関係性が生まれにく

くなるというのである｡

ま た､ 石 原･ 石 井(1992) の｢ 互 恵 的 な 関 係｣ に 関 連 し て､ 横 山(2006) は

中小小売商の組織的活動に対する意識がどのような要因で規定されるかについ

て明らかにするために､定量的な研究を行った｡分析の結果､商業集積におけ

る個別店同士の相互依存関係の認識が､組織的活動-の意識に影響を与える可

能性があるという結論を導いた｡

以上をまとめると､商店街組織においては､構成員の業種や経営資源などの

違いから組織全体での目的の共有が難しいこと､時間的制約や商店街活動-の

参加意欲の差が互恵的関係の構築を困難にすること､これらの要因から協調(令

冒)　意形成)が難しいこと､といった点が指摘されていると整理できるo
これらの先行研究が､商店街組織や構成員としての中小小売商の特性を明示

したうえで､それらの特性が商店街組織としての活動に及ぼす影響について理

解を深めたことは大きな貢献であるように思われる｡また､商店街組織の段階

的な変化が構成員である中小小売商の集積に影響する可能性や､商店街組織が

段階的な変化を経てまちづくりを意識した組織構成に変化していく可能性を提

示した点も特筆すべきである｡

しかし一方で､上述してきた商店街組織に関する研究は､内部組織のマネジ

メントに限定された研究群として位置づけられ､本稿の対象としている｢地域

内連携｣という視点での活動自体について明示的に議論している研究の蓄積は

決して多いとはいえない｡というのは当然で､上記の先行研究では､基本的に
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は活動主体として単一の商店街組織が想定されているからである｡

そこで､次節では地域内連携に関する先行研究を概略的に整理したうえで､

連携の意義や重要な要素､こうした主張を補強する理論的枠組みについて検討

する｡

3. 3　地域商業のネットワーク構造

3. 3. 1 　 地 域 内 連 携 に 関 す る 研 究

本節では､まず､より動態的な視点から商店街組織の段階的変化に着目し､

次のような商店街組織の分析モデルを提示した石井(1991)と渡辺(2003)に

ついて検討していく｡

石井(1991)は､商店街組織の構成小売商と集積の変容を制約する要因を仮

説的に検討した｡この要因は次のような4つの段階からなる商店街ライフサイ

クルの段階によって異なっていると主張した｡すなわち､商業集積のメリット

が自然発生的に発揮される第1段階､小売商の集団組織性が形成･維持される

第2段階､まち全体を管理することが課題となる第3段階､まちのインフラを

整備し外部ネットワークを張りめぐらせていく第4段階である0

渡 辺(2003) は､ 石 井(1991) に 依 拠 し な が ら､ ま ち づ く 　 り に 向 け た 商 店 街

組織の段階的変化の様相について考慮した新しい枠組みを提示した｡すなわち､

)　競争環境の変化が商店街組織のあり方に影響を及ぼし､それが商店街の構成員

の意識変化を媒介して､商店街の行動原理や組織の役割の変化を促し､さらに

それが商店街組織のあり方に変化をもたらすというものである｡また渡辺

(2003)は､商店街組織がまちづく　りを 重要課題とする場合､規模や面的な

広がりを考慮した組織間の連携や吸収･合併の必要性について明示的に言及し

たという点においても､新たな視点を提供していると指摘できるように思われ

る｡

さらに､近年､商業集積のマネジメントという視点から､地域内連携に取り

組む商店街の事例が各地で見受けられる(小宮　2009など)｡先行研究では､商

店街組織を構成する中/]りJ､売商は､大型店やショッピングセンターの郊外出店

といった外部要因､消費者ニーズとのミスマッチや中小小売商の後継者不足な
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どの内部要因によって衰退傾向にあるため､彼らだけで商店街活動を担うこと

は 困 難 で あ る と い う 認 識 が あ る( 石 井1996; 加 藤 　2008; 横 山 　2008)｡ こ こ

に地域内連携による取り組みが志向される理由を見出せるが､もうひとつの理

由として､以下で整理する先行研究に共通している認識は､一部の商店街で地

域社会の変化に積極的に対応しようとしているところがあるという点である｡

以 下 で は､ 代 表 的 な 研 究 と し て 福 田(2005,2008,2009)､ 渦 原(2004)､ 横 山

(2013)､ 渡 辺(2014) に つ い て 検 討 す る｡

福田の一連の論考については､まず､貫徹する認識を提示している福田(2005)

の｢地域資源循環型商店街モデル｣を確認する｡これは東京都労働経済局が2001

)　年3月に発表した『21世紀商店街づくり振興プラン』から着想を得ている｡こ

の報告では商店街を形成するためのキーワードとして､ ①地域･コミュニティ

のサポーター､②地域マネジメント手法の導入､③ネットワーク社会形成の場､

④文化の伝承･創造の苗床､ ⑤起街家誕生の場の5つが提示されている｡この

視点を活かして提唱されたのが｢地域資源循環型商店街モデル｣である｡すな

わち､少子高齢化や女性の社会進出といった社会状況の変化を背景に､商店街

の社会的機能に対する期待が大きくなっている状況にあるとした｡そのうえで､

商店街は多様なパートナーシップによる地域社会での協働に向けた取り組みを

強化し､自らが持続可能なコミュニティを形成する場として､また地域を支え

るプラットホームとしての役割を担うことが重要であると主張した｡

)　ここで想定される商店街は､次の3つ性格を備えている点に特徴があり､多

様なパートナーシップによる協働関係の構築の必要性が強調されている｡すな

わち､第1に､商業者だけでまちづく　りに取り組むのではなく､市民･企業･

行政･大学･NPO､学生などがそれぞれの役割を担う｢協働参加事業推進の場

としての商店街｣､第　2　に､地域に蓄積された資源を活用することで外部性を

発揮し､地域産業の戦略的拠点として機能する｢都市経営の戦略拠点としての

商店街｣､第　3　に､地域社会の問題解決を自ら事業化していく｢自己実現の場

としての商店街｣である｡

さ ら に､ 発 展 的 な 考 察 と し て､ 福 田(2008) で は､ ま ち づ く 　 り に 関 係 す る 各

組織と商店街とを繋ぐ｢中間支援組織｣､福田(2009)では商店街と他の連携

主体との｢パートナーシップ｣の重要性について､筆者自身が関わってきた横
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浜市の｢地域経済元気づくり事業20)｣などの事例を通じて検討している｡

渦原(2004)は､外部主体との連携という視点を中心に､商店街再生の方向

について検討している｡やや議論に幅があるものの､商店街の地域社会におけ

る役割の重要性を考慮したうえで､有力な手段としてコミュニティ･ビジネス

を提示している｡具体的には､商店街の空き店舗等を　NPOに活動拠点として

活用してもらう取り組みを挙げた｡

横 山(2013) は､ ま ず 石 原(2000) の 商 業 集 積 に お け る｢ 依 存 と 競 争｣ に 関

する先行研究のレビューによって､｢依存と競争｣が生じる条件やそれに必要な

構造的要因について整理した｡そのうえで､先行研究と同様の理論的関心を持

)　ちながらも､商業集積における現実の地域商業を説明するためには｢地域の生

活者(≠特定の消費者)｣の視点を考慮するべきであるという問題提起を行った｡

具体的には､神戸市内の商店街を対象にした事例分析を通じて､別業種の事業

者も含めた補完関係を意図的にネットワーク化する､より一般化して言えば､

商店街周辺地域の商業者､商業者以外の事業者､顧客､地域団体の主体間関係

を構築することによって｢依存｣の範囲を拡大した場合､地域の生活者の利便

性をさらに向上させられる可能性があると結論づけた｡

十 十･~
図3. 1 　 地 域 商 業 の4 要 素

出 所: 渡 辺(2014) p.1770

渡辺(2014)は､地域商業集積の魅力を再構築するために重要な存在として､

NPOや地域商業の空間にビジネスを起業する場を求める人 ､々職人やア-ティ

20)事業概要や活動団体は横浜市のウェブサイトに掲載されている( 終閲覧日:2016年

7 月18 日)o ･URL･'http://www.city.yokohama.1g.jp/keizai/shogyo/syouten/genki.htm1
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ストといった新規参入者および外部主体を想定している｡その要因として､彼

らは商業者だけでは応えきれない地域コミュニティや近隣住民のニーズに対応

したり､地域商業のライフサイクルを考えるうえでも､担い手や顧客層の若返

りを可能にしたりする存在として位置づけられることを挙げた0

また､連携を円滑に機能させるための理論的基盤を､図3. 1のように地域

商業を相互に影響し合う4つの要素から捉え､いかにして｢社会的調整｣を作

用させるかに求めた21｡ 4つの要素とは､都市において地域商業が果たしてい

る社会的な｢機能｣､地域商業が実際に広がっている｢空間｣､地域商業の担い

手としての｢個店｣､担い手が連携･協力するために結成する振興組合や協同組

) 　 合 等 の｢ 組 織｣ で あ る｡

3. 3. 2 　 ネ ッ ト ワ ー ク の 類 型

他方で､地域商業の連携を分析する視点として､ネットワークの構造に着目

する研究が進んでいる｡その際に参考となる研究領域として､本項では､ソー

シャル･キャピタル論を援用して議論を展開していく｡ソーシャル･キャピタ

ルは､政治学や社会学をはじめとする多様な研究領域で用いられる多義的な概

念である｡ここでその定義について詳細に検討することはできないが､重要な

要素として｢人々がつくる社会的ネットワーク｣であり､ ｢ネットワークに属す

る人々の間の協力を推進し､共通の目的と相互の利益を実現するために貢献す

る も の｣ と い う 共 通 の 概 念 基 盤 を 有 し て い る(Coleman1990; Burt1992;

Putnam1993, 1995, 2000; Lin2001; 宮 川2004 な ど)0

ソーシャル･キャピタルに関する代表的な論点として､次のようなネットワ

ークの特徴による2つの類型が挙げられる｡すなわち､同質的なメンバーが集

まる場合､集団内の結びつきが強化されるとともに排他的な傾向が高まるため､

規 範 や 信 頼 が 生 ま れ や す く な る(Coleman 1990, 2001, 2005; Putnam2000)｡

この考え方はソーシャル･キャピタルの構造的な特徴として｢ネットワーク閉

鎖 性｣ (networkclosure) を 主 張 し たColeman(1990) の 議 論 に 基 づ い て い る｡

これに対して､異質的なメンバーで集団が構成されている場合､外部の個人

ないしは集団と結びつきやすい非排除的な傾向が高まるため､様々な価値や情

21) 渡 辺(2014) pp.176･178｡
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報 を 共 有 す る こ と が 容 易 に な る(Granovetter 1985;Burt 1992)0 Granovetter

(1978) の｢ 『 弱 い 紐 帯 』 (weak tie) の 強 さ｣ を 再 検 討 し たBurt (1992) に

よ れ ば､ こ う し た ネ ッ ト ワ ー ク に は､ そ の 裂 け 目 と な る｢ 構 造 的 隙 間｣

(structuralholes) が 重 要 な 要 素 と し て 含 ま れ て い る と い う｡

以上のような代表的な研究を含めてソーシャル･キャピタルの理論的系譜を

整理したPutnam (2000)は､前者のような同質的な人々が集まる閉鎖的なネ

ットワーク構造を｢内向きで排他的なアイデンティティ｣をもつ｢結束型｣

(bonding)､後者のような異質的な人々が繋がる開放的なネットワーク構造を､

結束型に対比させて｢外向きで多様な人々を包含する非排除的なアイデンティ

テ ィ｣ を も つ｢ 接 合 型｣ (bridging) と し て 分 類 し た｡

この考え方に基づいて､地域商業におけるネットワークの特性について論じ

た渡辺(2014)は､地域商業における個店間のネットワークは接合型の場合が

多いのに対して､商店街組織内の関係は結束型ネットワークの場合が少なくな

いと推察する｡そのため､外部の組織や個人が魅力を感じる連携の対象は､接

合型ネットワークを形成する個店に限定されてしまう傾向にあるという｡その

結果､たとえばNPOやアーティストなど外部の組織や個人との連携よる効果

は､ 地 域 商 業 を 構 成 す る4 つ の 要 素( 機 能､ 空 間､ 個 店､ 組 織) の う ち､ 個 店

以外には現れにくい状況にあるとしている｡したがって､連携による効果を商

業集積全体に波及させていくためには､組織レベルでも異質的集団との関係を

積極的に受け入れる体制を構築し､各要素の相互関係を社会的調整のもとで円

滑に機能させることが必要であると整理している｡

また､商店街組織レベルで異質的集団との関係を受け入れる環境は､地域課

題の解決という視点から見ても重要であると考えられる｡地域や商店街組織が

置かれている環境条件や課題はそれぞれであるため､商店街組織が外部主体と

連携して地域課題に応じた事業活動をする場合､連携する外部の組織や個人も

異なると予想されるからである22)｡

22)なお､前項の議論を踏まえると､同質的集団による排他的な性質をもつ｢結束型｣の

連携もあると考えられる｡たとえば､商店街と町内会による清掃活動や盆踊りなどが挙
げられるだろう｡しかし､詳しくは後述するように､本稿は地域商店街活性化法の認定
を受けた商店街を分析の対象としているが､結果的にいずれの事例も｢結束型｣に該当

する連携は見られなかった｡
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なお､以上の先行研究の多くが静態的な視点から議論を展開している一方で､

現場では試行錯誤を重ねながら継続的に事業活動が行われているため､商店街

と外部主体との連携関係の状態は変化していく場合も十分に考えられることに

は留意が必要である｡

3. 4　研究課題と分析枠組み

では､実際に外部主体と連携している商店街が､経済的要素と社会的要素を

｢両立｣させるためには､どのような特徴をもつ事業活動や連携の仕方が有効

)　となり得るのだろうか｡こうした問題を検討するためには､地域内連携の成果

について考察しうる評価基準を設定する必要があるだろう｡そこで本論文では､

上記の研究課題に対応する次のような指標を設定する｡

①　経済性:事業活動によって､目標に対してどの程度効果を達成したか

②　社会性:事業計画の■なかで設定した地域課題にどの程度対応できたか

③　継続性:事業実施期間終了後も事業として継続しているか

すなわち｢経済性｣は､事業計画のなかで設定した売上や歩行者通行量など

の定量的な数値目標に対する成果を､ヒアリング調査によって確認する方法を

取る｡ただし､数値目標に関する問題点として､目標の画一化､経済的･定量

的効果の限定､設定水準の妥当性や合理性に関する客観的な判断基準の欠如な

どが指摘されるており､数値目標の内容や達成率の水準などの課題も少なくな

いことには留意が必要である23)0

次に｢社会性｣については､数値目標による定量的な評価を定めていない場

合がほとんどであり､またそうした評価基準で判断できる指標とも考えにくい｡

そのため､定性的でやや一般性に欠ける評価ではあるが､地域課題に対してど

の程度対応できているかについて､ヒアリング調査に基づいた回答の範囲で確

認できるところについて判断することにする｡ 後の｢継続性｣は上記で述べ

た通りである｡

23) 詳 し く は 渡 辺(2014) pp.2091213 を 参 照 さ れ た い0
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こうした成果指標を念頭に置いて分析していくために､具体的にどのような

連携の仕方で事業活動を実施しているのかという実態について整理する｡前述

した動態的な視点から考えていく際に､次の2つの要素が重要であると考えて

いる｡

第1の要素は連携の方法である｡商店街がある事業活動をするというとき､

ひとつは基本的に商店街組織として連携す.ることが考えられる｡この場合､改

めて言うまでもないが､商店街は事業活動に関わる意思決定プロセスや実行段

階に組織的に対応していくことになる｡

もうひとつは､商店街組織としてではなく､意欲的に連携を志向する特定の

)　有志のメンバーを中心に外部主体との関係を構築することがあるo商店街組織

が事業活動をするとき直面する課題として､前節で詳述したように､組織が活

動の単位として機能しない場合が多いことや､その要因のひとつである合意形

成に関わる問題が挙げられることも少なくない｡こうした懸念を回避する意味

でも､限られたメンバーで機動的に外部主体と活動したり､あるいは商店街組

織とは別に事業組織を立ち上げて連携したりすることもある｡こうしたことを

ソーシャル･キャピタルの議論に引き寄せて考えるとすれば､いわば商店街と

外部主体との｢接合の仕方｣の問題として捉えることができる0

しかし､このようなネットワークの構造的な問題だけが地域内連携の特徴を

規定するわけではない｡ここで第　2　の要素として､ ｢連携相手との関係｣の変

化を想定する必要がある｡すなわち､前述のように､現場では試行錯誤を重ね

)　ながら継続的に事業活動が行われているため､商店街と外部主体との連携関係

は常に変わる可能性を内包している｡たとえば､一旦事業計画を策定したとき

に組んだ連携相手との固定的な関係に基づいて事業活動を続けていく場合もあ

る一方で､刻々と変化する内部環境や直面する競争環境に応じて､当初は想定

していない連携相手との関係を柔軟に構築していく場合も少なくない｡

いずれにしても､当然のことながら､定期的に会合を設けることで事業活動

や今後のビジョンについて繰り返し議論するなど､継続的な関係性にあること

も重要な要素のひとつであることはいうまでもない｡

以上の議論から､連携の特徴を分類するために､ ｢接合の仕方｣と｢連携相手

と の 関 係｣ と い う2 軸 を 用 い る こ と で､ 表3. 1 の よ う な4 つ の 類 型 を 設 定 し
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た｡ここで､各類型について要約的に説明しながら､暫定的に名称をつけてい

くことにする｡

第1象限の類型には､商店街組織と外部の個人や組織などのそれぞれが独立

して連携している場合が該当する｡また､事業計画を策定したときに組んだ連

携相手との固定的な関係に基づきながら､計画に沿って事業活動を続けている

場合である｡この類型は､地域商店街活性化法の認定計画のなかで も多く､

もしかすると一般的にも も選択されやすい類型であるといえるかもしれない｡

このような特徴がある連携を｢フォーマルーリジット｣タイプと呼ぶことにす

る｡

表3. 1 　 地 域 内 連 携 の タ イ プ

連携相手との関係 

フ レ キ シ ブ ル ｨ5x686rĀĀ

A 方 H4ｸ7ﾘ6ﾘ8ﾂ フ ォ ー マ ノ}- フ レ キ シ ブ ル H4ｸ7ﾘ8ｲﾘ8ｨ5x686rĀĀĀĀĀĀ
タ イ プ  8 7 b Ā Ā Ā

按 ロ の 仕 8987H4ｸ7ﾘﾈ8ﾂ イ ン フ ォ ー マ ル- フ レ キ シ ブ ル 8987H4ｸ7ﾘ8ｲﾘ8ｨ5x686rĀĀĀĀĀĀĀ

タ イ プ  8 7 b Ā Ā Ā

第2象限は､第1象限と同様､商店街組織として外部主体と連携している一

方､計画の時には想定していない新たな外部主体とも弾力的に連携関係を構築

していく場合である｡この類型は､事業を実施する段階において､追加的に顕

在化してきた地域課題に組織的に対応しようとする結果として見られる可能性

がある｡このような特徴がある連携を｢フォーマルーフレキシブル｣タイプと

呼ぶことにする｡

この2つの類型については､商店街組織として連携するという共通する観点

から､第5章のなかで事例分析を進めていく｡

第3象限の類型は､連携を志向する特定のメンバーを中心に､外部の組織や

個人あるいは地域住民との関係を構築したり､彼らと構成する実行委員会など

のインフォーマルな組織を立ち上げたりする場合である｡このような特徴があ

る連携を｢インフォーマルーフレキシブル｣タイプと呼ぶことにする0
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後に､第4象限の類型は､計画当初､商店街の有志のメンバーを中心に商

店街組織とは別に事業組織を立ち上げて連携関係を維持しながら事業活動をし

ている場合である｡このような特徴がある連携を｢インフォーマルーリジット｣

タイプと呼ぶことにする｡

以上の2つの類型については､商店街組織とは異なる事業主体で活動しなが

ら連携しているケースとして､第6章で事例分析を展開する｡
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第4章　分析の方法と対象

4. 1　対象①:地域商業と外部主体との連携

本章は､第3章で設定した研究課題を分析するために､その方法と対象につ

いて提示することを目的としている｡第1章でも言及したように､本論文のよ

うな問題意識に基づいた研究は､これまで十分に蓄積されているとはいえない｡

したがって､研究方法として探索的なアプローチで検討するために事例研究を

採用する｡

う　　また本論文では､問題意識のひとつとして地域商業と外部主体との連携に着
目している｡第3章の議論を通じてその分析枠組みについて検討してきたわけ

であるが､本論文の分析対象のひとつは､地域商店街活性化法の認定を受けた

商店街とする｡その理由は､事前調査の段階で､商店街が認識している地域課

題､連携の有無や事業内容などの情報を網羅的に入手しやすいためである｡

すなわち､地域商店街活性化法の認定を受けるために申請者が管轄元の経済

産業局に提出する｢商店街活性化事業計画に嘩る認定申請書｣には､地域や商

店街の現状と課題､地域住民のニーズ､具体的な事業内容などについて記載す

る項目が設けられている｡申請者である商店街は､地域の課題をどのように認

識し､どのような事業で対応していくことで､売上や歩行者通行量などの数値

目標がどの程度改善されるかという内容を明記する必要がある｡これらの情報

)　の一部は､中小企業庁のウェブサイトに公開されているため､本論文での分析

対象のサンプリングに活用した｡

しかし､分析対象を選定するうえで､次のようなバイアスがあることを認め

ざるを得ない｡すなわち､認定申請書に記載する事業計画は､国の政策的な意

向に沿うような内容が求められているため､あくまで補助金を得ることを目的

に書かれた形式的な内容であることが想定される24)｡また､同法を活用してい

24)認定申請書には､事業計画が地域住民のニーズに応じたものであることを示すため､

アンケート調査結果を引用する必要がある｡しかし､アンケートの実施に携わった商店

街関係者の話を聞く限り､調査対象のサンプリングや質問票の設計においてバイアスが
生じている場合が少なくないため､調査結果の一般性は決して高いとはいえない｡また

本論文は､地域商店街活性化法の評価について論じるものではない｡この点は機会を改
めて検討したい｡
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ない商店街は含まれていないため､商店街全体としての母集団を代表している

わけではないことに留意が必要である｡

以上のような限界はあるものの､本節では､議論の前提として地域商店街活

性化法の概要と運用実態について考察したうえで､分析対象となる商店街を選

定する｡

4. 1. 1 　 地 域 商 店 街 活 性 化 法 の 運 用 実 態

地域商店街活性化法は､中小企業政策審議会商業部会が公表した｢『地域コミ

ュニティの担い手』としての商店街を目指して～様々な連携によるソフト機能

) 　 の 強 化 と 人 づ く り ～｣ を 受 け て､ 2009 年8 月 に 施 行 さ れ たo

地域商店街活性化法第1条において､商店街は｢中小小売商業及び中小サー

ビス業の振興並びに国民生活の向上｣に対して重要な役割を担ってきた存在と

されている｡また､第3条第1項に基づいて経済産業大臣が定める｢商店街活

性化事業の促進に関する基本方針｣ (以下､基本方針)では､商店街を｢地域

の中小小売商業や中小サービス業を振興するという経済的機能を有するだけで

はなく､地域住民の生活利便や消費者の買物の際の利便を向上させ､地域の人々

の交流を促進する社会的機能をも有する存在｣と評価しており､彼らが立地し

ている地域社会のなかで果たし得る機能についても言及されている｡

商店街を上記のように捉えたうえで､地域商店街活性化法は｢地域住民の需

要に応じた事業活動｣の促進などについて重点的に支援する枠組みが用意され

ている｡具体的には､商店街などの事業計画作成主体は､作成した｢商店街活

性化事業計画｣ (以下､事業計画)が当該地域を管轄している経済産業局から認

定されると､国から補助金の補助率拡大や税制措置などの支援を受けることが

できる｡

2016年3月時点で116件の事業計画が認定を受け､ 3-5年程度の事業実施

期間のなかで､各地で事業計画に基づいた多様な取り組みが展開されてきてい

る｡なお､現在､当該地域の経済産業局から事業計画の認定を受けると､以下

の支援を受けることが可能となる｡

地域商業自立促進事業の補助率を拡大(1/2- 大2/3補助)
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土地等譲渡所得の1500万円特別控除

都道府県､市町村による無利子融資(高度化融資)

小規模企業設備導入費用に対する無利子融資の融資限度額の拡大

中小企業信用保険法の特例による､信用保証の保証限度額の拡大

その一方で､商店街などの事業計画作成主体は､事業計画の内容について､

基本方針における｢商店街活性化事業に関する事項｣のなかで定められた以下

の3つの項目を満たすことが求められている｡

地域住民の需要に応じて行う事業であること:｢地域住民を対象にしたアン

ケート調査や市場調査､地域住民等からの要望書､地方公共団体や地域の

商工団体等による報告書等｣によって地域住民の商店街に対するニーズを

十分に踏まえることが求められている｡

商店街活性化の効果が見込まれること: ｢商店街活性化の効果が具体的な

指標により定量的に見込まれることが必要である｣とし､事業終了後､事

業を実施しない場合と比較した具体的な指標による商店街活性化の定量的

な効果を把握することが求められている｡

他の商店街にとって参考となり得る事業であること:公的資金などの資源

を投入することから､全国の他の商店街が活性化に取り組む際に参考とな

り得ることが求められて~いる｡

このように､事業計画の認定を受けるには｢地域住民の需要に応じて行う事

業｣であることが求められているため､事業計画作成主体はアンケート調査な

どで明らかにした地域住民のニーズを事業計画に反映させることが求められて

いる｡こうした仕組みが組み込まれたことは､先に述べたように､実際に有効

に機能しているかどうかについては検討の余地があるものの､過去の商店街振

興に関連する支援策の系譜からしても特徴的なことであり､各地域の実情に合

わせた多様な事業展開を支援することを目指す枠組みといえるだろう0

また､事業計画には｢商店街活性化の効果が見込まれること｣が求められて

おり､効果を検証するために以下のような仕組みが組み込まれている｡すなわ
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ち､あらかじめ事業計画作成主体が｢売上高｣や｢歩行者通行量｣などの数値

目標を設定し､事業実施期間中や終了後の実績を踏まえて､当初の目標をどの

程度達成できたかを検証することが規定されている｡2016年3月時点で､全体

の9割を超える104件の事業計画の実施期間が終了していることから､事業活

動の成果に関する検証が待たれるところである｡

基本方針における　3　点目の要件については後の議論で触れることになるが､

要するに､事業計画作成主体は､認定を受ける段階で基本方針などに基づいた

審査によって｢地域住民の需要に応じて行う事業｣であるかどうかのチェック

を受け､認定を受けた｢地域住民の需要に応じて行う事業｣がどの程度効果を

)　上げたのかを把握するために､事後的に数値目標の達成率を検証することが求

められているわけである｡

次に､地域商店街活性化法の運用実績を把握するため､事業計画の認定状況

について簡単に確認していこう｡前述の通り､これまで116件の商店街活性化

事業計画が認定を受けている｡認定件数の年度別推移をみると､同法が施行さ

れ た2009 年 度 か ら 　2015 年 度 に か け て､ そ れ ぞ れ33､ 37､ 10､ 25､ 4､ 5､ 2

となっており､ 2013年度から認定計画数が大幅に減少した｡

この要因のひとつとして､詳しくは次節で言及するが､他の商店街関連予算

が拡充されたことの影響が考えられる｡すなわち､2012年度補正予算において

事 業 費100% 補 助 の｢ 地 域 商 店 街 活 性 化 事 業｣ ( 上 限400 万 円) と 同2/3 補 助

の｢ 商 店 街 ま ち づ く り 事 業｣ ( 上 限1 億5000 万 円) が 新 た に 創 設 さ れ､ 商 店

街にとって国による支援事業の選択肢が広がったことが影響している可能性が

指摘できる｡

なお､事業計画の作成には､地域住民のニーズを把握するためのアンケート

調査などに関する専門知識や､商店街内部あるいは管轄の経済産業局や行政を

納得させるような中長期的な事業計画のプランニングなどが求められ､商店街

組織だけで遂行することは決して容易ではない｡全認定計画のうち　70件以上

が､株式会社全国商店街支援センターの認定支援制度を活用し､専門家派遣な

どによるサポートを受けている25)0

事業計画について見てみると､各事業計画の概要詳細が公表されている中小

25)詳細は株式会社全国商店街支援センターのウェブサイトを参照されたい｡
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企業庁のウェブサイトによれば､116件のなかで515の事業が計画されている｡

これらの事業を内容ごとに分類したのが図4. 1である26)｡ も多い項目は｢イ

ベ ン ト 事 業｣ で､ 2 番 目 に 多 い｢ コ ミ ュ ニ テ ィ 施 設 の 設 置･ 運 営｣ と 合 わ せ る

と､全事業のおよそ半分を占めている｡

出 所: 新 島(2015) p.520

施設　店舗数

図4. 1 　 事 業 内 容 と 数 値 目 標 の 分 類

また､事業計画作成主体がこうした事業を計画しているなかで､どのような

数値目標を設定しているのかについて整理したのが図4. 1である｡ 116件の

事業計画のなかで228の数値目標が設定されており､ も多い項目は｢歩行者

通行量｣で､次に多い｢売上高｣と合わせると全数値目標の80%近くを占めて

いることがわかる｡数値目標の設定の仕方を見ると､たとえば､｢歩行者通行量｣

や｢売上高｣について､基準年から毎年　2-3%ずっ増加させるというような場

合が多い｡

なお､数値目標の設定に関連する動きとして｢行政事業レビュー｣について

26)事業内容の分類については､中小企業庁｢活力補助金を活用した商店街活性化事例集｣

の 事 業 分 類 を も と に 修 正 し た も の を 用 い て い る｡ URL:http://www.chusho.meti.go.jp/S-

hogyo/shogyo/2013/130828jirei.pdf ( 終 閲 覧 日: 平 成28 年7 月 　24 日)
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触れておく必要がある｡行政事業レビューとは､各省庁がそれぞれの予算事業

の改善を目指し､外部有識者を含めた第三者委員会での意見などを踏まえ､前

年度の予算執行状況や事業成果について自己的な事後点検を行うものである｡

ここでの議論を経て､2012年度から新たに設けられた｢中小商業活力向上事業｣

から､商店街の活性化を直接検証できる指標として売上高が必須項目となった｡

この影響を受けて､設定された数値目標の構成を　2012年度の前後で比較する

と､売上高の構成比率は16%から46%に上昇している｡

4. 1. 2　他の商店街関連事業とその成果測定

)　　前節で地域商店街活性化法の運用実績について整理したが､そこでも一部触

れたように､他にも商店街支援として様々な事業がある｡地域商店街活性化法

が施行された21年度から27年度までの間に実施された事業について表4. 1

で整理した｡各事業の採択結果は中小企業庁や各経済産業局のウェブサイトで

公表されているが､地域商店街活性化法の認定を受けている商店街はほぼ全て､

いずれかの年度で何らかの事業を活用している｡

これらの事業に関して､経済産業省では､各事業の成果を検証するための成

果指標とその目標値を設定している｡たとえば､平成23年度から25年度まで

実施された｢中小商業活力向上事業｣について確認する｡ ｢平成25年度行政事

業レビューシート｣によると､成果指標として､事業が採択された全ての商店

街のうち｢来街者の増加及び売上の改善等がみられた商店街等の割合｣につい

て､ 目 標 値 と し て そ れ ぞ れ65% と80% と 設 定 さ れ て い た｡ 実 績 は74% と75%

で､省内に設置された行政事業レビュー推進チームは｢概ね目標を達成するこ

とができた｣と評価している｡また､とくに先進性の期待できる事例は｢モデ

ル性の高い案件｣として報告書にとりまとめられ､中小企業庁のウェブサイト

で公開されている｡

なお､平成　26年地域商業自立促進事業について見てみると､活動指標とし

て採択件数257件､成果指標と目標値については､事業が採択された全商店街

のうち｢歩行者通行量及び売上高の目標が達成された商店街の割合｣それぞれ

について65%と設定している｡
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補正 闔hⅹ5挨葵ｸ嶌馼ｼbﾈ.ﾘ*)̂(ｾ劔劔劔1次先行:137 4/20締切:841◆ 6/27締切:1156 8/15締切:349 劔劔G)売上高(又は空き店舗数)の改善割 合②歩行者通行量の改善割合(目標: 60%) ĀĀĀĀĀĀĀĀ

商店街まちづくり事業 劔劔劔鴿hﾗ3｣#RB/yΕ#劔劍t2闌8,ﾈ輾ﾘﾈ淤ｨHﾘxt̂ﾗ2ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

(まちづくり補助金) 劔劔劔澱y/yΕ"Y/yΕ都劔劍,ｨﾗ9|ｨ,ﾈ淤ｨHﾘr盈ｩUs｣cRĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

商 店 街 ま ち づ く り 事 業 劔 劔 劔 鴣｣3 劔 劔̂ ﾗ8,ｨﾗ9|ｨ,ﾉ[ﾘｼﾘﾋ 越b 磯hｼh{ĀĀĀĀĀĀĀĀ

( 中 心 市 街 地 活 性 化 事 業) 劔 劔 劔 鴣｣# 劔 劍ﾎ8D 丑B 忠mｩUs｣#RĀĀĀĀĀĀĀ

H 2 6    剪 劔  - ■ J → _ U ■ ゝ  劔 剪 劔 剪

: ■ . . i  劔  剪  J へ ; ≡  鐙 + S ｢   劔   

↓,:I 僣 駛ﾓｪHﾇG# 籔､ﾇDﾃｵﾂyh+2 謦 剪 ､Jz 冤l-,r'  冓i を;;;_    剪ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

中心市街地再興戦略事業 劔劔劔鴣｣劔劔̂ﾗ8,ｨﾗ9|ｨ,ﾉ[ﾘｼﾘﾋ越b磯hｼh{ﾎ8D丑B忠mｩUs｣#RĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

H27    劔 剪  
.,I:i :∫    剪   

I-～(, 劔  剪    

補 正 傅I5 挨 り-ﾈ+8986 劔 劔 劔43 劔 劔 歩 行 者 通 行 量 の 平 均 増 減 率( 初 年 度 比) ĀĀĀĀĀ

ン ド 促 進 支 援 事 業 劔 劔 劔 劔 劔 忠mｩUs｣#RĀĀĀ

注1:網掛けは地域商店街活性化法の常定を受けることで補助率が拡大する事業｡

注2:採択件数の( )内は､地域商店街活性化法の罷定を受けて活用された事業件数｡

出 所: 新 島(2015) pp.53･54. を 加 筆･ 修 正｡

こうした省内における成果検証の一方で､財務省主計局が適切な予算執行が

行われているかを検証することを目的に実施している｢予算執行調査｣ (2014

年 度) の な か で､ 2012､ 2013 年 度｢ 中 小 商 業 活 力 向 上 事 業｣ お よ び2014 年

度｢地域商業自立促進事業｣を対象として､採択案件の全数調査が行われてい

る｡

具体的には､ ｢商店街規模(商店街構成店舗数)当たりの補助金交付決定額｣

と｢当該事巣による通行量や売上高の増加目標｣との間の相関を調べている｡
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結論として､有意な相関が見られないことから､｢設定目標に対して補助金額が

ほぼ無関係に決定されているものと考えられ､目標設定行為が効果的･合理的

な補助金の活用に生かされているとは言い難い｣といった厳しい指摘がなされ

ている｡同調査では､その要因と検討課題を以下のように提示した｡すなわち､

前者については｢商店街が目標を設定するに当たっての具体的な基準が設けら

れておらず､目標設定が客観的な調査や分析に基づかない主観的なものに終わ

っている例も散見される｣という指摘がなされている｡

また今後の検討課題として､｢商店街の売上げや通行量の増加に結びつく事業

か､事業の規模や投入する補助金額が期待される成果に見合っているかといっ

)　た観点｣で精査する一方で､｢事業の成果をより総合的に評価することができる

適切な指標｣を導入することを挙げている｡また後者については､採択率(申

請数に対する採択件数)が他の同時期に執行されている中小企業関連補助金の

それと比較して高い水準にあることから､｢成果指標を用いた事業全体の効率化｣

を図ったうえで､事業採択を適正化することを課題として挙げている｡

要するに､上記の言及から数値目標の設定基準や事業計画の審査基準が形骸

化している点が問題視されていることがうかがえる｡

4. 1. 3 　 地 域 内 連 携 を 志 向 す る 商 店 街

(1)地域商店街活性化法の認定事例

上記では､地域商店街活性化法に関連する事業成果とその指標に対する指摘

事項を中心に確認してきた｡前述したように､地域商店街活性化法の認定を受

けた事業計画について検証する際にも同様の枠組みが設けられているわけであ

るが､本節では､まず､効果の検証方法を検討する際の留意事項として､以下

の点について確認したい｡

第1に､商店街が立地している市区町村の人口の違いである｡たとえば人口

が30万人近い市区町村と　2万人未満の市区町村に立地する商店街では､潜在

的に利用する可能性がある人々の数が異なる｡また､商店街の歩行者通行量が

1日平均数千､数万人の商店街と数百人の商店街では事業環境が異なることは

想像に難くない｡

そこで､研究対象地域の特性を類型化するため､事業計画作成主体である商
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店街が立地している市区町村を､人口､人口増減率､人口密度､昼夜間人口比

率 を 用 い た ク ラ ス タ ー 分 析(Ward 法) に よ っ て 析 出 し た( 表4. 1)｡ そ の 結

果､以下のような4つの類型を導出した｡

表4. 1　認定商店街が立地する市区町村別人口類型

市区町村 ﾂﾏｲiﾂﾂ人 口 増 減 率 % -ヽ′ ﾂﾏｲjrhﾂ爾ﾒ昼 夜 間 人 口 比 率 % ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

Ⅰ 倅Ig 倡:H+8*(+ﾘ-ﾈHVﾈIﾈﾞ 育:Ikﾈﾌ8 夊IXﾞ8IYｨ185 紕7,616 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

Ⅱ 俯ｩyhHｿｩ ц) 育:H-(Hｷｸﾌ8H 卻H 訷H6216 蔦B382 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

市､ 大 館 市､ 鹿 角 市､ 山 形 市､ 酒 田 市､ 日 立 市､ 秩 父 市､ 長 岡 市､ 

小 千 谷 市､ 糸 魚 川 市､ 呉 市､ 山 口 市､ 飯 塚 市､ 五 島 市､ 八 代 市､ 人 

古市､宇佐市 

Ⅲ ﾔﾈHﾕﾙ¥ｨIx 圷Ifｸ8IYHI-ｨH 檠,8 鉙B34 纈1,529 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

石 岡 市､ 宇 都 宮 市､ 草 加 市､ 船 橋 市､ 相 市､ 横 須 賀 市､ 平 塚 市､ 薪 

潟 市､ 甲 府 市､ 佐 久 市､ 氷 見 市､ 高 山 市､ 瀬 戸 市､ 豊 田 市､ 四 日 市 

市､ 大 津 市､ 長 浜 市､ 京 都 市､ 堺 市､ 鳥 取 市､ 松 江 市､ 岡 山 市､ 内 

子 町､ 高 知 市､ 北 九 州 市､ 諌 早 市､ 熊 本 市､ 鹿 児 島 市､ 鹿 屋 市､ 

石壇市 

Ⅳ I8ﾈｾjIVﾈｾjI)69$ｨｾjI 兔ｾjIfｸｾb52 釘16,092 rĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

出 所: 新 島(2015) p.550

類型Ⅰ :政令指定都市を中心とした居住人口が多い都市

類型Ⅱ :人口が減少している地方都市

類型Ⅲ:大･中規模の地方都市

類型Ⅳ:人口密度が高く昼間人口が多い東京23区

第2に､商店街タイプの違いである｡商店街の規模､構成している店舗の数
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や業種の違いなどによって､商店街利用者の属性や利用目的が異なる可能性が

高い｡そこで､中小企業庁の｢商店街実態調査｣で用いられている基準を参考

に､ ｢近隣･地域型｣と｢広域･超広域型｣と分類して､それぞれの特徴のポイ

ントを整理したい27)0

｢近隣･地域型｣は､ 寄品を中心に取り扱う店舗が比較的多く集積してい

るため､商圏は比較的狭い｡したがって､限定された商圏の特定の顧客に高頻

度で利用してもらうことが基本的な課題となる｡当然､イベントなどの事業活

動も､限定された顧客や地域に向けたものとなる可能性が高い｡いわば典型的

な｢地域コミュニティの担い手｣を志向することが目指されやすい｡このタイ

)　プの商店街は､住宅地域に立地している場合が多い0
-方｢広域･超広域型｣は､買い回り品を取り扱う店舗が比較的多く集積し

ている｡来街や購入する頻度が比較的低いため､より広域の商圏から不特定多

数の顧客を誘引することが重視されやすい｡百貨店や量販店などの大型店が立

地しているが想定されている｡規模が大きく店舗数も多いため､イベントも個々

の店舗の販売促進というよりも､商店街やまち全体のイメージを高めて来街者

を増やそうとする傾向がある｡このタイプの商店街は､当該地域の主要駅周辺

や歓楽･ビジネス街などに立地している場合が多い｡

これらの留意事項を確認するだけでも､前述した基本方針の3点目の要件｢他

の商店街にとって参考となり得る｣ことが求められている点を踏まえると､商

店街の内部･外部環境によって参考となり得る事業の規模や特徴が異なること

が予想される｡そこで､評価対象の商店街を類型化し､類型ごとに事業実績や

成果などを検討するため､表4. 1の類型と商店街タイプの2軸を用いて､2016

年3月時点で実施期間が終了している事業計画104件を表4. 2に整理した｡

なお本稿では､すべての分類について詳細に検討する時間や費用の余裕がな

い こ と や､ 以 下 の 理 由 か ら､ 上 記｢ Ⅱ｣ の2 つ の セ ル( 網 掛 け 部 分) に 対 象 を

限定したい｡その理由は､ ｢Ⅱ｣の分類に属する市区町村では人口規模が小さく

人口減少が進展し､他の分類の地域にある商店街と比較して厳しい事業環境に

ある場合が多いことが想定される｡今後､こうした状況は首都圏などの都心部

27) 以 下 の 商 店 街 タ イ プ ご と の 事 業 の 特 徴 に つ い て は､ 石 原･ 石 井(1992) pp.26･29 　 を

参照｡
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Ⅲ ﾔﾉ6Iﾙ,ｨ. 淫I5 挨Xｻｹxﾘrﾔﾈ 盛 岡 駅 前 商 店 街 振 興 組 合( 盛 岡 市) ĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

北 上 市 本 通 り 商 店 街 振 興 組 合( 北 上 市) ｨ5ﾘｸ6 淫I5 挨XｻｹxﾘrYHĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

中 町 中 和 会 商 店 街 振 興 組 合( 酒 田 市) H988(ｸ8ｸ 自MI*ﾈ ⅹ5 挨XｻｹxﾘrYHĀĀĀĀĀĀĀĀ

石 岡 市 御 幸 通 り 商 店 街 振 興 組 合( 石 岡 市) y*ﾈ 遥I5 挨XｻｹxﾘyﾂYHĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

習 志 野 台 商 店 街 振 興 組 合( 船 橋 市) 假68 遥I5 挨Xｻｹxﾘr 茨68ĀĀĀĀĀĀĀĀ

岩 村 田 本 町 商 店 街 振 興 組 合( 佐 久 市) ｨ. 淫I5 挨 Xｻｹ xﾘy ﾂ 8 鉙

中 込 商 店 会 協 同 組 合( 佐 久 市) i78ｷｸ4ｨ49,ｨ. 淫I5 挨Xｻｹxﾘri78ｷｸĀĀĀĀĀĀĀĀ

藤 枝 宿 上 伝 馬 商 店 街 振 興 組 合( 藤 枝 市) ﾘ*(.ﾘ*(8ﾘｸ6 淫I5 挨XｻｹxﾘrĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

氷 見 市 比 美 町 商 店 街 振 興 組 合( 氷 見 市) 仄i:xﾘyI 遥8ﾈﾏｹ(h 匣 ⅹ5 挨 延ﾘr 迂ĀĀĀĀĀĀ

高 山 安 川 商 店 街 振 興 組 合( 高 山 市) 傲9>ﾈ5ｸ8(ｸ8ｸ ⅹ5 挨Xｻｹxﾘr 閏ﾙ,ｸĀĀĀĀĀĀĀ

銀 座 通 り 商 店 街 振 興 組 合( 瀬 戸 市) 冓ﾉ85h6X4( ⅸﾔ 延ﾘx 檍 ⅹ5 挨Xｻｹxﾘrhｨ8ĀĀĀĀĀĀĀ

西 町 商 店 街 協 同 組 合( 豊 田 市) 倅ﾘ7(8ｸ ⅹ5 挨 絢i:xﾘrｸ 棹ĀĀĀĀĀĀĀ

石 山 商 店 街 振 興 組 合( 大 津 市) 俟)Wｸﾈ ⅹ5 挨Xｻｹxﾘr 椅)WｸĀĀĀĀĀĀ

協同組合きのもと北国街道商店街(長浜市) 俶ﾉ?ｨｩdｸⅹ5挨Xｻｹxﾘr域ﾉ?ｨĀĀĀĀĀĀĀ

御 園 橋801 商 店 街 振 興 組 合( 京 都 市) 仞(ﾜ,ｨ. 淫I5 挨Xｻｹxﾘr8ﾌｸĀĀĀĀĀĀ

パ レ ッ ト 河 原 町 商 店 街 振 興 組 合( 京 都 市) 俶ﾈ8 L I5 挨 Xｻｹ xﾘr 飴 8

大 映 通 り 商 店 街 振 興 組 合( 京 都 市) 倅kﾉ5 挨 淫I5 挨Xｻｹxﾘr 飴8ĀĀĀĀĀĀĀ

深 葺 商 店 街 振 興 組 合( 京 都 市) ｨ9Ei*ﾈ ⅸｼhｺi:xﾘrｨĀĀĀĀĀĀĀĀ

鳳 本 通 商 店 街 振 興 組 合( 堺 市) i8･ 磯hｼhｺi:xﾘr 畏)&ﾘĀĀĀĀĀ

泉北桃山台市連マーケット事業協同組合(堺市) 亊 (i 8 ･ 顫I5挨絢i: xﾘy ﾘx橙渥

若 桜 街 道 商 店 街 振 興 組 合( 鳥 取 市) 佶)Tﾘ ⅹ5 挨Xｻｹxﾘr 案igｸĀĀĀĀ

松 江 新 大 橋 商 店 街 振 興 組 合( 松 江 市) h ⅹ5 挨Xｻｹxﾘr 一ﾘ 髯8xĀĀĀĀĀĀ

京 町 銀 天 街 協 同 組 合( 北 九 州 市) 冉ｹ69X 詹*ﾈ ⅹ5 挨Xｻｹxﾘr 一ﾘ 夊ĀĀĀĀĀ

八幡中央区商店街協同組合(北九州市) 熊手銀天街協同組合(北九州市) 隘9(h匣ⅹ5挨XｻｹxﾘrHĀĀĀĀĀĀĀĀ

Ⅳ 9+x+X.),ｨ. 淫I5 挨XｻｹxﾘrI8ﾈｾb 亀 戸 い き い き 事 業 協 同 組 合( 江 東 区) ĀĀĀĀĀĀĀ

用 賀 商 店 街 振 興 組 合( 世 田 谷 区) Y 頴igｹ,ｨ. 淫I5 挨XｻｹxﾘrY68ｾbĀĀĀĀĀĀ

東 深 沢 商 店 街 振 興 組 合( 世 田 谷 区) ｩfｹ( 自MH･ 淫I5 挨Xｻｹxﾘr)69$ｨｾbĀĀĀĀĀĀ

浅 草 西 参 道 商 店 街 振 興 組 合( 台 東 区) xﾅｩ( ⅹ5 挨XｻｹxﾘrI8ﾈｾbĀĀĀĀĀĀ
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用 賀 商 店 街 振 興 組 合( 世 田 谷 区) 俘( 苓 鮑ｾ(ﾜ ⅹ5i:xﾘr 兔ｾbĀĀĀĀĀĀĀĀ

商店街振興組合原宿表参道棒会(渋谷区) 

武蔵小山商店街振興組合(品川区) 

赤羽スズラン通り商店街振興組合(北区) 

出 所: 新 島(2015) p.56. を 加 筆･ 修 正｡

分析対象は､表4. 3に整理した地域商店街活性化法の認定を受けた商店街

である｡すなわち､事業期間が終了している104商店街のなかから､とくに人

口規模が小さく人口減少率も高い市町村に立地する商店街のうち､連携に基づ

)　いた事業活動を明示的に確認できるのは13商店街である.ここからヒアリン

グ調査を実施できた10商店街を調査対象としている｡

表4. 3 　 分 析 対 象 商 店 街 一 覧(10 件) ※ 認 定 日 順

商 店 街 タ イ プ 9; 儻ｸﾊrｾi*ﾉ｢ 事 業 者 僖i.｢ 事 業 期 間 ĀĀĀĀĀĀĀ

近 隣. 地 域 型 兀ｨﾊyM,ｸ 飯 塚 市 本 町 商 店 街 振 興 組 合 S# 纈H21.10-fI26.3 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

広 島 県 呉 市 佩(i,ｨ ⅹ5 挨Xｻｹxﾘr Ⅰ Ⅰ21.10.9 買#ﾔbĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

熊 本 県 人 吉 市 ｸ+i87hｺi:xﾘrH21.10.9 謀ﾔBĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

福 岡 県 大 川 市 Yﾈ ⅹ5 挨 絢i:xﾘrH22.3.31 買#" 紕ﾔRĀĀĀĀĀĀĀ

新 潟 県 小 千 谷 市 傅ﾉy$ｨ8ﾉY,ｨ ⅹ5 挨XｻｹxﾘrH22.6.21 買#" 繧ﾔRĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

広 域. 超 広 域 型 ) 位y) 育2 青 森 市 新 町 商 店 街 振 興 組 合 買#B 紕2H24.4-H27.3 ĀĀĀĀĀĀĀ

山 形 県 山 形 市 俯Y?ｩ*ﾈ ⅹ5 挨XｻｹxﾘrH22.3.3 買#" 紕ﾔRĀĀĀĀĀĀ

北 海 道 室 蘭 市 i8x ⅹ5(985ﾈｸ5h48H23.4.18 買#2 紕ﾔbĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

秋 田 県 秋 田 市 做8 遥ﾈ 揵 ц ⅹ5 挨XｻｹxﾘrH24.4.13 買#B 紕ﾔbĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

北 海 道 釧 路 市 仭ｩ чbﾘ ⅹ5 挨Xｻｹxﾘr Ⅱ24.4.13 買#B 紕ﾔrĀĀĀĀĀĀĀ

出 所: 新 島(2016) p.7 を 一 部 修 正｡

なお､地域内連携の特徴に関する議論を先回りして､分析対象の商店街を第

3章で設定した分析枠組みに当てはめると､表4. 4のようになる｡
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ここで改めて､上記の4つの類型について簡単に説明を加えたい｡ ｢フォー

マル-リジット｣タイプは､商店街組織として外部主体と連携している場合が

該当する｡また､事業計画を策定したときに組んだ連携相手との関係は固定的

であり､計画に基づいて事業活動を続けている場合である｡本論文のなかでこ

の類型に該当する商店街は､秋田駅前広小路商店街振興組合と大川商店街協同

組合である｡

｢フォーマル-フレキシブル｣タイプは､上記の類型と同様に商店街組織と

して連携している一方で､計画時には想定していない新たな外部主体ともフレ

キシブルに連携関係を構築していく場合である｡この類型には青森新町商店街

)　振興組合､七日町商店街振興組合､きじ馬スタンプ協同組合の3つが含まれる｡

なお､七日町商店街振興組合は､第5章で詳述するように､歩行者天国の開催

にあたり公民館や美術館などと実行委員会を立ち上げているため､第6章で検

討する｢インフォーマルーフレキシブル｣タイプにも該当するが､現在とくに

注力しているというは子育て支援NPO　との連携は組織的に対応していること

から､この類型に含んでいる｡

表4. 4 　 対 象 商 店 街 の 分 類

連携相手との関係 

フ レ キ シ ブ ル  ｨ 5 x 6 8 6 r Ā Ā

按A の 仕 方 H4ｸ7ﾘﾈ8ﾂ フ ォ ー マ ル- フ レ キ シ ブ ル H4ｸ7ﾘ8ｲﾒｨ5x686rĀĀĀĀĀĀĀĀ

青 森 新 町 商 店 街 振 興 組 合 做8 遥Y,ｨ ⅹ5 挨XｻｹxﾘrĀĀĀĀĀĀ

七日町商店街振興組合 きじ馬スタンプ協同組合 Yﾈⅹ5挨絢i:xﾘrĀĀĀĀ

ロ 8987H4ｸ7ﾘ8ｲ イ ン フ ォ ー マ ル- フ レ キ シ ブ ル 8987H4ｸ7ﾘ8ｲﾘ8ｨ5x686rĀĀĀĀĀĀ

飯 塚 本 町 商 店 街 振 興 組 合 仭ｩ чbﾘ ⅹ5 挨XｻｹxﾘrĀĀĀĀ

中島商店会コンソーシアム 傅ﾉy$ｩ8ﾉY,ｨⅹ5挨Xｻｹxﾘrﾎ(i,ｨⅹ5挨XｻｹxﾘrĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

｢インフォーマル-リジット｣タイプは､計画当初､自発的に連携を志向す

る商店街の限られたメンバーで事業組織を立ち上げて､連携相手との関係を維
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持しながら事業活動をしている場合である｡釧路第-商店街振興組合､小千谷

東大通商店街振興組合､呉中通商店街振興組合が該当する｡

後に｢インフォーマル-フレキシブル｣タイプは､連携を自発的に志向す

る商店街の有志のメンバーを中心に､外部の組織や個人あるいは地域住民との

関係を構築している場合である｡この類型に含まれる商店街は中島商店会コン

ソーシアムと飯塚市本町商店街振興組合である｡

(2)経済産業省･中小企業庁の表彰事例

なお､前述のように､上記には地域商店街活性化法を活用していない商店街

)　は対象外であるため､そのなかで地域内連携に基づいて意欲的に事業活動を実

施している商店街が含まれていない｡

そこで本論文では､補完的な位置づけとして､上記のほかに中小企業庁中小

企業政策審議会商業部会に設置された事例検討小委員会の検討を経て選定･表

彰 さ れ た 事 例 集｢ が ん ば る 商 店 街77 選｣ (2006 年)､ ｢ 新･ が ん ば る 商 店 街'77

選｣ (2009 年)､ ｢ が ん ば る 商 店 街30 選｣ (2014 年､ 2015 年)､ ま た､ 外 部 有 識

者による厳正な審査を経て､中小企業庁中小企業政策審議会中小企業経営支援

分科会が選定した事例集｢はばたく商店街30選｣ (2016年)のなかから､と

くに多様な連携相手とともに積極的に事業活動を展開している商店街を対象と

して事例分析を行うことにしたい28)0

上記を合計した244商店街のうち､地域商店街活性化法の認定を受けている

28商店街を除く　216商店街を対象とする29)｡さらに､公開されている上記の

事例集の冊子のなかで､各事例におけるタイトルのなかやキーワードとして｢連

携｣という用語を用いていて､なおかつ地域内連携が明示的に確認できるのは

28)なお､それぞれで選定された事例は､時代背景などを考慮しながら､次のような観点

から選定されている｡すなわち｢がんばる商店街　77　選｣および｢新･がんばる商店街

77選｣は､ ｢商店街や地域に特色のある取り組みで､実際に商店街やまちのにぎわいにつ

ながっているものや､特に独自性のある取り組み｣の事例である｡ ｢がんばる商店街　30

選｣は､ ｢革新的な製品開発やサービス創造､地域貢献･地域経済の活性化等､様々な分
野で活躍している商店街の取組｣の事例である｡ ｢はばたく商店街30選｣は､ ｢地域の特

性･ニーズを把握し創意工夫を凝らした取組により､地域コミュニティの担い手として

商店街の活性化や地域の発展に貢献している商店街｣の事例である｡
29)近隣の商店街を含めて選定されている地域もあるが(例:｢○○市内商店街｣など)､

ここでは便宜的に1事例1商店街としてカウントすることにする｡なお､そのなかに含

まれる商店街が地域商店街活性化法の認定を受けていたとしても､対象からは除外して
いない｡
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51商店街である｡

このうちいくつかの商店街において､限られた外部主体との地域内連携では

なく､数多くの外部主体と地域内連携に基づく事業活動を展開している｡その

なかでも､とくに多様な相手と連携関係を構築しているのが静岡県浜松市のゆ

りの木通り商店街である｡ゆりの木通り商店街には､建築､アート､デザイン､

演劇など､専門性やクリエイティブな感性をもつ多様な人々との繋がりを有し

ているところに特徴がある｡こうしたゆりの木通り商店街の地域内連携の実態

と､それが商店街にどのような影響を与えているのかについて､第7章のなか

で検討していくことにする｡

4. 2 　 対 象 ②:｢ コ ミ ュ ニ テ ィ の 担 い 手｣ に よ る 商 業 ま ち づ く り

以上に加えて､本論文では､もうひとつの問題意識として｢コミュニティの

担い手｣による商業まちづくりに着目している｡第1章のなかで､地域商業が

とくに衰退傾向にある過疎地域において｢買い物弱者｣問題-の対応が重要な

地域課題として認識されていることを指摘した｡これまでも民間事業者やNPO

などが､独自にあるいは行政支援に頼りながら｢買い物弱者｣ -の対応策を実

施しているが､必要経費を吸収できるほどの収益を上げられないことがほとん

どであるため､なかなか事業が継続しない状況にある｡

こうした状況のなかで､ ｢コミュニティの担い手｣である住民組織が､事業活

動のひとつとして商業まちづくりに乗り出しはじめている｡具体的には､以下

で述べる｢小規模多機能自治｣と呼ばれる仕組みに基づいて整備された住民組

織が､民間事業者である小売業者によるコ-ベラテイブ･チェーンなどと連携

してミニスーパーを出店する取り組みである｡これは､新たな公共的な制度と

民間機能を融合させることで､地域の社会課題解決を図りながら､同時に収益

事業として継続的な運営を目指す取り組みとして捉えることができる0

全体として見ると数は限られているものの､地域商業の衰退などで買い物不

便に陥ることは､とくに高齢化や過疎化が同時に進行している地域にとって深

刻な問題であることから､今後､同様の取り組みはさらに拡がりを見せる可能

性がある｡
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そこで本節では､以降の議論の前提として､近年､地方自治体による自立的

な地域運営を目指す動きが強まりつつあることを確認したうえで､住民組織の

法人制度をめぐる動向について概観する｡具体的には､その代表的な取り組み

として､島根県雲南市を中心に全国的な展開を見せつつある｢小規模多機能自

治｣について概略的に整理する｡

以上を踏まえて､こうした新しい公共的な制度と民間事業者である小売業者

の収益事業を組み合わせて展開しているミニスーパーの取り組みなどを概略的

に確認したうえで､分析対象となる事例を選定していくことにする｡

) 　4. 2. 1 地 方 分 権 改 革 の 変 遷

わが国では､ 1990年代以降､少子高齢化や財政危機などの社会経済環境の変

化に対して､全国一律の対応よりも地域の実情に応じた自治体運営を実現する

ための制度改革が連綿と推進されてきた｡

地方分権制度が体系的に整備される契機となったのは､村山政権のもとで

1995年5月に制定された地方分権推進法である｡同法に基づいて､地方分権に

ついて審議するための場として地方分権推進委員会が設置された｡同委員会は

5次にわたる勧告を提出したあと､ 2001年6月に『 終報告』を政府に提出し

た｡この報告の基本的な考え方は､国と自治体との関係を､ ｢上下･主従｣の関

係から｢対等･協力｣の関係-改めることであった｡さらに｢住民自治の拡充｣

として｢地域住民による自己決定･自己責任の自由の領域を拡充する方策｣が

述べられている｡そこでは､住民が自ら決定するための仕組みを法制面から整

備しつつ､現行制度を充実させることが求められた｡

1999年7月には地方分権一括法が施行され､国と地方の役割の明確化､機関

委任事務制度の廃止､国の関与のルール化などが図られた｡同法では､各地方

公共団体は自らの判断と責任により､地域の実情に沿った行政を展開していく

ことが目指されている｡

本論文に関連する事項として注目すべきことは､こうした地方分権一括法や

三位一体の改革を踏まえて公表された､内閣府地方制度調査会による第　27次

答申｢今後の地方制度のあり方に関する中間報告｣である｡当時､いわゆる｢平

成の大合併｣が推進されていたなかで､総務省を中心に広域行政の必要性が喧
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伝されていたo　しかし､財政コストの削減､その一環である公共施設の一体的

な整備や相互利用､地方行政の人員整理などによって､一律公平の行政支援が

困難な状況が生まれた結果､一部の地域住民が公共サービスを享受しにくい状

態に陥るなどの問題が顕在化しはじめていた｡

そうした状況を受けて､第27次答申では､基礎自治体内の一定の区域を単位

として､住民自治の強化や行政と住民との協働の推進などを目的とする組織で

ある｢地域自治組織｣が提案されている｡これを受けて､ 2005年の改正地方自

治法のなかで､ ｢地域自治区｣が法制化されたわけであるが､その内容や課題に

ついては次項で詳述する｡

2006年12且､第1次安倍政権のもとで地方分権改革推進法が成立すること

で､地方分権改革は次の段階に移行した(柴田2012)｡地方分権改革推進法は､

地方分権改革推進の基本理念や地方自治体と国の双方の責務､施策の基本的事

項などをまとめたうえで､その実現に向けた体制を整備するものである｡その

体制構築のひとつとして､2007年4月に地方分権改革推進委員会が設置された｡

同委員会が調査･審議を経て内閣総理大臣に勧告すると､政府が地方分権改革

推進計画を策定するという仕組みが用意された｡この計画を受けて､ 2011年4

月､関係する　42の法律を再整備する第一次一括法が施行された｡なお､ 2014

年には第四次一括法が成立している｡

地方分権改革推進委員会の一部の機能は､民主党による政権交代を経た2009

年11月､当時の鳩山政権が設置した地域主権戦略会議に代置されることにな

る｡そのなかで､官だけでは実行できない領域を市民･NPO･企業等の民間部

門と協働で担う仕組みや体制を重要視する｢新しい公共｣ (newpublic)という

考え方が注目されたことは記憶に新しいところである｡

そして近年､社会的に脚光を浴びたのが､第2次安倍政権において打ち出さ

れ た､ い わ ゆ る｢ 地 方 創 生｣ で あ る｡ 2014 年11 月､ 地 方 創 生 に 関 す る 法 整 備

として､まち･ひと･しごと創生法､改正地域再生法が施行された｡なお､地

方創生とは､東京一極集中を是正し､地方の人口減少に歯止めをかけ､日本全

体の活力を上げることを目的とした一連の政策のことを指す30)｡具体的な施策

30) ま ち･ ひ と･ し ご と 創 生 本 部 ウ ェ ブ サ イ ト に よ る｡ URL:http://www.kantei.go.jp/jp･

/singi/sousei/info/)0 ( 終 閲 覧 日: 2016 年9 月 　2 日)
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としては､各地域の人口動向や将来の人口推計(地方人口ビジョン)､産業の実

態や国の総合戦略などを踏まえた､地方自治体による｢地方版総合戦略｣の策

定と実施に対して､国が情報･人材･財政の各種支援が行われている｡

主に､地方自治体それぞれの地方版総合戦略に基づいた､地方の自立性や官

民連動を要件とした先駆性のある事業に交付金が付けられている｡2014年度の

補正予算においては､ ｢地方創生先行型交付金｣､ ｢地域消費喚起･生活支援型交

付金｣として､それぞれ1,700億円､ 2,500億円が地方自治体などに配分され

た｡前者は観光振興や産業振興､人材育成･確保などの事業に､後者はプレミ

アム付き商品券や､ふるさと名物商品･旅行券､多子世帯等支援策などに使用

)　されている｡さらに2015年度の補正予算では｢地方創生加速化交付金｣とし

て1,000 億 円 が 計 上 さ れ た31)0

4. 2. 2 　 住 民 組 織 の 法 人 制 度 を め ぐ る 動 向

(1)住民と地方自治体との関係

上記のような地方分権改革の流れや地方自治体の財政逼迫という状況のなか

で､地方公共団体による団体自治から住民による住民自治-という機運が高ま

りつつある｡それでは､そもそも住民と地方自治体との関係は法制度的にどの

ように位置づけられているのだろうか｡

地方自給論の一般的な教科書などで指摘されているように､ ｢住民｣は次のよ

うな3つの側面から理解することができる｡すなわち､第1は､参政権をもつ

自治体を統制する主体としての住民(市民)､第　2　は､対象自治体から公共サ

ービスを受けたり､規制･負担･服従を求められたりする利害関係者としての

住民(対象住民)､そして第3は､公共サービスの提供を担う住民(公務住民)

と い う 側 面 で あ る( 金 井2004; 辻 中 他2009; 柴 田･ 松 井2012; 武 岡2014 な

ど)｡

金井(2004)によれば､上記のような諸側面を持つ住民の活動は､住民運動

や住民参加など対象住民としての住民活動と､公務住民としての色彩が強い住

31) 2016年3月に内閣府地方創生推進室が公表した｢地方創生加速化交付金の交付対象

事業における特徴的な取組事例｣において､事業内容やその成果などの実態につい
て 確 認 す る こ と が で き るo URL:http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/pdf/h1

27-kasokuka.pdf ( 終 閲 覧 日:2016 年9 月 　2 日)
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民活動に区分できるという(金井2004,p.228)｡後者の公務住民としての活動

主体は､自治会や町内会(以下では総称して｢自治会32)｣と表記)が担う場合

が多い｡

たとえば､家庭ごみの収集について考えてみたい｡一般的に､家庭ごみの収

集や処分は市町村の業務である｡しかし､数多くのごみステーションを市町村

が一つひとつ管理することは困難であるため､自治会などの住民組織が管理し

ている場合が多い｡マンションなどの集合住宅では管理組合が主体となってい

る場合がほとんどである｡そのほかにも､高齢者の見守り､街灯の管理､自治

体広報誌の戸別配布などの幅広い活動は自治会が担う場合が多い｡

自治会は､地方自治法第260条により｢地縁による団体｣であり｢地域の自

主的活動｣を担う住民組織として規定されている｡武岡(2014)によれば､自

治会には次のような5つの特徴があるという.すなわち､ (D加入単位が世帯で

あること､ ②領土のようにある地域空間を占拠し､地域内にひとつしかないこ

と､ ③特定地域の全世帯の加入を前提にしていること､ ④地域生活に必要なあ

らゆる活動を引き受けていること､ ⑤市町村などの行政の末端機関としての役

割を担っていることである｡これらは地方自治体の特徴に相似していることか

ら､自治会は市町村などの行政の末端機関としての役割を果たす｢準自治体｣

とされることもある｡そのため､自治会は地方自治体と も関係が深い住民組

織 と し て 位 置 づ け ら れ る と い う の で あ る( 武 岡2014,p.37)0

しかし､昨今､自治会の衰退ないしは崩壊が全国的に顕在化している33)｡す

なわち､個人主義が進んだことにより地域社会-の関心が薄れるなどして､自

治会-の加入率が低下している｡それにより､自治会活動の担い手が不足･固

定化したり､活動がマンネリ化したりするなど､自治会そのものが形骸化して

いることが多い｡こうした傾向は､住民の転入出が激しい都市部のような地域

で見受けられるとともに､過疎化と高齢化が同時に進行している山間部や限界

集落ではより深刻な事態にある｡

32)本論文では､自治会を｢一定範囲の地域(近隣地域)の居住者からなり､その地域に

か か わ る 多 様 な 活 動 を 行 う 組 織｣(Pekkanen2006,2009) と 理 解 し な が ら 議 論 を 進 め る｡
33)こうした問題は､近年､ NHXのドキュメンタリー番組や各種報道でも頻繁に取り上

げられている｡なお､現場特有の事情などについては､たとえば､自身の町内会長とし

ての体験談を取り上げている以下が参考になる｡紙屋高雪(2014) 『"町内会"は義務で

すか?～コミュニティーと自由の実践～』小学館新書｡
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そのため､これまで自治会に委託してきた業務を､民間企業など-の委託に

変更する自治体も増えている｡地域によっては､自治会に加入していない住民

が､自治会の提供するサービスに｢ただ乗り｣することをめぐり､住民同士の

係争が起きているところもあるという｡ ｢地域の自主的活動｣の担い手として､

行政の末端機関に位置づけられてきた自治会制度が､時代の変遷とともに大き

な岐路に立たされつつあるといえるのかもしれない｡

(2) コ ミ ュ ニ テ ィ の 法 人 制 度

従来から､住民自治を担う住民組織は､地方自治法をはじめとする様々な法

1　律に基づいて制度化されている｡ここで､そのなかで先駆的な制度のひとつと

して､前述した地域自治区制度について簡単に確認する｡

平成の大合併による行政広域化などに対応するため､2005年の改正地方自治

法により地域自治区制度が整備されたことは既に述べた通りである｡この制度

の意義は､財産管理の目的以外で住民組織が 初に明示的に位置づけられた点

に あ る と い わ れ て い る( 武 岡 　2014,p.44)｡ す な わ ち､ 住 民 組 織 は､ 従 来 か ら

地方自治法により財政区や後述する認可地縁団体という法人格を取得すること

ができたが､いずれも財産管理を目的とする制度である｡地域自治組織は､地

域コミュニティの課題解決に取り組む活動主体としてはじめて制度化されたこ

とになるのである｡

しかし､地方自治区制度は市町村合併の特例措置の延長線上にあるもので､

時限的な仕組みであることが法律に明記されている｡さらに､市町村が地域自

治区制度を導入する場合､全域かつ合併前の旧市町村を 小単位に設置するこ

とを求められていたため､これらの制約が大きな障壁として存在していた｡

このほかにも､主要な法人制度として　NPOや認可地縁団体などが挙げられ

るが､まずNPO　については次のような課題が指摘されている｡それは① ｢不

特定かつ多数のものの利益の増進に寄与すること｣を目的しているため､地縁

に基づく地域住民のみが利益を享受する(特定の団体の利益が目的である)こ

とには適さない､ ②制度上､誰でも議決権をもつ会員になれるため､地域外の

住民に支配される可能性があり､地域住民主導でまちづく　りに取り組もうとす

る姿勢に相反すること､ ③あくまでも本来の目的である｢特定非営利活動に関
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する事業｣が中心で､ ｢そのほかの事業(収益事業)｣は特定非営利活動に関す

る事業の補完的な位置づけでなければならないため､ NPO全体の　50%以上の

規模で収益事業を実施できないことから､経済活動が制約されて持続的な活動

の障壁になることなどである34)0

一方､認可地縁団体であるが､そもそも認可地縁団体とは､自治会のような

｢地域社会全般の維持や形成｣を目的とした団体･組織のうち､地方自治法な

どに定められた要件を満たし､行政手続きを経て法人格を得た団体を指してい

る｡自治会は基本的に法人格を有していないため､たとえば町内会が自治会館

などの不動産を所有する際は､代表者の個人名義や役員の共有名義で登記が行

)　ゎれていた｡そのため､相続や債権者による不動産差し押さえなどの問題が散

見されていた｡

こうした問題を解消するため､1991年4月に制定された改正地方自治法によ

り法的に整備されたのが認可地縁団体である｡すなわち｢町又は字の区域その

ほか市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体

(地縁による団体)は､地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する

権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは､その規約に定める目的

の範囲内において､権利義務の帰属主体となることができる｣ようになった35)｡

また､認可の条件として､ ①その区域の住民相互の連絡､環境の整備､集会

施設の維持管理など､良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活

動を行うことを目的とし､現にその活動を行っていると認められること､ ②そ

の区域が客観的に明らかなものとして定められていること､ ③その区域に住所

を有するすべての個人が構成員となることができるものとし､その相当数の者

が現に構成員となっていること､ ④規約を定めていること､の4点が規定され

ている｡さらに､正当な理由がない限り､その区域に住所を有する個人の加入

を拒んでほならないという規定も設けられている36)0

一方で､次のような制度上の課題も指摘されている37).上で述べたような自

34) 伊 賀 市･ 名 張 市･ 朝 来 市･ 雲 南 市(2014)0

35) 地 方 自 治 法 第260 条 の2 第1 項｡

36) 地 方 自 治 法 第260 条 の2 第7 項｡

37) 武 岡(2014) p.44｡ ま た､ 後 述 す る 島 根 県 雲 南 市 の ヒ ア リ ン グ 調 査 に お い て も､ 市 の

担当者から同様の課題が挙げられていた｡
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治会の課題に対して､財産管理の問題を解消するために制度化されているため､

事業運営に関する想定はなされていない｡営利目的の収益事業を行う場合､固

定資産税や法人税の納税義務が生じる｡また､制度上､ある事業の収益を別の

公共的活動の原資に充当することができない｡たとえば､温泉施設や公園など

を管理する認可地縁団体が､それぞれで会計を処理して法人税や消費税を納め

る一方で､そこで上げた収益を車両購入やその維持管理などに充てることがで

きない｡こうした制度上の制約が､認可地縁団体の自主財源確保の阻害要因と

して働いているのである｡さらに､認可地縁団体は､公共的な性質をもつ組織

であるが､公益法人やNPO法人のように寄付控除の対象ではない｡そのため､

)　ほかの団体と比べて寄付金による財源確保がしにくい立場に置かれている｡

以上のような諸課題と向き合いながら､地方自治組織､ NPOや認可地縁団体

をはじめとする既存の法人制度を活用しつつ､場合によっては既存の組織が連

携することで社会課題に対応してきた｡

他方で､近年､既存の法人組織の枠組みによらず､地方自治体が条例などで

独自の住民組織を規定する動きが見られはじめている｡後述するように､島根

県雲南市､三重県伊賀市と名張市､兵庫県朝来市の4つの市において､くしく

も同じ時期に独自の制度に基づく住民組織が整備されていた｡そして上記の　4

市が中心となり､お互いの制度について検討しながら全国的な普及を目指す動

きが加速していくなかで､｢小規模多機能自治｣に展開していくことになるので

あ る38)0

本章では､そのなかでも中心的な役割を果たしている雲南市の｢地域自主組

織｣制度に焦点を合わせて､その実態について検討していく｡第1章のなかで

述べたように､小規模多機能自治による事業活動のひとつとして､商業まちづ

く　りに乗り出すケースが見られはじめており､その先駆的な取り組みが雲南市

の地域自主組織制度のもとで実施されているためである｡具体的には第8章で

後述するが､ ｢コミュニティの担い手｣としての地域自治組織が､コ-ベラテイ

ブ･チェーンである全日本食品(以下､ ｢全日食チェーン｣と表記)と連携する

38)すぐ後で詳述するが､全国的に似たような仕組みが様々な名称を用いて展開されてい

る｡これを総称して､総務省では｢地域運営組織｣という名称が使われることもあるが､

雲南市によれば､小規模多機能自治も同様の趣旨で用いられているという0
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ことにより､地域商業の核となるミニスーパーを運営する新しい試みが展開さ

れている｡この試みは､小規模多機能自治という新たな公共的な制度に基づき

ながら､従来の｢買い物弱者｣対策のように行政補助に頼るだけではなく､民

間事業者が事業の収益性を確保して持続的な運営を目指しているところに大き

な特徴があるといえる｡

以上の趣旨を念頭に置きながら､項目を改めて､小規模多機能自治の概要や

設立の経緯について整理する｡ただし､その過程で概観することになる地域自

主組織については､第8章で詳述するため､本章では必要 小限の記述に留め

ることにする｡

(3)地方自治体による独自の法人制度:小規模多機能自治としての展開

雲南市は､加茂町､大東町､三刀屋町､木次町､掛合町､吉田町の6町が合

併して　2004年に誕生した市である｡なお､新市の名称として採用された｢雲

南｣は､当該地域の一部が､出雲国の南部という意味で｢雲南｣地区と呼ばれ

る県域を構成していたことに由来している｡

町合併に向けた合同協議が開始された　2002年以降､合併後の新市の地方自

治のあり方が検討されてきた39)｡しかし､ 2004年､雲南市は合併直後に深刻な

財源不足に陥り､ 2005年に｢財政非常事態宣言｣が出され､市の職員を2割削

減した｡将来的に人員も財源も増える見込みがない一方で､急激な少子高齢化

が進むことにより､市内の隅々まで行政サービスを行き渡らせることが難しく

なりつつあった｡

そのような状況のなかで､先の合同会議では､行財政改革とともに住民自治

の進展のために｢まちづく　りやコミュニティ活動の活性化による住民自治の充

実強化｣の必要性が指摘された｡これを受けて､ 6町村の職員と合併協議会事

務局による｢コミュニティ･住民自治プロジェクトチーム｣が結成され､議論

が進められた｡その結果､今後も確実に経験していく人口減少や高齢化による

集落機能の低下に対応するために､雲南市独自の住民組織制度として､ ｢集落機

能を補完する新たな自治組織の確立｣と｢地域主体的に組織が構築されていく

39) 詳 し い 経 緯 や 内 容 に つ い て は､ 雲 南 市(2001) 『 コ ミ ュ ニ テ ィ･ 住 民 自 治 プ ロ ジ ェ ク

ト報告書』､雲南市(2002) 『新市建設計画』として取りまとめられている｡
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ための環境づくり｣を目指して構想されたのが地域自主組織である｡

地域自主組織は､ ｢自治会や町内会などの地縁型組織､消防団や営農組織など

の目的型組織､ PTAや女性グループなどの属性型組織を､概ね小学校単位で再

編した広域的で多機能な地縁組織｣と定義され､市内の各地域が抱えるそれぞ

れ の 課 題 を､ 住 民 自 治 に よ り 解 決 し て い く こ と が 目 指 さ れ て い る( 図4. 2)0

地域自主組織は､雲南市が国からの借入金を活動資金として交付され､それを

元手に行政サービスの一部を担っている｡なお､その過程で､ 2008年に｢雲南

市まちづく　り基本条例｣が施行され､地域自主組織制度の規定根拠も整備され

た40)0

図4. 2　雲南市の地域自主組織の概念図

出所:ヒアリング調査提供資料をもとに一部修正｡

上述したように､こうした地方自治体による住民組織の制度化は､ほぼ同じ

時期に三重県伊賀市でも進められていた｡伊賀市は､ 2004年､独自の制度であ

る｢住民自治協議会｣を設立し､その根拠規定として｢伊賀市自治基本条例｣

40) ｢ ま ち づ く り の 原 点 は､ 主 役 で あ る 市 民 が､ 自 ら の 責 任 に よ り､ 主 体 的 に 関 わ る こ と

です｡ここに､市民､議会及び行政がともにこの理念を共有し､協働のまちづく　りをす

すめるため､雲南市まちづく　り基本条例を制定します｣ (条例前文より抜粋)0 ｢この条例

は､雲南市におけるまちづく　りの基本理念を明らかにするとともに､その基本となる事

項を定め､協働におけるまちづく　りをすすめることを目的とします｡｣(第1条より抜粋)
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を制定している｡その際､伊賀市は雲南市の地域自主組織を視察して参考にし

たという｡また､雲南市は伊賀市の視察を受け入れたとき､三重県名張市でも

｢地域づく　り組織｣という同じような制度を導入していることを紹介されると､

雲南市の担当職員が名張市を訪問した｡すると､さらに兵庫県朝来市で同じよ

うな制度として｢地域自治協議会｣という仕組みが導入されていることを知り､

住民組織に関する相互的な情報共有をはじめていくわけである0

ごく簡単に述べてきたが､以上のような経緯で､雲南市を中心に4市が接点

をもつことになる｡これらの自治体は､もともと小規模多機能自治の基盤とな

る制度または組織が準備されていたという共通がある｡これまでの国が主導権

)　を握り整備してきた流れとは異なり､ボトムアップで制度が生まれてきたので

ある｡これ以降､雲南市を中心とする共同会議を通じて､コミュニティに関す

る制度や法人格について議論を重ねた｡この延長線上の展開として､2013年に

は雲南市を事務局とする｢雲南市に地域自治を学ぶ会｣ (以下､ ｢雲南ゼミ｣と

表記)が発足した｡雲南ゼミは､小規模多機能自治の課題を共有･検討しなが

ら､全国的に普及させることを目的とする会合で､全国各地の地方自治体や

NPOが参加して､毎年春と秋の年2回開催されている｡主な内容は､勉強会や

事例発表会あるいは現地訪問で､参加している地域同士が学び合う場としての

役割を果たしているという｡

その結果､ 20′14年､全国142自治体が加入する全国的な組織である｢小規模
/

多機能自治推進ネットワーク協議会｣が設立された｡同協議会では､住民自治

の進展が重要であることを念頭に置いて､重点施策のひとつとして｢まちづく

りやコミュニティ活動の活性化による住民自治の充実強化｣を挙げ､ ｢住民自

主活動やまちづくり活動と自治体との共同システムを構築することが重要であ

る｣ と し た｡ 現 在､ 約210 の 地 方 自 治 体 やNPO が 加 盟 し て い る｡ 具 体 的 な 活

動内容としては､メーリングリストや地方ごとのブロック会議などによる情報

共有が行われている41)0

41)そのなかで､｢小規模ながらも様々な機能をもった自治の仕組み｣(小規模多機能自治)

として新たな法人制度｢スーパーコミュニティ法人｣を提案している｡詳細は､伊賀市･

名張市･朝来市･雲南市(2014) 『小規模多機能自治組織の法人格取得方策に関する共同
研究報告書』として公表されている｡なお､内閣府において有識者会議が発足し､小規

模多機能自治による持続的な体制の確立に向けて､論点整理や課題の抽出を行っている
ところである｡
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4. 2. 3　多様な運営方式による小売業者との連携

上記のように､近年､全国各地で住民自治を志向する地域運営組織が設置さ

れつつある｡現在全国に1,600以上の住民組織があると言われており､政府は

今後4年間で3,000まで増やすことを目標に掲げている｡

全国市区町村における住民組織の設置･運営状況を調査した一般社団法人JC

総研のレポート42)によれば､ 353　自治体(27.3%)が何らかの組織を有してお

り､そのほとんどが地方自治法や合併特例法によらない組織であった(① ｢地

域自治区･合併特例区のみを設置｣しているのは19自治体､②｢(地域自治区･

)　合併特例区以外の)地域運営組織のみを設置｣しているのは334自治体､①と

② と も に 設 置 し て い る の は19 自 治 体)｡ 日 本 都 市 セ ン タ ー(2014) に よ れ ば､

協議会型組織がある自治体の割合は48.6%であり､およそ半数の回答自治体で

導入されていることが明らかになっている43)｡導入している自治体のうち､す

でに全域で設立されている自治体は48.5%で､現在は区域の一部に設立してい

て､全域に拡大する予定がある自治体を含めると70%以上にのぼる｡担い手と

なる主体の確保の問題が捨象されているため鵜呑みにはできないが､全国的に

同様の制度が拡大していく機運が醸成されていることがうかがえるだろう｡

このように､住民自治のための組織が整備されつつあるなかで､小売業者な

どと連携しながら商業まちづく　りに取り組むケースは現在のところ限られてい

る｡たとえば2015年から秋田県内で展開されている｢お互いさまスーパー｣

が挙げられる44)｡秋田県企画振興部地域活力創造課が県内すべての自治会を対

象にアンケート調査を実施したところ､県内自治会の8割を占める100世帯未

満の自治会のうち､ ｢買い物･通院の困難化｣を課題としている自治会が　5割

弱あり､そのうち4割の自治会が｢地域で対応を考えている｣または｢行政の

対応･支援を期待｣と回答したという｡

42)全市区町村アンケートによる地域運営組織の設置･運営状況に関する全国的傾向の把

握｣が　2013年に公開されている｡調査対象は当時の全市区町村である1742市区町村､

回 答 数 は1294 ( 回 答 率74.3%) で あ る｡
43) 調 査 対 象 は 全 国 の 都 市 自 治 体812 団 体(789 市､ 23 特 別 区)､ 回 答 数 は504 ( 回 答 率

61.2%) で あ る｡

44)ぉ互いさまスーパーに関する以下の記述内容は､次の参考資料に基づいている｡ ｢毎

日 新 聞｣ 2016 年4 月16 日 付 地 方 版､ ｢ 河 北 新 報 オ ン ラ イ ン ニ ュ ー ス｣ 2016 年3 月14 日

付､ 28 日 付､ ｢JA 秋 田 ニ ュ ー ス｣ 2016 年3 月 　30 日 付｡
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そこで秋田県は､ 2015年度に｢お互いさまスーパー創設事業｣を実施した｡

この事業では､地域団体により食料品･日用品などを取り扱う店舗を持続的に

運営することで､買い物課題の解決､住民自治や共助に対する意識の醸成､見

守り機能の強化などが目指されている｡主な支援内容は､スーパー開設にかか

る初期費用のうち上限800万円までを補助するもので､運営組織の設立､関係

団体間のネットワーク構築と調整､既存スーパーとの日用品調達に関する調整

などが想定されている｡なお､この事業は国の地方創生先行型交付金を原資と

している｡

当事業の公募に対して､由利本荘市赤田､五城目町浅見内､羽後町仙道の　3

) 　 地 区 か ら 応 募 が あ り､ 2016 年3 月13 日､ 1 号 店 と し て 羽 後 町 仙 道 地 区 の 食 料

晶店｢仙道てんぽ｣が開店した｡現在､仙道てんばが地区内唯一の食料品店で

ある｡

羽後町仙道地区は中山間地域にあり､ 370世帯のおよそ1,100人が暮らして

いる｡もともと同地区には｢JA　こまち仙道支所購買部｣が出店していたが､

2003年に購買部が廃止された｡このような状況を受けて､日用品を取り扱う商

店が地域から無くなることに危機感を抱いた地域住民の有志と元JA職員が､

周辺地域の　20集落などで構成する｢仙道地区振興会｣を設立し､出資金を募

ることでJA　から建物を借り受けて仙道てんばの経営を受け継いだ｡さらに

2007年には運営委員会のメンバーを中心に株式会社｢仙道てんぽ｣を設立して

経営を続けてきていた｡

その後､ 2015年に｢お互いさまスーパー創設事業｣に採択され､仙道てんば

をリニューアルしたのである｡秋田県から計800万円の補助を受けて､主に施

設改修費用に充填した｡店舗面積は約　90　m2で､現在の取扱商品は生鮮食品や

雑貨など約500品目である｡さらに､地元産のキャベツや白菜などを販売する

産直コーナーや住民同士が交流しやすいよう休憩コーナー｢おひさまサロン｣

も整備した｡

また､ 2　号店として五城目町浅見内地区で｢みせっこあさみない｣が　2015

年3月　30　日に開店した｡この店舗は地域住民で構成する｢浅見内活性化委員

会｣が運営し､地元に住む60-80代の女性12人がボランティアとして交代し

ながら店番を務めている.店舗面積は約　80　m2で､主な取扱商品は食料品や日
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用品を中心とする 寄り品である｡また住民の憩いの場として､軽食を提供す

るフードコーナーも併設されている｡

さらに同じ日に3号店｢赤田ふれあいスーパー｣が由利本荘市赤田に開店し

た｡運営主体は､上で見てきた2つの地域と同様､地域住民で構成する｢赤田

地域運営協議会｣である｡商品仕入れは支援協定を締結した｢JA秋田しんせい

サービス｣が担当している｡この店舗の売場面積は約　20　mBで､住民-のアン

ケート調査から､取扱いの要望が多かった食品や日用雑貨品など約200商品を

選択し､そのうち常時100商品を陳列販売している｡また､ ｢赤田ふれあい直

売所｣を併設し､地域住民が栽培した野菜や加工品､手芸品なども販売してい

) 　 る｡

以上のような住民組織による店舗運営を行政が支援する場合のほかに､地方

自治体が第　3セクターを立ち上げて店舗を運営するケースもある｡ 2016年　7

月に東京都櫓原村で開設されたミニスーパー｢かあべえ屋｣である45)0

櫓原村は東京都心から約50キロ離れた山あいに位置している｡槍原村の人

口 　2,312 　 人､ 高 齢 化 率 は 　47.9% で あ る｡ か つ て 村 内 に は､ 雑 貨 店 な ど が 約

50 店 あ っ た が､ 現 在 は10 店 ほ ど に 減 少 し て い る｡ 村 の 調 査 に よ る と､ 車 で

移動できる村民は約10　キロ離れた村外のスーパーに出掛け､足が不自由な

高齢者は､民間企業の移動販売や宅配サービスに頼らざるを得ないなど､多

くの住民が日常的な買い物に対して不便さを感じていたという｡

これまでは､行政として積極的に買い物弱者支援を行えば地元商店の経営

を圧迫しかねないことから､本格的な対策を自重していた｡しかし､上記の

調査結果などを受けて櫓原村と地元商店などで協議を重ねた結果､民間企業

のコンビニや食品スーパーを誘致することで一致したという｡しかし､採算

が合わない可能性が高いとして出店を見送られることが続いたようである｡

そこで､後述する第3セクター｢めるか槍原｣を指定管理者として､かあべ

え屋の開店に踏み切ることになるのである｡東京都槍原村でかあべえ屋が開

店した｡

かあべえ屋は､野菜や肉などの生鮮食品や日用品､土産物として地場産の

45) マ イ ク ロ ス ー パ ー｢ か あ べ え 屋｣ に 関 す る 以 下 の 記 述 は､ ｢ 東 京 新 聞｣ 2016 年6 月2

日 付､ ｢ 公 明 新 聞｣ 2016 年7 月 　21 日 付 に よ る｡
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特産品など約　600種類の商品を販売している｡商品仕入れは全日食チェーン

の支援を受けている｡さらに､購入した食品を飲食できるスペースも店内で設

けることで､足腰が弱い高齢者などがバスの待ち時間を過ごせるよう配慮して

い る｡ 開 店 以 降､ 毎 日 約200 人 以 上 が 利 用 し て い る と い う｡

なお､指定管理者として運営を担う第3セクター｢めるか槍原｣は2016年4

月　5日に設立された｡当初の出資金は9,600万円で､そのうち櫓原村は99%に

あ た る9,500 万 円､ 残 り100 万 円 は｢JA あ き が わ｣ な ど の5 団 体 が20 万 円 ず

つ出資している｡ 7月からはこれまで槍原村が東京都森林組合に委託していた

ごみ収集業務も受託している｡当面は赤字経営が予想されるため､第3セクタ

う　　ーのほかの事業収益と組み合わせで収益を補う計画であるという46)0

本論文では､こうした住民組織が主体となる商業まちづく　りの先駆的な事例

として､本章で整理してきた小規模多機能自治により結成された雲南市の地域

自主組織が取り組んでいる､全日食チェーンとの連携によるミニスーパーの開

設を対象として､第8章のなかで事例分析を展開する｡

46)ここで挙げた秋田県と東京都槍原村の事例についても､追加調査をしたうえで､機会

を改めて取りまとめる予定である｡
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第5章　組織的連携に基づく商店街活動の特徴

本章では､第4章で選定した商店街を対象に事例分析を行う｡第3章で設定

した研究課題について検討するために､地域内連携の特徴を整理して類型化し

た分析枠組みに基づいて､商店街組織として連携するという共通する観点から

｢ フ ォ ー マ ル ー リ ジ ッ ト｣ タ イ プ と｢ フ ォ ー マ ル ー フ レ キ シ ブ ル｣ タ イ プ に 該

当する5つの事例について検討する｡

まず5. 1節で扱う事例は､前者のタイプに該当する秋田市駅前広小路商店

街振興組合､大川商店街協同組合である｡これらの商店街は､商店街組織とし
-)　て､事業を計画した段階で組んだ連携相手との固定的な関係のもとで事業活動

を実施している｡

次の5. 2節では､後者のタイプに含まれる青森新町商店街振興組合､七日

町商店街振興組合､きじ馬スタンプ協同組合の事例について検討する｡この類

型に該当する商店街の地域内連携の特徴は､商店街組織が主導しながら､当初

は想定していない新たな外部主体とも柔軟に連携関係を構築している点にある｡

このような地域内連携の特徴に焦点を合わせて､各商店街がどのような地域

課題に対応して､どのような事業活動を実施してきたのか､その経緯や具体的

な内容を中心に検討する｡それぞれについて要点を整理しながら､必要に応じ

て歴史的または地域的な背景についても説明する｡こうして地域内連携の実態

を明らかにしたうえで､それと成果との関連や連携関係を支える要因について

考察していきたい｡

5. 1 　｢ フ ォ ー マ ル ー リ ジ ッ ト｣ タ イ プ

5. 1. 1 　 秋 田 市 駅 前 大 通 商 店 街 振 興 組 合( 秋 田 市)

(1)秋田市と市内小売業の概況

秋田市は日本海に面した秋田県西部に位置しており､人口約　32　万人の県庁

所在地である(図5. 1)0 JR秋田駅の西側に形成されている中心市街地一帯

の構造は､江戸時代初期に築城された久保田城とその城下町を起源としており､

今も城跡や外堀が残されている｡旧羽州街道沿いには､明治から大正期に建て
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られた商家などの建築が点在しており､同市の中心市街地は歴史的な景観が併

存している地域である｡

図5. 1 　 秋 田 市 の 位 置( 枠 で 図 示)

出所:博地図.com｢【地方図】東北地方+新潟県(県境･市名･高速有料道路･国道)｣を一部修正｡

わが国が高度経済成長期に突入した1950年代後半､中心市街地に立地して

いた秋田県庁や秋田市役所､国の出先機関が郊外に計画的に整備された公官庁

団地に転出すると､その跡地に百貨店などの大型店が出店した｡さらに､ 1960

年代から　70年代中頃にかけて行われた秋田駅周辺の土地区画整理事業や市街

地再開発事業などを契機として､公共･民間部門からの投資が長期的に蓄積さ

れることで､秋田市は商業の中核的役割を担う地方都市として発展してきた｡

しかし､日米構造問題協議を直接的な契機とする大店法の規制緩和47)に向け

た流れのなかで､全国各地で郊外開発が進められた｡これとバブル崩壊や長期

47)大店法の規制緩和を含めた流通政策の系譜的研究として石原(2011)､大店法の運用

の問題に関わる研究として草野(1992)などが参考になる｡
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的な景気低迷の影響を一部の要因として､とくに地方都市の中心部に立地して

いる多くの百貨店や総合量販店などの大型店の業績が大幅に悪化した｡

秋田市中心市街地に立地している大型店の多くについても､同様の傾向が続

いていくことになる｡すなわち､まず中心市街地に立地していた百貨店｢長崎

屋｣が1986年に郊外に転出した｡また1993年には､秋田市南部の郊外に整備

された御所野ニュータウンに｢イオン秋田ショッピングセンター｣(現イオンモ

ール秋田)が開設した｡その後の10年間で､ 10店舗を超える郊外型ショッピ

ングセンターや専門店チェーンをはじめとする大型店がバイパス沿いやロード

サイドに進出している｡

こうして中心市街地と郊外を含めた小売業者間の競争が激化した結果､秋田

市中心市街地に立地していた大型店は､実質的な倒産あるいは小売企業の経営

再建の一環として､相次いで閉鎖･撤退を余儀なくされた｡この発端となる動

向 と し て､ 1991 年 に｢ セ ン ト ラ ル デ パ ー ト｣ が､ 1994 年 に｢ マ ル サ ン シ ョ ッ

ピングセンター｣が撤退した｡現在は､前者の跡地には平面駐車場が整備され､

後者の施設はホテルとして再利用されている｡また2002年には､駅前に立地

していた｢ダイエー｣が業績不振のため閉鎖され､現在は跡地に秋田市中央公

民館が移転してきている48)0

表5. 1 　 秋 田 市 の 小 売 構 造 の 変 化(2002 年 ～2012 年)

午 倬hｼhB ｒ 従 業 者 数( 人) 儉ﾉHHｧ｢ 蔚9iﾈ 冷 売 場 面 積(m2) ĀĀĀĀĀ

2 0 0 2 年  ﾃ C S 2 1 , 8 3 0  s づ c 3 R 4 4 9 , 5 3 8  Ā Ā Ā Ā Ā

2 0 0 4 年  ﾃ 3 C b 2 1 , 9 9 7  s B ﾃ C B 4 4 7 , 2 1 0  Ā Ā Ā Ā Ā

2 0 0 7 年  ﾃ 唐 2 2 , 0 1 0  s b ﾃ c S 4 6 5 , 9 8 4  Ā Ā Ā Ā Ā

2 0 1 4 年  ﾃ ィ 1 7 , 0 2 9  C " ﾃ C 3 4 0 2 , 7 4 8  Ā Ā Ā Ā Ā

出所:経済産業省｢商業統計｣各年版をもとに作成｡

さらに､高度経済成長期から県内でも中心的な地位を占めていた老舗百貨店

48)都市中心部からの大型店などの撤退問題や地域商業に与える影響､跡地再利用の状況

な ど に つ い て は､ 渡 辺(2001) お よ び 渡 辺(2014) ,pp.76･90 が､ 全 国 の 商 店 街 振 興 組

合と地方自治体-のアンケート調査および一部ヒアリング調査に基づいて分析している｡
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の｢木内百貨店｣が､売場縮小や営業時間短縮などを経て､現在は事実上閉鎖

している状態にある｡そして2009年から2年連続で｢三越｣と｢イトーヨー

カ堂｣が不採算店舗として経営判断されて閉鎖するなど､百貨店や総合量販店､

あるいは中小小売商や彼らを中心に構成される商店街は非常に厳しい競争環境

に直面している｡

ここで､直近の秋田市全体の小売業の推移について表5. 1で概括的に確認

すると､ 2002年以降の10年間で事業所数が約7割まで減少していることがわ

かる｡また､市内における大型店の出店状況を図5. 2で見ると､店舗数は2009

年をピークにほぼ横ばい傾向にある｡
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図5. 2　秋田市内の大型店の店舗数と売場面積の推移

注: 大 店 立 地 法 改 正 前 は 売 場 面 積3,000m2 以 上( 第1 種)､ 改 正 後 は1,000m3 以 上 の 店 舗 が 対 象｡

出所:｢全国大型小売店総覧｣東洋経済新報社､各年版をもとに作成｡

なお､秋田市は､中心市街地活性化基本計画が旧法の中心市街地活性化法の

認定を受けている｡同計画に基づいて実施された再開発事業などにより､これ

まで､秋田駅東側に複合施設｢アルヴェ｣､駅西側には市立中央図書館､秋田総

合生活文化会館や美術館が入る｢アトリオン｣や高層マンションなどが整備さ

れてきている｡

その後､ 2008年には第2期中心市街地活性化基本計画も改正中心市街地活

性化法の認定を受けている｡その中核事業のひとつとして､秋田駅西側の中通
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地区において､秋田赤十字病院が郊外移転して生じた空閑地を再開発して｢エ

リアなかいち｣が整備された｡エリアなかいちは､公共広場や商業施設(1･2

階)と公共立体駐車場(3-5階･屋上)が一体化した施設､秋田県立美術館､

秋田市にぎわい交流館｢AU｣､ケアハウスを併設した高齢者向けマンションな

どがある｡このうち商業施設には､地元資本｢秋田まるごと市場｣が運営する

｢サン･マルシェ｣が核店舗として入店していたが､業績不振により　2014年

に撤退した｡現在は直営の売り場からテナントに切り替えて､飲食店や土産物

店を中心とするテナント構成で営業している｡

(2)秋田市駅前広小路商店街振興組合●の概要

秋田市の中心市街地には7つの商店街がある｡そのうち5つ(駅前広小路商

店街､広小路商店街､中央通商店街､通町商店街､大町商店街)は商店街振興

組合で､残り　2つ(仲小路振興会､川反外町振興会)は任意団体である｡

本項の対象である秋田市駅前広小路商店街振興組合は､秋田駅の西側に隣接

する南北およそ400mの街区内に位置している｡専門店や飲食店を中心とする

20店舗で構成されており､そのなかにはファッション専門店ビル｢フォーラス｣､

｢アルス｣や百貨店の｢西武｣といった大型店も含まれている｡なお､前項の

なかで触れた｢三越｣や｢イトーヨーカ堂｣も撤退するまで加盟していた｡こ

の意味で､同商店街は買い回り品を扱う店舗や大型店を含む典型的な広域型･

超広域型商店街である｡

このような秋田市駅前広小路商店街振興組合の内部環境から推察されるよう

に､同商店街では色々な意味で大型店の影響力が強く､とりわけ商店街予算は

そのほとんどが大型店からの会費で支えられている｡同商店街理事長の平津氏

によれば､これらの大型店は地域貢献に対する事業活動-の想いも深く共有し

ている｡それを示す行動のひとつとして､代々の店長および館長は､商店街の

役員会にほぼ欠かさず出席し続けているそうである｡広域･超広域型商店街の

なかでも､とくに大型店と協力的な関係にある商店街といえるだろう0

従来から秋田市駅前広小路商店街振興組合では､主な商店街事業として､夏

に地域の伝統行事である盆踊りを中心とする｢ふるさと秋由駅前フェスティバ

ル｣､ 冬 に12 月 の1 か 月 間､LED の 電 飾 を 使 っ た イ ル ミ ネ ー シ ョ ン｢ 光 の テ ラ
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ス｣が実施されている｡現在は｢光のテラス｣の期間中に､新しいイルミネー

ションとしてオリジナルのクリスマスアートを壁面に投影する｢クリスマスア

ー ト@ エ キ マ エ｣ や ク リ ス マ ス イ ベ ン ト｢ ゴ ス ペ ル@ エ キ マ エ｣､ ｢ イ ル ミ ネ ー

ションセール｣も開催している｡

(3)地域内連携の特徴と成果

2010年以降､秋田県と秋田市駅前広小路商店街振興組合は､同商店街が位置

している県道の整備計画について協議していた｡そのなかで同商店街は､安全

や防犯の観点から､県道整備とタイミングを合わせて新たな　LED街路灯を設

)　置できないか模索していた｡

こうした状況のなかで､2011年､東北経済産業局から秋田県を通じて地域商

店街活性化法の活用について打診されたという｡同法の支援対象にはハード整

備も含まれており､認定を受けると商店街の自己負担が2/3から1/3になるこ

と､街路灯が設置できる目途がついたことから､全会一致で認定申請の手続き

を開始した｡つまり､検討していた　LED街路灯の設置にかかる費用の補助率

拡大が､同法を活用する主要な目的であったわけである｡

申請する事業計画の策定は､秋田県中小企業団体中央会の支援を受けながら

進められた｡具体的な事業内容を検討するために､商店街の役員会において企

画会議を月1回開催していた｡会議の目的はソフト事業の企画･事業化であり､

大型店の店長や館長らもほぼ毎回参加していたという｡

このような過程を経て､秋田市駅前広小路商店街振興組合は､地域商店街活

性化法の認定を申請した事業計画の地域課題を｢地域の賑わい創出とファッシ

ョ●ンイメージの定着｣とした｡前述のように､中心市街地に立地していた大型

店の撤退･閉店が相次いだ影響などを受けて､同商店街やその周辺も例外なく

行き交う人々の数が大幅に減少していた｡そのため､年間を通じて季節に合わ

せた住民参加型のイベントを開催するとともに､地域の特徴を活かしたイメー

ジを発信していくことで｢賑わい｣を創出しようとしながら､後述するような

｢地域コミュニティの担い手｣としての役割を果たそうとしたのである｡同商

店街の認定計画の概要は表5. 2の通りである｡

以下では､秋田市駅前広小路商店街振興組合で展開されている地域内連携の
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特徴に焦点を合わせて､実施された季節ごとのイベント｢うまい!あきた博!｣､

｢ふるさと秋田駅前フェスティバル｣､ ｢エキマエファッションウイーク｣が開

催されるまでの経緯や具体的な内容について検討する｡

表5. 2　秋田市駅前広中蕗商店街振興組合の艶定計画の概要

事業名 闔h,ﾉj9|ﾘ饑JﾙﾚH68遥ﾈ揵цⅹ5挨ﾈ貶ｴx48786x/ｨX+ﾙ&闔h5"ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
ミユニティづくりと住民参加型活性化事業 

罷 定 日 D 紿ﾈ 9?｢ 劔 劔 劍 馼ｼh ﾘｭC # D 紿ﾈ # ID ﾈ

地 域 住 民 唸 遥I5 挨 冽X*(ｴEﾃｨ8:H5(7X6ｨ6X4*H48786x,rĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

ニ ー ズ 唸 邵+X,IwX*(48786sｩ8786zIY; 佗ﾊH488ｸ7ﾈｸ5h8x98,rĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

地域練磨 闔h,ﾉ?h.ﾘ*)頽h7H46(5h8x98488ｸ5x,ﾉ.RĀĀĀĀĀĀĀĀ

事 業 内 容 啜ﾄTH･ 延Iﾙ'RhｴｲĀĀĀĀ

･ 冬 イ ベ ン ト｢ 光 の テ ラ ス｣ 

数 値 目 標 唳x 挨YC｣ﾃcCﾂ｢ﾓﾃs3ﾂ｢ 吋 簽#9D 竰ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

注1:網掛け部分は地域内連携に基づいて実施されている事業｡

注2:本事業計画から初めて実施されている事業は｢(新規)｣と併記｡

出所:経済産業省中小企業庁ウェブサイト　r罷定商店街活性化事業計画の一覧｣､ヒアリング調査提

供資料｢商店街活性化事業計画に係る欝定申計書｣をもとに作成｡

秋田市駅前広小路商店街振興組合では､ 2010年の夏頃から､企画会議のなか

で春に開催するイベントの企画を考えてきた｡そのなかで､大型店側から秋田

の旬の食材やB級グルメのPR､料理試食会を行う｢うまい!あきた博｣の企

画が提案された｡これは､従来から西武百貨店と取引がある食品事業者との関

係などを活かせないかという提案から企画･事業化されたイベントであるとい

う｡この事業は､認定を受けた年から開催を予定していたが､東日本大震災の

被害を受けて､ 1年後の2012年春から開催された｡

次に夏のイベント｢ふるさと秋田駅前フェスティバル｣についてであるが､
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秋田市駅前広小路商店街振興組合は､ 1991年から､中心的な担い手として盆踊

り大会を開催しており､地域の恒例行事として地域住民に認知されている(図

5. 3)｡盆踊り大会当日は､舞踏会などの市民サークルと協力して運営してい

る｡

図5. 3 　 ふ る さ と 秋 田 駅 前 フ ェ ス テ ィ バ ル

出所:ヒアリング調査提供資料｡

企画会議を通じて作成した事業計画では､さらに来街者の回遊を目的とする

オリエンテーリング形式の参加型イベント｢エキマエトレジャーi nサマー｣

や､西武百貨店の屋上に仮設型のバスケットコートを設営して開催される若者

向けのイベント｢ストリートバスケット@エキマエ｣が盛り込まれることにな

る｡夏のイベントとして､こうした多様なイベントを同時多発的に開催するこ

とで､地元の住民だけではなく､より広域からも老若男女を集客することを主

) 　 な 目 的 と し て い た と い う｡

秋には地域住民参加型のイベント｢エキマエファッションウイーク｣が開催

された｡繰り返しになるが､駅周辺という立地特性もあり､ファッション性の

高い衣料や雑貨を取り扱うテナントが入る商業施設が集積している｡前述した

企画会議のなかで､こうした特徴を積極的に発信していくことで､地域のファ

ッションイメージを定着させるという方向性が出席者のなかで共有されてきて

いた｡このイベントはとくに大型店が主導的な立場で企画してきたものである

と い う｡

具体的な内容は､フォーラス､アルス､西武百貨店などの商業施設に入居し

ているテナントの服を着たモデルが､照明や音響で雰囲気を演出しながら設営
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されたランウェイを歩くというものである｡西武百貨店の前にあるアゴラ広場

で開催されている｡前日には､本番当日のファッションショーに先立ち､地元

のモデル会社を介して地域住民を対象とする公開オーディションも開催した｡

地域住民参加型のイベントにすると同時に､イベントにかかる1日あたりの費

用を減らす手段でもあったという｡図5. 4のように､本格的な舞台装置や照

明器具などを設置しながら､ファッションショーのために専門のディレクター

を▲招碑するなど､多額の費用をかけて演出したそうである｡

図5. 4 　 エ キ マ エ フ ァ ッ シ ョ ン ウ イ ー ク

出所:ヒアリング調査提供資料｡

以上で要約的に確認してきたように､秋田市駅前広小路商店街振興組合は､

地域内連携に基づいて､季節の風物詩的な恒例行事である盆踊り大会の中心的

な担い手として地域コミュニティに貢献しようとしながら､地域特性を活かし

)　たまちのファッションイメージを発信することで｢賑わい｣の創出を目指して

きた｡

なお､これらのイベントは､いずれも典型的な非日常的で一過的な性質をも

つ事業である｡一般的に､イベントはうまくいけばその日は会場に多くの見物

客が集まるものの､当日やとくに翌日以降､各個店の売上などの経済的成果に

結びつかないことが多い｡イベントを目当てに来街する場合､基本的に個店に

立ち寄ることを目的としていないからである｡仮に売上に繋がるとしても､本

項の事例に関しては､主にファッションテナントの売上に貢献することになる

一方で､ほかの各個店ひいては商店街全体としての直接的な効果は集客などに

限定される｡したがって､個々の店舗の販売促進というよりも商店街全体とし
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ての集客が重視されているという捉え方もできるが､とくにエキマエファッシ

ョンウイークのように多くの費用がかかるイベントは､費用対効果が総じて低

くなる可能性が高い｡

以上のイベントの特性に関する簡単な検討を踏まえて､同商店街の事例から

読み取れる地域内連携の構図を示すと図5. 5のようになる｡

ファッションショー

′■
∫

市民サークルなど

盆踊り大会

飲食イベント

食品業者

i__________;
:連携対象

- 一 一 一 一 一 一 ト 　: 単 発 的

~~~-> 　: 定 期 的

矢印の向き:連携打診の方向

国5. 5　秋田市駅前広小路商店街振興組合の地域内連携の構図

現在､地域内連携に基づいて実施された事業のうち､罷定計画の事業実施期

間のあとも継続しているのは､夏のイベントのひとつで従来から開催されてい

た盆飾り大会のみである｡また､いずれの事業においても､イベントが開催さ

れるときに限られた単発的な連携であった｡商店街内部で開かれている企画会

議のように､継続的な関係性のもとで､たとえば定期的な会合などを通じて事

業活動を発展させてきたというわけではない｡その意味で､今回の事例は時限

的に取り組むことを予定していた､いわば｢事業計画のため｣の連携として理

解することができるだろう｡

事業効果を測定するために設定した地域商店街活性化法の事業計画の数値

目 標( 来 街 者 数) で は､ 2008 年 の 数 値(1,649 人/ 日) か ら､ 実 施 計 画 終 了 時

の2013 年 に は5% 増 加(1,731 人/ 日) さ せ る こ と を 目 標 と し て い た｡ 調 査 結

果は　3,428人/日となり､設定していた数値目標は達成したという｡しかし､

平淳理事長は｢通行量は商店街にとってのバロメーターだが､人口減少や大型
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店や専門店の出店動向が影響する｡もしかしたら減少幅は抑えられているかも

しれないが､外部要因の影響を排除できない｣として､数値目標を設けること

自体には一定の理解を示しながらも､その尺度と成果との関連については検討

の余地があることに言及されていた｡

秋田市駅前商店街振興組合では､これまでも大型店が比較的大きな影響力を

持ちながら､広域から不特定多数の集客を見込んだイベントが開催されてきた｡

もちろん､他力本願な姿勢で地域内連携を志向すると､アイデアを提案したり

行動に移したりする意欲的な担い手が商店街組織の内部から育つ機会が失われ

る可能性がある｡しかし本項の事例を見ても､担い手や地域課題-の対応とい
')　う観点から見た場合､外部主体との連携を通じて､商業者だけでは担う余裕が

ない､あるいは担うことができない事業活動を展開できる可能性が拡がること

は重要である｡

ただし､先に指摘したように､夏のイベントの一部を除くと､形式的な｢事

業計画のため｣の連携という側面が少なからず見受けられる｡そのため､必ず

しも商店街は外部主体と持続的で実質的な連携関係を構築しているというわけ

ではない｡

5. 1. 2 　 大 川 商 店 街 協 同 組 合( 福 岡 県 大 川 市)

(1)大川市と市内小売業の概況

大川市は福岡県南西部に位置している｡市南部は有明海に面しており､そこ

にある河口に向かい市内の北東方面から筑後川が流れている(図5. 6)｡これ

に加えて､市全体が低く平坦な土地という地理的な特徴があるため､とくに農

業や運搬業などの分野で古くから水路が用いられてきた｡

大川市は､江戸時代から木工の造船業が盛んな地域として発展してきた地域

特有の歴史を有している｡周辺地域一帯には､現在も家具産業の関連企業が集

積しており､同市は学習机や婚礼家具などをはじめとする家具やインテリアの

生産量が日本で も多いことで知られている｡木工都市としての発展は､筑後

川などを輸送経路として利用できたという環境が支えてきたともいわれている｡

家具産業の 盛期には､大川市の周辺市町村から多くの労働者が市内に通勤し

ていたため､日中や勤務後､本項の対象である大川商店街協同組合が立地して
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いる旧市街地の商店街を彼らが利用することは日常的な光景として見られてい

たという｡

早

図5. 6 　 大 川 市 の 位 置( 枠 で 図 示)

出 所: 博 地 図.com ｢ 【 地 方 図 】 九 州 地 方( 県 境･ 市 名･ 高 速 有 料 道 路･ 国 道)｣ を 一 部 修 正｡

しかし､昨今､とくにアジアからの安価な家具の輸入や消費者ニーズの変化

により､大川市の家具生産量は大幅な減少傾向が続いている｡それに伴い､木

工所を含む関連企業の廃業や倒産の連鎖が続いており､結果として労働者など

の昼間人口が減少している｡現在は､以前とは逆に大川市内から久留米市や福

岡市等-通勤している割合の方が高いという｡なお､大川市の人口は も多か

っ た1970 年 に は5.1 万 人 で あ っ た が､ 2016 年3 月 時 点 で お よ そ3.8 万 人 で あ

る｡

大川市の小売業の推移を表5. 3で概括的に確認すると､ 2002年から2014

年までの間､いずれの数値も減少傾向にある｡図5. 7に示した同じ期間の大
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型小売店の店舗数と売場面積は､長期的には大きな変動はないことを踏まえる

と､店舗の規模に関わらず衰退局面に突入しているという趨勢を読み取ること

ができる｡

表5. 3 　 大 川 市 の 小 売 構 造 の 変 化(2002 年 ～2014 年)

午 倬hｼhB ｒ 従 業 者 数( 人) 儉ﾉHHｧ｢ 蔚9iﾈ 冷 売 場 面 積(m2) ĀĀĀĀĀ

2 0 0 2 年  鉄 澱 2 , 6 8 7  b ﾃ # C 8 7 , 3 8 9  Ā Ā Ā Ā

2 0 0 4 年  鉄 c R 2 , 6 2 2  2 ﾃ s c 7 2 , 3 4 6  Ā Ā Ā Ā

2 0 0 7 年  鼎 2 , 3 8 0  2 ﾃ C # " 7 8 , 4 2 6  Ā Ā Ā Ā

2 0 1 4 年  C 1 , 7 8 6  ﾃ c 途 5 7 , 5 1 2  Ā Ā Ā Ā Ā Ā

出所:経済産業省｢商業統計｣各年版をもとに作成｡

≡…惑
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区 毎 司 店 舗 数( 店)  I- 売 場 面 積(rrf)

図5. 7　大川市内の大型店の店舗数･売場面積の推移

注: 大 店 立 地 法 改 正 前 は 売 場 面 積3,000m2 以 上( 案l 種)､ 改 正 後 は1,000m2 以 上 の 店 舗 が 対 象o

出所:｢全国大型小売店総覧｣東洋経済新報社､各年版をもとに作成｡

商店街が集積している旧市街地の同じ町内には､商店街を構成している家具

関連業種店などの中小小売商のほかに｢西鉄ストア｣があるため､従来から日

常的な買い物客も来街していた｡しかし､ 1999年､旧市街地から車で5分ほど

の距離に､およそ300台分の駐車場を備えた｢ゆめタウン｣が開設すると､地

域住民の多くは購買先として郊外の大型店を選択するようになっていったとい

う｡こうして､旧市街地にある商店街の競争環境は大きく変化していくことに
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なる｡

(2)大川商店街協同組合の概要

大川市の中心部には､大川商店街協同組合のほかに､銀座商店街振興組合と

中央商店街振興組合がある｡後者の2つの商店街は､片側一車線の車道を挟ん

で向かい合う位置関係にある｡

この2つの商店街で構成されていた大川商店街連合会が､ 1979年､大川市役

所跡地を取得するために別団体として設立した組織が大川商店街協同組合であ

る｡当時は､前述した地域特性から木工関連の専門店が数多く集積しており､

)　彼らを中心におよそ100店舗が加盟していた｡

その後､大川商店街協同組合は､市役所跡地の利用に向けて福岡県の広域商

業診断を受けた｡その結果を受けて､約70名の組合員が中心となり､ 1990年

に中小商業活性化事業を活用して｢大川リフレッシュタウン整備計画｣を策定

した｡具体的な内容は､既存の商店街や周辺施設の役割を明確にしたゾーニン

グプランを定め､市役所跡地や周辺の土地の有効利用について検討したもので

あった｡

なお､大川商店街協同組合は､上記の広域商業診断の勧告内容を踏まえて､

もともと｢大川商店街改造計画49)｣を策定したが､商店街内部から事業規模が

大き過ぎるとの反対意見が相次いだため､実施を断念している｡

しかし､こうした粁余曲折を経て整備計画を策定したものの､そのなかで立

案された市役所跡地での施設開設をめぐり､大川商店街協同組合のなかで開設

積極派と消極派が対立する事態が生じた｡積極派の組合員は勉強会や視察を重

ねるなかで､開設が必要であるという判断に踏み切り､消極派に対して協同組

合-の残留か脱退の意思表示を迫ることになる｡

その結果､費用負担などの問題を懸念して多くの組合員が徐々に脱退してい

き､ 終的に施設開設を希望する6店舗が残留した｡ただし､このときに脱会

した組合員は､その当時は形骸化していた大川商店街連合会として､現在も同

49)この改造計画では､商店街のメイン道路を拡幅し､商店街の要所をゲートエリア､マ

グネットエリアとして位置づけたブロック開発を提案していた｡しかし一部ではあるも

のの､商店街として危機感を持つだけではなく､将来を見据えてこうした開発に踏み切

ろうとする行動的な雰囲気があったことは特筆すべきであろう｡
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協同組合と協力関係にあるという｡

そして､大店法関連5法50)のひとつである中小小売商業振興法の改正によっ

て法的に位置づけられた｢街づくり会社制度｣に基づく､いわゆるパティオ事

業の第1号案件として､1995年に大川商店街協同組合が運営する独立店舗の集

合施設｢ヴィラ･ベルディ｣が開設する｡同施設は3階建て､延床面積は1,520

m2､ う ち 売 場 面 積 は1,074m2､ そ の ほ か 多 目 的 ホ ー ル や 倉 庫 等 が446m2 で あ る.

現在は､開設当初からの組合員6店舗(輸入雑貨､楽器､ブティック､婦人服

等の物販店)と　5つのテナント(飲食店や-アサロンなど)､後述する子育て

支援施設などで構成されている｡ヴィラ･ベルディの建設にあたっては､大川

)　市と姉妹提携都市であるイタリア･ポルディノーネ市の特産品である煉瓦や大

理石を用いたタイルなどを取り寄せた｡また､手すりや階段に木材を使用する

な ど､ 南 欧 風 の 雰 囲 気 づ く り に も 工 夫 を 施 し て い る( 図5. 8)0

図5. 8 　 大 川 商 店 街 協 同 組 合 が 入 る｢ ヴ ィ ラ･ ベ ル デ ィ｣

出 所: 2015/9/9 筆 者 撮 影｡

ところで､同施設の開設に際して､資金計画や補助事業などについて中小企

業診断士である福岡県リテールサポートセンターの担当者に相談したところ､

当初は改正小坂法の｢商店街基盤施設整備費補助金｣の対象施設に該当するの

で活用してはどうかとの助言を受けたという｡そこで､補助金申請準備などの

ために計画を1年間延期すると､丁度良いタイミングでいわゆるパティオ事業

が高度化資金の支援対象として新設されたため､同事業の活用に方針転換する

50) 詳 し く は､ た と え ば 石 原(2011) , pp.110･120､ 渡 辺(2016) , pp.149･154. な ど を

参照されたい｡
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ことになるのである｡

主な商店街事業として､次のようなイベント実施されてきた0 7月に開催さ

れる｢夏祭り(夜市)｣では､例年開催されていた土曜夜市を継承して施設の中

庭に金魚すくいや駄菓子屋をはじめとする屋台村を出店している｡また､地域

で活動している市民団体を誘致して和太鼓やバンド演奏も開催されている｡

さらに12月には､大川市がイタリア北部にあるポルテノーネ市と姉妹都市

で あ る こ と か ら｢ イ タ リ ア ン フ ェ ア｣ を 開 催 し て い る｡ こ の イ ベ ン ト で は､ 主

にバイオリン演奏を聴きながらイタリア料理を堪能したり､テナントとして入

居する飲食店が美味しいコーヒーの掩れ方を教える教室などを開いたりしてい

) 　 るo

(3)地域内連携の特徴と成果

大川商店街協同組合が開設したヴィラ･ベルディは､設置から20年以上が経

ち､施設の老朽化が進んでいた｡大川商店街協同組合は､改修のために中小商

業活力向上事業の活用を検討した時期もあるが､事業費の2/3を自己負担する

ことは､多目的ホール運営や駐車場収入などの収益源が限られる大川商店街協

同組合にとって決して少なくない51)｡しかも人口減少傾向にあるという意味で

潜在顧客が増えることも考えにくいことから､こうした不確実な状況のなかで

過度な負担をしてまで改修することに二の足を踏んでいた｡

しかし､大川市商工会議所の事業説明会において､地域商店街活性化法の認

定を受けると施設改修にかかる事業費の補助率を拡大できることがわかり､認

定申請の手続きをはじめることになる｡同法を活用する主な目的は施設改修で

あり､具体的にはウッドデッキの張り替えや　LED　照明の設置などを計画して

いたということである｡

大川商店街協同組合は､地域商店街活性化法の認定計画のなかで､地域課題

51)多目的ホールや駐車場の整備に対する支援は､改正小坂法の も大きな特徴のひとつ

である.その一方で､新しい商業集積の計画的整備という方向性が打ち出され､こうし

た施設を含む｢商業基盤施設｣ (駐車場､総合サービスカウンターなどの顧客利便施設､

会議室､多目的ホールなどの地域住民生活向上施設､共同POSシステム､共同荷捌場な
どの小売業務等円滑化施設など)を一体的に整備する支援枠組みとして法制度化された
のが特定商業集積整備法である｡しかし､商業基盤施設の低収益性や維持管理の問題は､

施設運営主体の大きな負担となる場合が少なくない｡これらの問題については､新島他

(2015)のなかで､ヒアリング調査などに基づいて予備的に考察している｡
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として｢中心市街地の観光拠点づくり｣を設定した｡前述のように､大川市で

は基幹産業であった家具産業の衰退傾向が続いていた｡そこで､大川市と家具

業界が地元産業の活性化を目指していたこともあり､その一環として｢大川家

具業界との連携イベント｣が事業計画に盛り込まれることになるのである｡

表5. 4　大川商店街協同組合の牡定計画の概要

事業名 Lｸｺｸ,ﾈ-ﾈ+Yﾊ8,ﾈｬXｹ)5mｨ輾+xⅹ5挨8*ﾘ.ĀĀĀĀĀĀĀĀ

罷 定 日 D#3?ｨ 馼ｼhﾘｭHｹD 簽Hﾈ#2｣8ﾈĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

地域住民 ニーズ 唳E兒ﾉHJH4ｨ986x8ｨｸ7H4h498786rĀĀĀĀĀĀĀ
･ホームページやメールによる情報発情 

:子育て関連施設(小学生以下の子供を持つ子育て世代の要望) 

地域課唐 i8･ﾉXﾏXｹ)58*ﾘ.ĀĀĀĀĀĀĀĀ

事業内容 唸-ﾈ+ x栗> ｴ Eﾈｷ 饑 Jﾘ雍 Eﾈ,ﾈ hｴｲ

･一施設整備事業(新規) 

数 値 目 標 唸ｿ8*ｹ5 云ﾉC｣)5 云ﾂﾖ#D 簽#)D 竰ĀĀĀĀĀĀĀĀ
･ 利 用 客 数: 約8 万 人/ 午- 約11 万 人/ 午(2010 年-2012 年) 

注1:網掛け部分は地域内連携に基づいて実施されている事業｡

注2:本事業計画から初めて実施された事業は｢(新規)｣と併記｡

出所:経済産業省中小企業庁ウェブサイト　r常定商店街活性化事業計画の一覧｣､ヒアリング胡査提

供資料｢商店街活性化事業計画に係る瓢定申辞書｣をもとに作成｡

なお同商店街は､地域商店街活性化法の認定を受けるため､全国商店街支援

センター52)の支援事業である　2009年度｢支援パートナー派遣事業｣を活用し

ている｡全国商店街支援センターに支援パートナーとして登録されている専門

家とともに､地域住民のニーズを調査することにより､今後3年間の事業計画

52) 2009年に地域商店街活性化法が施行された際､国の商店街施策と歩調を合わせて商

店街支援を具体的に実践する組給として設立された｡全国商工会連合会､日本商工会議
所､全国中小企業団体中央会､全国商店街振興組合連合会いわゆる中小企業4団体が出
資している｡
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やその目標､資金計画などを検討しながら事業計画を作成した｡その計画の概

要 は 表5. 4 の 通 り で あ る｡

以下では､前項の事例と同様の趣旨に基づきながら､課題解決を目指して取

り組まれている事業活動のひとつとして､地域内連携をもとに実施している｢イ

ベント事業｣､ ｢子育て支援施設の創設｣を中心に検討していく｡

前述のように､大川市や地元産業界のなかで家具産業の活性化が目指されて

いたこともあり､その一環として｢大川家具業界との連携イベント｣が事業計

画に盛り込まれた｡具体的には､年に1回､協同組合大川家具工業会に加盟し

ている複数の地元家具店や雑貨店､家具卸売業者などが､ヴィラ･ベルディの

庭を利用して家具や雑貨の展示販売や福祉家具の展示などを実施している

( 図5. 9)｡ ま た､ よ り 広 域 か ら の 集 客 す る た め､ 開 催 当 日 ま で タ ウ ン 誌 や フ

リーペーパーに開催情報を掲載している｡さらに当日は､来街者アンケートを

実施して､回答者に景品や商品券などが当たる抽選会も開催することで､販売

促進の充実も企図していた｡商店街に集客するだけではなく､参加者-の販促

を組み合わせたイベントということになる｡

図5. 9 　 大 川 家 具 業 界 と の 連 携 イ ベ ン ト｢ カ ン ト リ ー フ ェ ア｣

出所:ヒアリング調査提供資料｡

また､テナントが抜けていた空き区画に､子育て支援施設として専用スペー

ス を 創 設 し た( 図5. 10)｡ こ こ を 活 用 し て､ 地 域 の 人 形 劇 団 のNPO な ど と

連携しながら､子育て世代の母親と小学生未満の子どもを対象に絵本の読み聞

かせや人形劇などを年に数回の頻度で開催している｡大川商店街協同組合の女

性スタッフの意見を取り入れ､地域団体に提案した結果として実現した事業で
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あるという｡

このほかにも､大川市観光協会の出張所として観光案内所を設けて､観光客

-の案内機能の充実にも注力している｡

出 所: 2015/9/9 筆 者 撮 影｡

図5. 1 0 　 子 育 て 支 援 施 設

このように､大川商店街協同組合は｢中心市街地の集客拠点づくり｣を目指

すにあたり､ヴィラ･ベルディの中庭および子育て支援施設を会場として提供

することにより､連携相手とともに家具や雑貨の展示販売､子育て支援などを

実施してきた｡

大川商店街協同組合は､ほとんどが輸入雑貨などの買い回り晶を取り扱う専

門店で構成されている｡そのため､イベント当日は､利用客からすると商品構

成の幅が拡がることになり､結果として各個店での関連購買につながることも

あるという｡地域課題として設定した観光拠点づくりは､どちらかと言えば大

川市の家具産業活性化に向けた販路拡大の延長線上に位置づけられるといえる

だろう｡

子育て支援施設での取り組みについては､理事長の宗光氏によれば､参加し

た親子から一定の評価を受けているようである｡その意味では､｢地域コミュニ

ティの担い手｣として交流の場や機会を提供しているといえそうであるが､上

で述べたように､同商店街は 寄り晶のように定期的に高頻度で買い物をする

ような業種が充実しているわけではない｡より持続的な組合運営のためには､

子育て支援施設に訪れる近隣の子育て世代を顧客として集客して､商店街の商

売にどのように繋げていくかが重要な課題として残されている｡

84



大川商店街協同組合の地域内連携の構図は図5. 1 1のようになる｡前項の

事例と同様､固定的な連携関係のもとで事業が実施されてきている｡また､事

業計画のなかで予定されていたイベントが開催される時点での形式的で単発的

な連携であるといえる｡

地域商店街活性化法の事業計画の数値目標では､利用客数を2009年度の約8

万人/年から､事業期間終了後の2013年度には11万人/年に増加させ､空き

店舗数を2009年度の2店舗から2013年度にはゼロにするとしていた｡実施期

間終了後､2013年度の利用客数は約6万人/年に減少した｡テナントとして飲

食店が入り続けている前提で計算していたことが大きく影響したとのことであ

る｡また空き店舗数については､ 1増1減で2店舗のままとなり､結果として

空き店舗数は変化していない｡

展示販売
---------I-I-I

′
■

子育て支援

NPO

子育て支援

L_________i
:連携対象

一 一----- ト 　: 単 発 的

` 　 　> 　: 定 期 的

矢印の向き　:連携打診の方向

圃5. 1 1　大川商店街協同組合の地域内連携の構図

さらに､大川商店街協同組合の長期的な閉居として､同商店街の店舗構成か

らすると､広域から不特定多数の顧客を誘引することが求められる一方で､店

舗数はテナントを含めて10数店舗と限られている｡また､近隣の関連業種店

も軒並み低調である｡したがって､業種構成を活かした商業集積としても､競

争環境や消費者行動の変化に対応して事業機会を見出すことが難しい環境に直

面しているといえるだろう｡
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5. 2 　｢ フ ォ ー マ ル- フ レ キ シ ブ ル｣ タ イ プ

5. 2. 1 　 青 森 新 町 商 店 街 振 興 組 合( 青 森 市)

(1)青森市と市内小売業の概況

青森市は本州 北端にある青森県の中央部に位置している｡市内面積の約　7

割が森林で占められ､市北部は陸奥湾に面しているという地理的な特徴がある

(図5. 12)｡また同市は国内有数の豪雪地帯であり､市内全域が特別豪雪地

帯に指定されている｡

図5. 1 2 　 青 森 市 の 位 置( 枠 で 図 示)

出所:博地図.com｢【地方図】東北地方+新潟県(県境･市名･高速有料道路･国道)｣を一部修正｡

交通網は､国内各地を結ぶ東北縦貫自動車道や東北新幹線をはじめ､国内外

とつながる空港や港湾を有しており､県内ひいては東北地方の交通の要衝とし

ての役割を果たしている｡また､2015年に北海道新幹線が開通したことは記憶

86



に新しいところである｡

1960　年代以降､青森市は人口増加に対応するため､徐々に住宅地や商業集

積などの郊外開発を進めていた｡それと並行して､青森駅から徒歩圏内に立地

していた中央卸売市場､県立病院や県立図書館などの公共施設が相次いで郊外

に移転した影響を受けて､中心市街地の空洞化が顕在化していくことになる｡

こうした状況のなかで､青森市では､JR青森駅前を中心として市街地の再開

発が進められてきた｡なお､これは通商産業省産業構造審議会流通部会の『70

年代における流通』を受けて策定された｢商業近代化地域計画｣を契機として

いるという｡商業近代化地域計画とは､流通政策のなかで都市計画などのまち

)　づくりの要素が 初に明示的に位置づけられた策定事業とされている53)o具体

的には､市町村の都市計画をはじめとした地域計画との調整を行いながら､小

売業を都市施設として効率的に適正配置することで､地域全体として商業近代

化を図るための制度である｡当時は全国の主要市町村の多くで実施され､現在

も地方都市を中心に整備後の構造が残されているところが多い54)0

とりわけ青森市中心市街地が脚光を浴びたのが､いわゆるコンパクトシティ

の理念に基づいて､旧法の中心市街地活性化法の認定を受けた基本計画により

行われてきた再開発である｡その先導的な事業のなかに､再開発ビル｢アウガ｣

や､高齢者向けのマンションなどの駅前再開発があることはよく知られている｡

ア ウ ガ は､ 低 層 階( 地 下1 階 ～ 地 上4 階) の 商 業 テ ナ ン ト と 高 層 階(5 階 ～9

階)男女参画共同プラザや市立図書館などの公共施設で構成されている｡

しかし､一連の再開発事業は成功例として取り上げられることもあったが､

とくにアウガに関しては､計画していた売上や賃貸料収入が得られないなどの

影響もあり､債務問題などが深刻化している｡これまで青森市は債権買い取り

や増資を実施してきたが､ 2016　年度内に商業テナントを撤退させてアウガを

｢公共化｣し､運営する第3セクター｢青森駅前再開発ビル｣の会社整理に着

手する方針を示している｡また､代表取締役社長を務めた副市長が3セクの債

53) 渡 辺(2014) , p.20｡ 詳 し い 制 度 的 な 内 容 に つ い て は､ 通 商 産 業 省 企 業 局(1971)

を参照されたい｡
54)こうした駅前を中心とする再開発によって､全国各地において､駅前に広場やロータ

リーを設置したり､アーケードが設置されたスーパーを核とする商店街が形成されたり
した｡どこの都市でも見られるワンパターンの光景であるという意味で､ ｢金太郎飴｣や
｢駅前シリーズ｣などと邦掩されている側面もある0
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務超過により両方の職を辞任するなど､政治的な混乱も招いている｡その一方

で､ 2012年には第2期基本計画が改正中心市街地活性化法の認定を受けて､現

在も複数の再開発事業が進行しているところである｡

こ こ で､ 青 森 市 全 体 の 小 売 商 業 に つ い て 表5. 5 で2002 年 か ら2014 年 ま で

の推移を見ると､いずれの数値も長期的に減少傾向にある｡とりわけ事業所数

は､ 10年間で約6割まで減少している｡

表5. 5 　 青 森 市 の 小 売 構 造 の 変 化(2002 年 ～2014 年)

午 倬hｼhB ｒ 従 業 者 数( 人) 儉ﾉHHｧ｢ 蔚9iﾈ 冷 売 場 面 積(m2) ĀĀĀĀĀ

2 0 0 2 年  ﾃ c B 1 9 , 8 7 7  C ﾃ S S " 3 7 6 , 3 0 3  Ā Ā Ā Ā Ā Ā

2 0 0 4 年  ﾃ 3 B 2 0 , 5 3 1  S 2 ﾃ # 4 1 3 , 2 3 9  Ā Ā Ā Ā Ā Ā

2 0 0 7 年  ﾃ ャ B 1 4 , 6 7 3  s づ 迭 3 7 8 , 2 0 2  Ā Ā Ā Ā Ā

2 0 1 4 年  ﾃ 田 1 4 , 4 5 6  ﾃ c 2 3 5 6 , 7 5 8  Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

出所:経済産業省｢商業統計｣各年版をもとに作成｡
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図5. 1 3　青森市内の大型店の店舗数.売場面積の推移

注: 大 店 立 地 法 改 正 前 は 売 場 面 積3,000m2 以 上( 第1 種)､ 改 正 後 は1,000m2 以 上 の 店 舗 が 対 象o

出所:｢全国大型小売店総覧｣東洋経済新報社､各年版をもとに作成｡

また､事業所数が大きく減少している一方で､図5. 1 3に示した同じ期間

の大型店の店舗数と売場面積が増加していることを踏まえると､市内の小売店

舗が大型化している傾向にあることがうかがえる｡
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(2)青森新町商店街振興組合の概要

青森市新町商店街振興組合は､ JR青森駅東側に隣接する新町通り沿いに約

880m延びる商店街である｡店舗数は約240店舗､そのうち組合員は145店舗

で あ り､ 県 内 大 規 模 の 広 域･ 超 広 域 型 商 店 街 で あ る( 図5. 14)0

図5. 1 4　青森新町商店街振興組合とアウガ

出 所: 2015/ll/26 筆 者 撮 影｡

青森新町商店街振興組合は､代表的な事業活動として｢一店逸品運動｣が実

施されていることで有名である｡この事業は､参加店舗で開催する研究会のなか

で､それぞれの｢逸品｣の魅力を語り合いながら魅力的な価値を発掘し､外部

に向けて逸品や店主の情報をカタログなどで発信するものである｡たとえば､

青森にちなんだネクタイで有名な洋服店や刃物に精通している洋食器店など､

様々な店舗の商品や店主の魅力を伝えることで､商店街全体としてのイメージ

　向上も目指す取り組みである.

さらに企画会議として､ ｢一店逸品運動｣の基本方針を協議する作業部会を月

1回程度開催している｡そのなかで､ほかのイベント企画や広報手段の検討な

どが行われているという｡その結果､試行錯誤を重ねてアレンジされながら多

様な展開を見せている｡そのうちのひとつとして､商店街の店主自身がガイド

となり他店舗をツアー形式で案内する｢逸品お店回りツアー｣に発展している｡

このほかにも青森市新町商店街振興組合では､近隣マンションの住民などと

一緒にプランターの花の植え替えをしたり､陣がい者支援団体などと連携して

買い物宅配を実施したりするなど､従来から様々な外部主体と連携して多様な

事業が実施されてきた土壌がある｡
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(3)地域内連携の特徴と成果

以下では､青森市新町商店街振興組合が認定計画のなかで設定した｢子育て

世代を中心とした交流の場の創出｣を目指して取り組まれた｢ブランド形成･

情報発信事業｣､｢子育て支援事業｣､｢アート縁日事業｣について検討していく｡

なお､同商店街の認定計画の概要は表5. 6の通りである｡

養5. 6　雷森新町商店街振興組合の駈定計画の概要

事業名 ﾙ)8ｺIfｼﾂxﾅ顫I5挨mｨ輾+X,Dｩﾙ)8*ｨ/ｸ-x.ｨ.傅I5挨(7bĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
ニティ形成事業 

落 定 日 )D 紿ﾈ9?｢ 劔 劔 剿h 馼ｼh 邵ｯｨｭHｹ"｣Hﾈ#R｣8ﾈĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

地 域 住 民 唳j9|ﾙ4 芥 ⅹV 唏5Hｸ7(5ﾉ/ｹĀĀĀĀĀĀ･公共交通や駐車場.鑑車券サービスの利便性向上 

ニ ー ズ 唳j9|ﾙ48786rĀĀĀĀ

･子連れで行きやすい､楽しめる弄囲気づくり 

地域課層 倡支,I)8/(i8,h+X+ﾙﾙ)8ﾏzﾈ,ﾈｭﾉ頽ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

事 業 内 容     ﾅ 辻ﾈ*ﾓ｢w 鈬 钁 Ω 陳    剪

: 一 一､ 二 ノ 劔 Ā

数 値 日 額 唸 ⅹ5 挨ﾉx 挨YB 閏ﾙ?｢ 謄CBﾃ#3iﾂ｢ﾓCbﾃSﾂ｢D 簽#ID 竰ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ･ 商 店 街 の 空 き 店 繍 数:26 店 舗-20 店#(2010 年-2014 年) 

･商店街全体の販売額:｢2008年と比較して横ばいを維持する｣ 

注1:網掛け部分は地域内連携に基づいて実施されている事業｡

注2:本事業計画から初めて実施された事業は｢(新規)｣と併記｡

出所:経済産業省中小企業庁ウェブサイト　r欝定商店街活性化事業計画の一葉｣､ヒアリング胡査提

供資料｢商店街活性化事業計画に係る終定申請書｣をもとに作成｡

青森市や弘前市をはじめとする一部の周辺市町村には､毎年､弘前さくらま

つりやねぶた祭りで大勢の観光客が訪れる｡開催期間は多くの宿泊施設が年間

高の稼働率になるくらいで､青森市内に も多くの観光客が滞在する時期で

ある｡さらに､新青森駅の開設や北海道新幹線の開通でより多くの観光客が来
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街する可能性があると考えた青森市新町商店街振興組合は､観光コンベンショ

ン協会と連携してガイドマップを作成した｡このマップには､地元で人気のあ

る飲食店や土産物店､観光スポットなどの情報を掲載した｡

さらに翌年､以前から店舗の逸品選びで連携していた青森公立大学の学生と

若者向けの商店街マップを作成した(図5. 1 5)｡地元産晶を活かしたスイ-

ツを販売している店舗にスポットを当てて紹介したり､｢風景コース｣､｢味とシ

ョッピングコース｣､ ｢歴史と文化コース｣など､実際に商店街周辺を歩いて魅

力を体感できる散策ルートを提案したりすることで､学生目線から魅力的な情

報を集めて掲載した｡
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図5. 1 5 　 大 学 生 と 連 携 し て 作 成 し た 商 店 街 マ ッ プ の 一 部

出所:ヒアリング調査提供資料｡
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また青森新町商店街振興組合では､前述のように｢逸品お店回りツアー｣と

して､商店街の店主がガイドとなり各店舗をツアー形式で案内する取り組みが

行われている｡同ツアーの参加者は近隣に暮らす地域住民がほとんどであった

が､認定事業の2年目となる2013年から｢旅人版｣として､県外からの観光

客を対象にツアーを開始した｡その際､生活者や利用者の立場から青森市中心
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部や商店街を熟知している地域住民がボランティアガイドとなり､観光客を参

加者としてツアーを行うこともあるという｡

こうして､主に地域外の観光客に向けた事業を実施する一方で､地域課題と

して認識していたように子育て世代-の配慮もなされてきている｡ 2015　年1

月､ NPO 　 法 人｢ 子 育 て 応 援 隊 コ コ ネ ッ ト あ お も り｣ ( 以 下､ NPO)､ 地 元 に 暮

らす子育て世代の主婦のサークル｢子育ち支援グループモモ｣(以下､サークル)

と連携して､青森新町商店街振興組合として子育て情報誌｢HUG｣ (ハグ)を

発 行 し た( 図5. 1 6)｡
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図5. 1 6 　 子 育 て 情 報 誌 『HUG 』 の 一 部

出所:ヒアリング調査提供資料｡

同誌では商店街の店舗､公園や駐車場などを紹介しながら､多機能トイレや

おむつ替えの場所､禁煙対応の有無など､主婦の目線から魅力的な情報を掲載

している｡初年度は､店舗取材から発行までの全工程を広告会社に外部委託し

ていた｡しかし､より利用者の目線を意識して､近隣に暮らす子育て世代の母

親にとって身近で実用的な情報誌とするために､NPOの女性スタッフやサーク

ルに所属する子育て中の女性が取材や原稿作成に協力するなど､地域住民を巻

き込んだ活動も積極的に推進している｡

後に｢アート縁日｣事業は､毎夏1回､隣接する善知鳥(うとう)神社を
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舞台にして､ ｢AOMORI楽市楽座｣を実施している｡当日は､アーティストの

作品を出展したり古典芸能の舞台を開催したりして､若者世代が交流する機会

となっているという｡

このような要約的な検討からもわかるように､青森新町商店街振興組合は､

不特定多数の観光客が訪れるという機会を活かして､広域から地域住民や観光

客を集客しようとするとともに､周辺に暮らす子育て世代の親子にも利用しや

すい環境の整備を目指して事業を実施してきた｡

商店街マップ

図5. 1 7　雷森市新町商店街雛興組合の地域内連携の構圃

以上の各事業における青森新町商店街振興組合と外部主体との地域内連携の

実態を概念図として整理すると図5. 17のようになる｡とくに商店街マップ

や情報誌の作成では､従来から商店街組織として連携している関係を活かしな

がらも､一方で柔軟に多様な主体と継続的な連携関係を構築して､それぞれの

視点から商店街の魅力を発信しようとしている点に特徴があるといえ.る｡

そのなかで特筆すべきことは､前項までの事例で見てきた集客または販促型

のイベントとは異なり､イベントの体験や店舗取材などを通じて､利用者が個

店を知る機会を作り出している点にある｡すなわち､各店舗で販売している商
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品･サービスや店主の人となりなどを知ることで､場合によってはリピーター

を創出したり､馴染みのない店舗に新たな利用動機を見出す新規顧客を獲得し

たりすることにつながる可能性がある｡

また､商店街マップや情報誌の編集会議などを通じて､学生や子育て世代の

母親など地域住民との接点を持つことができる｡したがって､地域住民がマッ

プや情報誌に掲載してほしいと感じている情報を知る機会になるだけではなく､

商店街に求めているサービスや実施してほしいイベントなどの要望を聞くこと

で､的確な意思決定の材料としての役割を果たす場合もあるだろう｡

なお､地域商店街活性化法の認定をうけた事業計画における数値目標では､

) 　 ① 商 店 街 来 街 者 数 を2010 年 の 数 値(44,236 人/ 日) か ら5% 増 加(46,500 人

/ 日) さ せ､ ② 空 き 店 舗 数 を2010 年 の26 店 舗 か ら20 店 舗- と 減 少 さ せ､ ③

商店街全体の販売額を｢2008年と比較して横ばいを維持する｣としていた｡実

施期間終了後､①商店街来街者数は41,920人/日で目標には届かなかったが､

②空き店舗数は16店舗-減少し､③商店街全体の販売額は2010年度の数値か

らおよそ3%増加したといい､ 3つのうち2つの項目で目標を上回った｡

こうして地域内連携の実態を確認してきたが､では､なぜ商店街組織として

多様な主体と柔軟に連携関係を構築しながら､持続的に事業活動を推進するこ

とができるのだろうか｡以下では簡単な検討に留めるが､その要因のひとつと

して､商店街組織としての体制､とくに今回の事例では事務局機能の存在が重

要な役割を果たしていることが挙げられる｡

青森新町商店街振興組合事務局長の堀江氏が担当している業務は､地域内連

携に基づいて実施している上記の事業に関連する業務だけでも多岐にわたる｡

たとえば､外部主体との折衝やスケジュール調整､先進事例などの情報収集や

調査､会合の議事進行や会議録の作成などである｡これ以外にも､書類作成や

管理､組合員-の情報発信など､事業運営の水面下で必要になる業務は少なく

ない｡

上記のような業務を商店街の役員などが担えれば問題ないが､その日限りな

らまだしも､定期的に継続していくことになる｡商業者としての日常的な業務

の時間を割いて担当し続けるのは負担が大きい｡もし輪番制にするとしても､

重荷に感じて参加をためらう商業者が出ることも想像に難くない｡
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このように考えると､本項の事例では､持続的で実質的な地域内連携を推進

する際に､事務局が地域内連携に基づく商店街活動を支える調整役として機能

していることが大きな要素となっていることがわかるだろう55)0

5. 2. 2 　 七 日 町 商 店 街 振 興 組 合( 山 形 市) 56)

(1)山形市と市内小売業の概況

山形市は山形県東南部に位置する人口約　25万人の県庁所在地である｡同市

は 周 囲 を 西 側 の 田 園 地 帯､ 東 側 の 奥 羽 山 脈 に 囲 ま れ て い る( 図5. 18)0

山形市中心市街地の街並みの形状は､江戸時代初期に築城された山形城とそ

の城下町を起源としている｡この地域一帯は戦災の影響をあまり受けていない

ため､狭い丁字路や農業用水堰などの構造を残している場所が多い｡主に生活

用水や農業用水の確保のため築造したとされ､山形市中心市街地の景観の一部

を特徴付けている｡こうした景観を活かしながら､江戸時代に築造された生活

や農業のための用水路である｢山形五堰｣のひとつの｢御殿堰｣を再生させる

事業も実施されている｡

さらに七日町商店街振興組合がある国道112　号の突き当りには､大正時代に

山形県庁として建てられ､ルネサンス様式を基調としたレンガ造りの建築｢文

邦館｣がある｡同施設は1984年に国の重要文化財に指定されており､こうし

た歴史的建造物や先に述べた御殿堰や蔵などの景観を活かすための再開発事業

も進められてきた｡

中心市街地一帯の町名である七日町や十日町などは､当時の市日が由来であ

り､歴史的に山形市内の小売業の中心的役割を果たしてきた｡高度経済成長期

にさしかかる1956年､七日町商店街振興組合がある街路沿いに地元資本の｢大

沼百貨店｣と｢丸久｣が出店した｡これらの大型店が核となり､七日町地区に

55) な お､ 平 成26 年 度｢ 商 店 街 実 態 調 査 報 告 書｣ に よ れ ば､ 専 従 事 務 局 員 数( パ ー ト､

ア ル バ イ ト を 含 む) が｢ い な い(0 名)｣ と 回 答 し た 商 店 街 が70.8% を 占 め て い る｡ 一 方､

1名以上の専従事務局員がいると回答した商店街を組織形態別でみると､｢商店街振興組

合｣ は 　42.7%､ ｢ 事 業 協 同 組 合｣ は48.4%､ ｢ 任 意 団 体｣ は7.4% で あ る( 有 効 回 答 数3,240

件: 回 答 率40.5%)0

56)七日町商店街振興組合は､本項のなかで後述するように､歩行者天国の開催にあたり

公民館や美術館などと実行委員会を立ち上げているため､次章で取り上げる｢インフォ
ーマルーフレキシブル｣タイプにも該当するが､ヒアリング調査時点で､商店街組織と

して子育て支援NPOとの連携に注力していることから､この類型に含んでいる｡
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形成されていた商店街には､さらに多くの人が引き付けられるようになる｡

図5. 1 8 　 山 形 市 の 位 置( 枠 で 図 示)

出所:博地図.com｢【地方図】東北地方+新潟県(県境･市名･高速有料道路･国道)｣を一部修正｡

こうした動きに少し遅れるようにして､七日町などの中心市街地から3kmほ

ど南西に位置するJR山形駅前にも立て続けに大型店が出店した｡すなわち､

1960年代に｢八文字屋｣や｢十字屋｣などの百貨店が出店した｡こうして市内

には､山形駅前と七日町の2地区に商業集積が形成されていくことになる｡

なお､山形市全体の小売商業について､ 2002年から2014年までの間の推移

を表5. 7で見ると､いずれの数値も減少傾向にある｡特に事業所数は約6割

にまで減少していることがわかる｡また､市内における大型店の出店状況の推

移 は 図5. 19 の 通 り で あ る｡

その一方で､山形市郊外でも1970年代後半からロードサイドに大型店が出
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店しはじめた｡具体的には､1997年に｢ジャスコ山形北ショッピングセンター｣

( 現 イ オ ン 山 形 シ ョ ッ ピ ン グ セ ン タ ー)､ 2000 年 に は｢ イ オ ン 山 形 南 シ ョ ッ ピ

ングセンター｣ (現イオンモール山形南)が開設するなど､郊外に大規模な商業

施設が相次いで出店した｡

表5. 7 　 山 形 市 の 小 売 構 造 の 変 化(2002 年 ～2014 年)

午 倬hｼhB ｒ 従 業 者 数( 人) 儉ﾉHHｧ｢ 蔚9iﾈ 冷 売 場 面 積(m2) ĀĀĀĀĀ

2 0 0 2 年  ﾃ s 1 9 , 9 8 5  C " ﾃ S C 4 1 0 , 2 0 6  Ā Ā Ā Ā Ā Ā

2 0 0 4 年  ﾃ # 1 9 , 2 2 3  # づ s s " 4 0 4 , 7 5 5  Ā Ā Ā Ā Ā

2 0 0 7 年  ﾃ s s " 1 8 , 3 7 7  # ﾃ s 4 0 2 , 5 7 7  Ā Ā Ā Ā Ā Ā

2 0 1 4 年  ﾃ 鼎 1 4 , 4 5 1  # ﾃ C C 3 8 2 , 6 2 5  Ā Ā Ā Ā Ā Ā

出所:経済産業省｢商業統計｣各年版をもとに作成｡
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図5. 1 9 　 山 形 市 内 の 大 型 店 の 店 舗 数･ 売 場 面 積 の 推 移

注: 大 店 立 地 法 改 正 前 は 売 場 面 積3,000m2 以 上( 第1 種)､ 改 正 後 は1,000m2 以 上 の 店 舗 が 対 象｡

出所: ｢全国大型小売店総覧｣東洋経済新報社､各年版をもとに作成｡

山形商工会議所の調査によれば､これらの影響を受けて､ 1997年から2007

年の間､七日町商店街振興組合の歩行者通行量は約6割､売上は約5割にまで

減少したという｡さらに2000年に百貨店の｢丸久｣ (閉店時は山形松坂屋)が

閉店したことが､こうした傾向を加速させた｡ ｢丸九｣は七日町商店街振興組合

の核店舗として多くの人を引き付けていたため､閉店の影響は決して小さくな
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かった｡

なお､山形市は､ 1999年に中心市街地活性化基本計画が中活法の認定を受け

ている｡主な事業として､ ①共同駐車場の整備､ ②七日町通りと山形駅を結ぶ

100円循環バスの運行､ ③七日町中心部に高層マンションの建設､ ④歩道･自

転車道･車道の分離の社会実験などを実施してきた｡なお､同計画の中核的な

事業として実施された､ ⑤ ｢山形松坂屋｣撤退後の空き物件を活用して開業し

た複合施設｢ナナピーンズ｣の開設､ ⑥家電量販店跡地を活用した広場一体型

の再開発ビル｢イイナス｣の開設については以下で詳述する｡

さらに2008年､第2期の基本計画が改正中心市街地活性化法の藷定を受け

ている｡ここで詳細な記述をすることは避けるが､そのなかのひとつとして､

観光やイベントの総合的な展開を促進する名所づく　りが事業化されている｡具

体的には､ ｢紅の蔵｣､ ｢七日町御殿堰｣､ ｢山形まなび館｣という町屋や蔵などの

歴史的建造物を改修･整備して､交流拠点として活用しようとするものである｡

(2)七日町商店街振興組合の概要

七日町商店街振興組合は､ JR山形駅の北東約2kmに位置している｡ 1954年

に結成され､百貨店などの大型店､衣料品店や宝飾･時計店､日用品などを取

り扱う約80店舗で構成され.る典型的な広域･超広域型商店街である｡

同商店街のもうひとつの特徴として､商店街として積極的に投資して再開発

を展開してきたことが挙げられる｡

前述のような競争環境の変化に対応するため､七日町商店街振興組合は､

2000年､近隣商店街､山形市や山形商工会議所とともに｢山形市中心商店街活

性化連絡会議｣を立ち上げた｡この会議における中心的な検討課題は､ ｢丸久｣

が撤退した8階建ての空きビルの活用方法であった｡協議を重ねた結果､民間

商業施設と公共の子育て支援施設などが入居した｢ナナピーンズ｣が　2002年

に開設した｡ ｢ナナピーンズ｣の1階から　3階には､生鮮品や衣料品などの物

販を中心に民間の店舗が入居している｡ 4階から8階は山形市が借り上げ､イ

ンキュベーションオフィスや飲食専門のチャレンジショップ､また子育て支援

や学生が勉強できる場所として運営している｡

さらに　2003年､大型家電量販店の跡地を再利用して､山形市の土地区画整
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理事業と商店街の再開発事業として､商業施設とイベント広場｢ほっとなる広

場 公 園｣ か ら な る 再 開 発 ビ ル｢ イ イ ナ ス｣ を 開 設 し た( 図5. 20)｡ 同 施 設 が

開設する前は､山形市が管理する公共広場として活用していた｡その後､七日

町商店街振興組合が組織した｢ほっとなる広場公園管理協力会｣が山形市から

公園の運営管理を受託し､その土地に商店街所有のイイナスが開設したわけで

ある｡現在はフリーマーケットやナイトバザール､農家野菜を中心に産直販売

する朝市などで､年間約80日以上活用されているという｡

図5. 20 　 ナ ナ ピ ー ン ズ( 左) と イ イ ナ ス( 右)

出 所: 2015/9/7 筆 者 撮 影｡

こうした七日町商店街振興組合による再開発などの積極的な投資は､同商店

街が所有する駐車場運営で得られる収入を中心とする財政基盤によって支えら

れてきた｡

同商店街では､ 1981年､商店街専用とする　225台収容の自走式立体駐車場

を全額自己負担で建設した｡ 2001年以降は､周辺駐車場と共同で｢山形市中心

街共通駐車サービス券システム｣を稼働させた｡サービス券の共通利用により､

七日町商店街振興組合を含めた商業集積として利用環境を整備することで､長

期継続的に安定した収入が見込める重要な存在となっている｡

このように､七日町商店街振興組合では､駐車場収入を基盤として多くの予

算を確保しているため､補助事業を適宜活用しながらも､従来か●ら財政的に自

立した事業を実施してきた｡たとえば､過去に実施したセットバック事業など

も､ほぼすべての費用を自己負担したという｡

また､上記のような強力な財政基盤に支えられて事務局体制も整備されてい
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る｡専従の事務局員として常時　3-4名以上を雇用しているという｡彼らは業

務のひとつとして､年間の事業計画を立てるとともに､イベント情報などを整

理した資料を毎月1日と15　日にすべての加盟店に配布している｡飲食チェー

ン店などは､この資料に基づいて独自のサービス内容や商店街イベント-の参

加意義などをチェーン本部-提案して実現させることもあるという｡

一般的に､チェーン店に与えられている権限は少なく､店長の中心的な関心

事は店舗の業績であることが多い｡また､短期間の異動を前提として勤務して

いるため､地域のことは二の次にされがちである｡しかし､七日町商店街振興

組合では､年間の事業計画や各事業の具体的な内容を早い段階で決定して､チ

ェーン店ともそれらの情報を共有することで､協力的な関係を構築することが

できているというのである｡

(3)地域内連携の特徴と成果

これまで整理してきた七日町商店街振興組合の内部･外部環境を念頭に置き

ながら､地域内連携に基づいて実施されてきた事業活動について考察する｡同

商店街は表5. 8にある地域商店街活性化法の認定を受けた計画に基づいて事

業活動を実施してきた｡

以下では､そのうち地域課題として設定した｢環境にやさしい市民交流の拠

点づく　り｣を目指して､地域内連をもとに取り組まれている｢歩行者天国｣と

｢みんなのチャレンジショップ｣について整理する｡

なお､七日町商店街振興組合は2016年6月､事業計画｢『七日町商人(あき

んど)の心意気』と魅力･価値創造発信事業｣が､地域商店街活性化法の第　2

期の認定を受けている｡そのなかでは､ ①多様な交流拠点の整備､ ②商人の挑

戦表明､さらに③利用者の利便性向上を予定している57)0

｢復活! !七日町歩行者天国｣は､事業期間の1年目は七日町商店街振興組

合単独で､創業者支援のためのクラフトマーケットを開催していた｡しかし､

全体として賑わいを創出していくため､ 2年目は隣接する本町商店街振興組合

57)認定計画の概要は､経済産業草中小企業庁ウェブサイト｢認定商店街活性化事業計画
一 覧｣ を 参 照 さ れ た い(URL: http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/shouteng-

ai_ninteijirei/2touhoku/1607172T24.pdf) o
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が地酒物販イベントなどを､ 3年目から近隣の一番街商店街振興組合､朝日銀

座商店街振興組合がストリートジャズなどを同じ日時に開催するようになった｡

養5. 8　七日町簡店街雛興組合の観定計画の概要

事業名 x5(,i&闔iﾆx,h.俯Y?ｩ*ﾈⅹ5挨葵ｸ嶌馼ｼbĀĀĀĀĀ

常 定 日 D #9?ｨｹ 攪 ﾘｭHｹ D 紿ﾈ # 2｣8ﾈ

地域住民 ニーズ 唳kﾘ8,挨芥ĀĀĀĀ
･歩行者天国のような膿わいあるイベント 

･駐車券の利便性向上 

地域課題 做ｸ,(+8+X*(jﾘ,ﾈｹ)58*ﾘ.ĀĀĀĀĀĀĀĀ

事業内容 Ā

1- 

栄 

･位車券.来街マイレージシステム(新規)※第2期計画に延期 

_■汁ー 

･七日町ブランドの創出(新規) 

数 値 日 棟 唳̂ ﾗ8,ｨﾗ9|｣｣bﾃﾂ｢ﾓbﾃﾈ6ﾙ?｢ 僖 簽#)D 竰ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
･ 空 き 店 舗 数:1 店 繍.-o(2009 年-2012 年) 

注1:網掛け部分は地域内連携に基づいて実施されている事業｡

注2:本事業計画から初めて実施された事業は｢(新規)｣と併罷｡

出所:轟済産業省中小企業庁ウェブサイト　r港定商店街活性化事業計画の一覧j､ヒアリング蘭査提

供資料　r商店街活性化事業計画に係る鞍定申請書｣をもとに作成｡

また､ 4年目には歩行者天国の企画会義などを担う実行委員会を立ち上げて

いる｡ここには｢大沼｣や｢八文字屋｣､ ｢ナナピーンズ｣などの大型店の販売

促進担当も参加しているという｡これを契機として､公民館や美術館など周辺

の文化･観光施設も同じ日に合わせてイベントを開催するようになった｡それ

により､異なる目的を持った不特定多数の来街着が集まるようになるという｡

現在は､近郊の野菜農家などとも連携することで､車道に出店者が連なる産直

市なども開催している｡

｢みんなのチャレンジショップ｣は､市内の小規模事業者や福祉施設の陣が

い者の方々が､商店街広場で定期的にチャレンジショップを実施している(図
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5. 21)｡ 事 業 の 名 称 は｢ チ ャ レ ン ジ シ ョ ッ プ｣ だ が､ 実 質 的 に イ ベ ン ト の と

きの一時的な出店である｡当初､ 終的には商店街の空き店舗に入ってもらう

ことも想定していた｡しかし､店舗運営は家賃負担等の面から難しく､現在は

市役所1階のスペースを借りて､商店街イベント実施時に同時出店している｡

図5. 21 　 七 日 町 の 歩 行 者 天 国( 上) と チ ャ レ ン ジ シ ョ ッ プ( 下)

出所:ヒアリング調査提供資料｡

なお､現在､七日町商店街振興組合が も連携に力を入れているのは､ NPO

｢やまがた育児サークルランド｣であるという｡具体的には､託児や子育て講

座･研修会等を実施している｡山形市内は子育て世代の母親の市内勤務率が高

いという点に着目し､勤務前後の利用ニーズあると考えたようである0

また､同　NPOでは､山形県の｢やまがた子育て応援パスポート事業｣の一

環で次のようなサービスを提供している｡妊娠中の方や小学校6年生までの子

どもがいる場合､協賛する県内の企業や商店で県が発行するパスポートカード

を提示することで､商品の割引などのサービスを受けられるようになる｡七日

町商店街振興組合の一部加盟店舗も対象になっている.

このように七日町商店街振興組合は､地域内連携に基づいて､交流の拠点と

してイベント事業を開催するとともに､子育て世代にとって良好な買い物環境
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を整備するために子育て支援事業も展開してきた｡前項の事例と同様に､一部

の事業は､柔軟に多様な主体と継続的な連携関係を構築しているという特徴を

有している｡地域内連携の構図を概念的に整理すると図5.22のようになる｡

歩行者天国

講座･研修会など

｣ …__｣ : 連 携 対 集

一 一 一 一- 一 一 一 ト: 単 発 的

→ : 定 期 的

矢印の向き:連携打診の方向

図5. 22　七El町商店街振興組合の地域内連携の構園

地域商店街活性化法の藩定計画で設定した数値目標では､歩行者通行量を

2009 年 度 の 数 値(16,000 人/ 日) か ら5% 増 加(16,800 人/ 日) さ せ､ 1 店 舗

あった空き店舗をゼロにするとしていた｡事業実施期間終了後､歩行者通行量

の目標は｢達成した｣という｡ただ､山形市は中心市街地活性化法の認定を受

けており､同商店街がある地域でも｢まちなか回遊イベント｣や各種事業が実

施されているため､どちらの効果かを判断することは困難である｡また､空き

店舗数は結果として3店舗に増えたという｡

しかし､以上で見てきた事業活動は､地域内連携による商店街事業のなかの

一部に過ぎないo　七日町商店街振興組合事務長の下田氏によれば､こうした外

部主体との関係性を構築･定着させるためには､チェーン店の場合と同様､商

店街としてある程度決まったスケジュールを計画することで､外部主体がイベ
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ント事業などの商店街活動に参加するための検討や各種調整をしやすいように

すること､そしてそれを含めた情報を高頻度で提供し続けることが重要な点の

ひとつであるという｡

いずれにしても､このように､異質的な組織などを積極的に受け入れる開放

的な環境をつくる際には､ ｢調整役｣としてだけではなく､商店街の年間事業計

画や具体的な内容などの情報を継続的に提供し続けるなどの｢推進役｣として

の役割が重要な要素のひとつであるということがうかがえる｡

5. 2. 3 　 き じ 馬 ス タ ン プ 協 同 組 合( 熊 本 県 人 吉 市)

(1)人吉市と市内小売業の概況

人吉市は熊本県 南端､周囲を九州山地に囲まれた盆地帯に位置している(図

5. 23)0

図5. 23 　 人 富 市 の 位 置( 枠 で 図 示)

出 所: 博 地 図.com ｢ 【 地 方 図 】 九 州 地 方( 県 境･ 市 名･ 高 速 有 料 道 路･ 国 道)｣ を 一 部 修 正｡
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同市は､熊本市内から車で90分ほどの距離にあり､古くから熊本市などの九

州中部･北部と宮崎･鹿児島方面を繋ぐ交通の要衝及び休憩地として発展して

きた｡また昭和初期以降､老舗旅館をはじめとする多くの宿泊施設が集積して

温泉街を形成してきた｡しかし､昨今の九州自動車道の全線開通及び幹線道路

の整備により､次第に嘩過する場所になりつつあるといわれている｡

人吉市の中心市街地はJR人吉駅前に位置している｡中心市街地一帯は､す

ぐ南を東西に流れる球磨川沿いに築城された人吉城の城下町を起源としている｡

人吉市内の商業は､人吉城から　2009年に国宝に指定された青井阿蘇神社まで

の参道沿いに中小小売商が集積することで､自然発生的に商店街が形成されて

)　きた｡ 盛期には300店舗以上の商店が立ち並び､先に述べた地理的条件から

孤立商圏が形成されていたため､日常的に賑わいを見せていたという｡

表5. 9 　 人 富 市 の 小 売 構 造 の 変 化(2002 年 ～2014 年)

午 倬hｼhB ｒ 従 業 者 数( 人) 儉ﾉHHｧ｢ 蔚9iﾈ 冷 売 場 面 積(m2) ĀĀĀĀĀ

2 0 0 2 年  鉄 湯 3 , 4 8 2  鉄 ﾃ # C " 7 7 , 2 7 4  Ā Ā Ā

2 0 0 4 年  鉄 ッ 3 , 4 3 8  鉄 ﾃ C 2 7 5 , 4 7 3  Ā Ā Ā Ā

2 0 0 7 年  鉄 3 B 3 , 2 4 0  鼎 b ﾃ s " 7 4 , 3 4 9  Ā Ā Ā

2 0 1 4 年  2 , 4 7 4  鼎 ﾃ 3 S b 5 8 , 4 2 4  Ā Ā Ā Ā Ā

出所:経済産業省｢商業統計｣各年版をもとに作成｡

しかし､ 1970年代以降､人吉市内や周辺地域の交通網が整備されていくとと

もに､熊本県内を中心に展開している地元資本のスーパー｢サンロード｣やド

ラッグストア｢ディスカウントドラッグ　コスモス｣などが､ロードサイド型店

舗として複数店舗を展開した｡その影響を受けて､人吉市中心市街地に立地し

ている中小小売商などを中心とする商店街は厳しい競争環境にさらされ､次第

に 衰 退 傾 向 を 強 め て い っ た｡ さ ら に1992 年､ ｢ ジ ャ ス コ｣ ( 現｢ イ オ ン｣) が 人

吉市の郊外に出店すると､多くの地域住民が購買先として選択するようになり､

こうした状況に拍車がかかることになる｡

人 吉 市 全 体 の 小 売 業 に つ い て､ 2002 年 か ら2014 年 ま で の 推 移 を 表5. 9 で

確認すると､いずれの数値も減少傾向にある｡とりわけ年間商品販売額は､ほ
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かの項目と比べて減少率が高く､ 12年間で約8割まで減少している｡

また､年間商品販売額が大きく減少している一方で､図5. 24に示した同

じ期間の大型小売店の売場面積が微増していることを踏まえると､店舗あたり

の売場効率が低下傾向にあることがうかがえる｡

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2002 2003 20042005 20062007 2008 2009 20102011 2012 2013 20142015 2016

拓 冨 遍 旨 店 舗 数( 店) 　- 売 場 面 積(nf)

45,000

40,000

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

図5. 24　人吉市内の大型店の店舗数･売場面積の推移

注: 大 店 立 地 法 改 正 前 は 売 場 面 積3,000m2 以 上( 第1 種)､ 改 正 後 は1,000m2 以 上 の 店 舗 が 対 象Q

出所:｢全国大型小売店総覧｣東洋経済新報社､各年版をもとに作成｡

(2)きじ馬スタンプ協同組合の概要

きじ馬スタンプ協同組合は､ JR人吉駅から約500m南東に位置している(図

5. 25)｡ 組 合 員 数 は2015 年9 月 時 点 で70 店 舗 で あ る｡ 商 店 街 を 構 成 す る

)　小売･サービス業のほか､とくに旅館や病院が多く立地している｡

同協同組合は､隣接する西九日町商店街振興組合と東九日町商店街振興組合

の一部の組合員で構成されている｡もともと､この2つの商店街は協同組合人

吉商連というひとつの組織であった｡きじ馬スタンプ協同組合は､2010年に協

同組合人吉商連が名称を変更して再結成した組織である｡なお､ ｢きじ馬｣とい

う名称は､九州地方の伝統的な木製玩具である｢矩子馬｣から取られている｡

人吉市中心市街地にある商店街は､もともと1960年に共助会と専門店会が

合併しlて結成された協同組合人吉商連として一体的に組織されていたoしかし､

以下のように商店街ごとに異なるハード整備が必要という判断のもと､形式的

に組織を分化させてきたという｡すなわち､高度化事業を活用してアーケード

106



を設置するため､その受け皿として1976年に西九日町商店街振興組合が結成

された｡さらに1986年には､電線地中化を実施するために東九日町商店街振

興組合が結成された｡このような背景があるため､これまでも商店街活動の際

は､基本的に協同組合として実施してきている｡

図5. 25 　 き じ 馬 ス タ ン プ 協 同 組 合

出 所: 2015/9/10 筆 者 撮 影｡

きじ馬スタンプ協同組合の主な商店街活動として､後述するスタンプ事業や

共同大売り出し､ ｢おひなまつり｣事業がある｡

｢おひなまつり｣事業は､東九日町商店街振興組合が中心的な運営主体とな

り､ 2003 年 か ら 実 施 さ れ て い る｡ 同 事 業 で は､ 毎 年2 月 か ら2 か 月 間､ 店 頭

に各店舗が所有する雛人形を飾り出しながら､統一的に様々なイベントが開催

されている｡たとえば､希望者に着付けや化粧を施して舞妓として商店街を散

策してもらうイベントや､各店舗が独自にお休み処を設けたり､そこで｢てま

り｣などの手作り商品を展示販売したりするイベントである｡開催当初は｢日

本一早いひなまつり｣として注目を集め､九州をはじめとする多くの地域から

観光客が訪れていたという｡

く3)地域内連携の特徴と成果

きじ馬スタンプ協同組合の中核的な商店街事業は､組織の名称にもあるよう

にスタンプ事業である｡ジャスコの出店計画が明らかになる前年の1991年､

当時の協同組合人吉商連執行部が､東京都世田谷区の烏山駅前通り商店街振興

組合を参考にして､同協同組合の経済的な自立を目指して開始したのがはじま
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りである｡

しかし､スタンプ事業を展開していく過程で､ 寄り品を取り扱う日常的に

買い物客が訪れる店舗を中心に､業務の効率化を図るため端末で印字するポイ

ントカードを使用する店舗が増えはじめていた｡しかし一方で､多くの店舗は

シールを台紙に貼り付けるスタンプカードを使い続けていたため､利用客はポ

イントを別々のカードで管理しなければならない状況が続いていた｡

当然ながら､次第に利用客から不満の声が挙がりはじめる｡そこで､きじ馬

スタンプ協同組合は利用者の利便性や新規顧客の獲得に向けたPRなどを考慮

した結果､ポイントカード統一のための端末導入に向けて検討を開始すること

)　になる｡さらに当時､商店街のイベントなどの宣伝は､組合が発行するチラシ

を媒体として利用していた｡そのため､毎回発行していては手間とコストがか

さむことから､会員登録制のメール配信に切り替えるという提案もなされてい

たという｡

そうした状況のなかで､地域商店街活性化法が施行されたことを契機に､端

末導入にかかる費用の補助率拡大のために認定申請の手続きを開始した｡具体

的な事業内容は後述するが､その際､人吉市商工課や人吉商工会議所のサポー

トを受けながら事業計画を策定した｡

きじ馬スタンプ協同組合は､地域商店街活性化法の事業計画のなかで｢高齢

者世代が集うふれあいの場づくり｣を地域課題とした｡冒頭で述べたように､

人吉市は盆地のため中心市街地は山間部に囲まれ､そのほとんどが傾斜地であ

る｡そこに地域住民の多くが住んでおり､中心市街地までの交通の便も非常に

悪いため､とくに車を移動手段として使えない高齢者は､食料品などの生活必

需品の買い物が困難な状況に直面している｡いわゆる｢買い物弱者｣問題が深

刻な地域である｡商店街では､以前から接客の際にこうした不便の声が多く聞

かれていたという｡

こうしたことから､ポイントカードの統一化とともに､買い物支援サービス

の仕組みも合わせて導入することで､高齢者のために良好な買い物環境を整備

することを中核とする事業計画を策定した｡その概要は表5. 10の通りであ

る｡以下では､上記で指摘した地域課題に対応するために､地域内連携をもと

に実施してきた｢くま川軽トラック市｣と｢ポイントカード｣事業を中心に検
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討する｡

養5. 10　きじ馬スタンプ協同組合の牡定計雷の概要

(･_

事 業 名 -,h.h+R(,ﾈ･ﾇ(-8.ｨ**(ﾏﾛy5 馼ｼbĀĀĀĀĀĀĀĀ

欝 定 日 僖 ﾈ 纖?ｨｹ ｼh ﾘﾟｴ 僖 ﾈ # )D ﾈ

地域住民 唳&闔h,ﾉﾈ.(ｬXｷ*ｨ,(.(*偖x*H･ĀĀĀĀĀĀ･ ポ イ ン ト カ ー ド 

ニ ー ズ 唳. 葦ｩ4ｸ592ĀĀĀĀĀ

･接客サービスの向上など 

地域離農 俘)~竟))8*ｨ*H-8.ｨ**(,ﾈｨ,8*ﾘ.ĀĀĀĀĀĀ

事業内容 Ā ･メール配借事業(新規) 
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注1:網掛け部分は地域内連携に基づいて実施されている事業｡

注2:本事業計画から初めて実施された事業は｢(新規)｣と併記｡

出所:経済産業省中小企業庁ウェブサイト　r罷定商店街活性化事業計画の一発｣､ヒアリング帝査提

供資料　r商店街活性化事業計画に係る常定申請書｣をもとに作成｡

｢くま川軽トラック市｣は､事業の名称からもわかるように､農産物生産者

が農産物直売をする事業である｡開催場所を商店街の裏側に流れる球磨川沿い

の道路にして､会場を訪れる利用客を商店街にも集客することを主な目的とし

ていたという｡また､同じ日に商店街セールを実施することで､商店街として

も収益を上げられるような相乗効果を目指していた｡なお同事業は､事業計画

の課定を受けたあと､毎月第3日曜日に開催されてきた｡

しかし､｢くま川軽トラック市｣の会場から商店街に訪れる利用客は予想以上

に少なく､ほとんど商店街の集客には繋がらなかったという｡さらに､売上は

すべて生産者の収益となる取り決めで開催していた一方で､道路使用許可や告

知等の準備はすべて商店街側が負担していた｡こうした状況が重なったこと一に

より､次第に商店街内部から開催を疑問視する声が挙がるようになった｡その
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結果､ ｢くま川軽トラック市｣は､認定計画の事業実施期間である2011年を

後に終了した｡現在は､事業計画の変更申請をしたうえで､代替的に｢100円

商店街｣を開始している｡

次に｢ポイントカード｣事業についてである｡先に述べたように､きじ馬ス

タンプ協同組合が地域商店街活性化法を活用する主要な目的はポイントカード

-の統一化であった.また､商店街独自のポイントカード端末を導入するとと

もに､高齢者をはじめとする地域住民のための買い物環境整備の一環として､

次のような2つの取り組みも開始している｡
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図5. 26 　 ポ イ ン ト カ ー ド と｢ こ ど も 応 援 券｣

出所:ヒアリング調査提供資料｡

第1 は｢ こ ど も 応 援 券｣ で あ る｡ ｢ こ ど も 応 援 券｣ は ベ ル マ ー ク の よ う な 仕

組みであり､加盟店での買い物で満点になったポイントカードの一部を切り離

せ る よ う に し た( 図5. 26)｡ 切 り 離 し た 部 分 で あ る｢ こ ど も 応 援 券｣ を 　20

枚集めると､きじ馬スタンプ協同組合の加盟店で500円の買い物券として利用

できるというものである｡利用主体は､利用団体として登録している保育園や

幼稚園または小中学校などの教育機関であり､購買商品としては文房具などが

多いという｡青少年教育の観点からも地域に貢献すると同時に､幼少のころか
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ら馴染みのある存在として商店街を認知してもらうことを目指しているという｡

現在は地元の幼稚園や保育園､小中学校およびPTAなど､ 82団体が登録し

て い る｡ 年 間 お よ そ130 万 円､ 1 団 体 当 た り1.1 万 円 分 が 利 用 さ れ て い る｡

第2の取り組みとして､地元のタクシー会社と連携することで､商店街ひい

ては中心市街地-のアクセスを改善しようとした｡具体的には､毎年12月か

ら2 月 の3 か 月 間 は､ 満 点 の ポ イ ン ト カ ー ド1 枚 で700 円 分 の タ ク シ ー 券 と し

て利用できるようにした｡通常､満点のポイントカードは1枚500円であるた

め､ 200円のプレミアムを付与したことになる｡当初はもう少し低い金額設定

であったというが､タクシー協会との定期的な連絡会議のなかで利用者の意見

を反映させた結果､現行の金額に引き上げられた｡プレミアムの分だけ協同組

合の負担が大きくなるため､年間を通した恒常的な運用には至っていないもの

の､期間中の利用回数は増加傾向にあるという｡

なお､ポイントカードおよびメール会員は､運用開始から700名程度で推移

している｡

しかし､上記で見てきた取り組みの効果もあり､ポイントカード事業は順調

に推移していたが､東九日町商店街振興組合理事長の岡本氏が経営する食品ス

ーパー｢イスミ｣の支店が閉鎖した影響を大きく受けて､同事業の運営が困難

な状況に直面したという｡

そ の 結 果､ 2014 年 に｢ グ リ ー ン ス タ ン プ｣ と 業 務 提 携 す る こ と に よ り､ き じ

馬スタンプ協同組合の負担軽減を図っていった｡具体的には､未交換ポイント

の流通状況の把握や該当分の現金保持という主要な運営業務を｢グリーンスタ

ンプ｣に移行した｡現在､同協同組合の業務は､加盟店に対する活動として､

収集した顧客データを活用して組合員の売上に貢献するような情報を還元して

いる｡

このほかにも､地域商店街活性化法の事業計画には含まれていないが､きじ

馬スタンプ協同組合は､人吉市社会福祉協議会と連携して買い物宅配･代行事

業を実施している｡利用者が商店街の加盟店で購入した商品を社会福祉協議会

の契約職員が自宅まで届ける宅配事業と､利用者が社会福祉協議会の発行する

カタログから注文し､契約職員が買い物をして届ける買い物代行事業を展開し

ている｡
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以上で確認してきた｢くま川軽トラック市｣事業と｢ポイントカード｣事業

などにおける連携の構図は図5. 27の通りである｡

このように､きじ馬スタンプ協同組合はタクシー会社などと連携しながら､

ポイントカードの利用者の年齢層を広げて来街者の増加を目指すとともに､少

子高齢社会-対応するため､良好な買い物環境の整備を目指して事業を実施し

てきた｡とくに地元のタクシー会社および社会福祉協議会と連携して取り組ん

でいる買い物送迎･宅配･代行は､地域や商店街が置かれている衆境条件と課

題に的確に対応した事業活動ということができる｡

事業計画における数値目標では､商店街来街着数を2006年度の数値(1,040

人/ 日) か ら5% 増 加(1,092 人/ 日) さ せ る と し て い た｡ 実 施 期 間 終 了 後､ 商

店街来街者数は1,402人/日となり､数値目標は達成したという｡

ポイントカード

(貿い物送迎･宅配･代行

L_M"__3 : 連 携 対 象

-- 一 一 ‥- ト: 単 発 的

> : 定 期 的

矢印の向き･.連携打診の方向
トラック市

図5. 27　きじ馬スタンプ協同組合の地域内連携の構図

以上から､きじ馬スタンプ協同組合は､商店街組織として｢高齢者をはじめ

とする地域住民に良好な買い物環境を提供する｣という明確なコンセプトを持

ちながら､柔軟に連携関係を構築して事業活動を展開してきたことがわかる｡

5. 3 　 考 察

本章では､連携の特徴を整理して類型化した分析枠組みのうち､ ｢フォーマル
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-リジット｣タイプと｢フォーマルーフレキシブル｣タイプによる地域内連携

の実態とその成果を中心に検討してきた｡結果として､それぞれの類型におい

て次のような特徴や課題があることが示唆されると考えている｡

秋田市駅前広小路商店街振興組合､大川商店街協同組合が該当する｢フォー

マルーリジット｣タイプは､繰り返しになるが､商店街が策定した事業計画の

なかで予定されていた固定的な連携関係のもとで事業活動が実施されている｡

どちらの商店街も集客または販促型のイベント事業を中心に実施してきたわけ

であるが､連携相手が空間として商店街を活用する単発的な連携関係に基づく

事業活動であるという共通点が見られた｡そのため､イベントを開催するとき

に限る､いわば｢事業計画のため｣の形式的な連携であり､両者の継続的で定

期的な関係のもとで､発展的な試行錯誤が見られるわけではない｡事業活動の

内容や連携体制が硬直的であることから､次第に地域の環境条件や課題と事業

活動の内容が帝離していくような場合､そもそも事業環境や消費者ニーズの変

化に対応するための準備の段階で困難に直面する可能性もある｡また､いずれ

の場合も､そもそも地域の社会的な課題に対応するというより､地場産業や商

店街自身o? ｢活性化｣を前面に掲げた事業活動として捉えることができるだろ

う｡

一方､青森新町商店街振興組合､七日町商店街振興組合､きじ馬スタンプ協

同組合が該当する｢フォーマルーフレキシブル｣タイプの共通点は､商店街組

織が主導しながら､当初は想定していない新たな外部主体とも柔軟に継続的な

連携関係を構築している点にある｡

青森新町商店街振興組合の事例では､商店街組織が主導して､地域住民や観

光客を顧客として獲得しようとしながら､近隣に暮らす子育て世代の親子が利

用しやすい環境の整備も目指してきた｡とくに商店街マップや情報誌の発行で

は､目的に応じて多様な視点から商店街の魅力を発信してきた｡また､その際

に､商店街の事務局が地域内連携に基づく事業活動を支える｢調整役｣として

機能していることが確認された｡こうした役割が､従来から地域内連携が定着

してきた大きな要因のひとつであることは明らかである｡

これに加えて､地域内連携が定着していく段階で重要な要素として､七日町

商店街振興組合の事例では､外部主体がイベント事業などの商店街活動に参加
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するための検討や各種調整をしやすいようにするために､商店街の年間事業計

画などの情報を高頻度で提供し続けることだけではなく､｢推進役｣としての役

割も重要であることが示唆された｡

きじ馬スタンプ協同組合の事例では､ポイントカード事業の再編成に伴う買

い物弱者対策を中心に検討した｡タクシー会社や社会福祉協議会と連携して事

業活動を展開しているが､地域課題と事業活動の対応関係が明確な場合は有効

となり　うる可能性が示唆された｡

これらの｢フォーマルーフレキシブル｣タイプに該当する商店街は､商店街

組織として外部主体と連携しながら､継続的に定期的な会合などの機会を設け

ることで､実質的な連携関係を構築して事業活動の内容を発展させている｡そ

の結果､地域課題と事業活動の対応も臨機応変に調整しやすいことが示唆され

た｡その際､事務局などの｢調整役｣や｢推進役｣が重要な役割を果たしてい

ることが見られた｡したがって､逆に言えば､こうした役割を担う主体が不在

となる場合､地域内連携に基づく事業活動は単発的で散逸的な状態に陥るとい

うこともできる｡
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